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＜本体資料〉



1 平成21年4月の障害福祉サービス報酬改定について

（1） 平成21年4•月の障害福祉サービス報酬改定について

平成21年4月の障害福祉サービス費用（いわゆる報酬）の額の改定に 

ついては、プラス5.1%の改定を行うこととし、新体系事業、旧法施設 

及び障害児施設について、①良質な人材の確保、②サービス提供事業者の 

経営基盤の安定、③サービスの質の向上、④地域生活の基盤の充実、⑤中山 

間地域等への配慮、⑥新体系への移行の6つの視点に立った改定を行うこと 

としている。

（2） 報酬告示及び関係省令“告示の改正について

現在、パブリックコメントを実施中である。省令•告示については、パブ 

リックコメントを終了後、可能なものから順次公布することとしている。

（関連資料1（31頁）及び関連資料2 （40頁））

¢3）各都道府県からお寄せいただいたご質問について

本日の会議資料として、一部Q&Aをお示ししたところであるが、関係 

通知等についても検討を進め、可能な限り早急に情報提供•発出等を行う 

予定であるので、管内市町村及び事業所等への情報提供方よろしくお願いし 

たい。

（参 考）平成21年4月の障害福祉サービス報酬改定に係る今後の予定

平成21年
2月2 0日〜3月21日

3月中旬 ヽ

3月下旬

4月二日

4月以降

パブリックコメント

Q &A等による情報提供を順次行う 

改正省令•告示の公布 

解釈通知等の発出

報酬改定

障害福祉サービス報酬改定影響検証事業

（4）加算の届出時期について

通常、4月から加算の算定を開始する場合は3月!5日までに都道府県へ 

届出を行うこととなるが、平成21年度に報酬改定を実施することを踏まえ、 

4月中に届けられた新規加算については4月からの算定が可能な取扱いと 

する。

なお、具体的な届出日については、各都道府県国保連合会と調整の上、各
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都道府県による柔軟な設定を行って差し支えない。

（5）障害福祉サービス報酬改定影響検証事業について

今回の障害福祉サービス報酬改定の効果を検証するために、障害福祉サー 

ビス施設-事業所に対し、報酬改定が現場にどのような影響を及ぼしていく 

かを把握する調査を秋以降に行う予定である。

2 利用者負担の軽減措置について

現在、特別対策や緊急措置により実施している利用者負担の軽減措置につい 

ては、平成21年4月以降も継続して実施することとした。（現在、関係政省 

令についてパブリックコメント中）

また、平成21年7月より、軽減措置を適用するために設けている「資産 

要件」の廃止や、「心身障害者扶養共済給付金」「の収入認定からの除外により 

更に負担軽減を図ることを予定しているので、準備方よろしくお願いしたい。

（関連資料3 （43頁）） ，

3 障害者の就労支援の推進等について

障害者自立支援法においては、障害者がその有する能力や適性に応;じて、 

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援を行うこと 

としており、この実現のための大きな柱の一つとして、就労に向けた支援施策 

を自立支援法の中に規定じ、就労に必要な知識能力の向上のために必要な訓練 

等を行う就労移行支援事業、就労継続支援事業を創設したほか、障害者就業• 

生活支援センターの拡充を進めてきたところである。

昨年12月に社会保障審議会障害者部会において報告書が取りまとめられ、 

就労支援に関する「基本的考え方」として、①一般就労への移行支援の強化、 

②就労継続支援の在り方、③障害者雇用施策等との連携強化等という観点.から 

就労支援の充実を図るべきとされたことや、国としてもこれらの意見等を踏ま 

え、報酬改定や特別対策事業においても就労支援の促進に向けてより一層取り 

組んでいることから、都道府県におかれても、これらの考え方・を踏まえ、管内 

各事業所に対し、障害者の就労支援について、周知や一層のご指導をお願いし 

たい。

（1）障害者の一般就労への移行促進について

① 一般就労への移行に対する報酬上の評価及ぴ企業等の理解の在り方等に 

ついて
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障害者の一般就労への移行については、社会保障審議会障害者部会の 

報告書を踏まえ、取組をさらに促進するために、就労移行支援事業におい 

て、一般就労への移行・定着の実績をきめ細かく評価に反映するなど、 

報酬上の見直しを行ったところである。

また、一般就労への移行を進めていくためには、企業等の理解が重要と 

なることから、障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業に 

おいて、①障害者の雇用を検討する企業に対し、職務内容の提案等を実施 

した場合に助成（「障害者一般就労•職場定着促進支援事業」）すること 

としたほか、②企業側の理解促進と併せ、障害者本人の一般就労の可能性 

を最大限に引き出すことができるよう、障害者の職場実習を受け入れる 

'企業への助成を引き続き行うとともに、③職場見学を実施する場合の助成 

を新たに追加（「職場実習•職場見学促進事業」（職場見学事業は新規事 

業））することとしているので、積極的な実施及び管內市町村、事業所等 

に対する周知をお願いしたい。

②就労支援ノウハウを持った者の配置等について

就労支援を担当する職員について、一般就労への移行支援のノウハウを 

有する者の配置を促進するため、高齢・障害者雇用支援機構において行う 

就労移行支援事業における就労支援員向けの研修（平成21年度中に開始 

予定、内容等については、後日通知）や職場適応援助者養成研修を修了し 

た者を就労支援員として配置している場合における報酬上の加算を設ける 

などの評価を行うこととしている。

また、第1号職場適応援助者（ジョブコーチ）について、「就労移行支 

援事業、就労継続支援事業A型、B型における留意事項について」（平成 

20年3月28日障障発第0328002号本職通知）の改正により、非常勤の就労 

支援員等については、就労支援員等としての勤務を要しない日において、 

第1号職場適応援助者（ジョブコーチ）としての活動を認めることとして 

いるので1（詳細については、後日発出予定。）都道府県におかれては、 

留意の上、積極的な実施をお願いしたい。

¢2）就労継続支援事業の在り方について

① 就労継続支援A型の充実について

- 社会保障審議会障害者部会の報告書を踏まえ、就労継続支援B型事業所
等から雇用契約に基づく就労の機会を提供する場である就労継続支援A型 

事業所への移行を促すため、特別対策事業において、「就労継続支援A型 

への移行助成事業」を新たに実施することとしているので、活用により、 

移行を促していただくよう、お願いしたい。 ・■

② 就労継続支援B型の新規利用について

特別支援学校卒業者等、未就労障害者の就労継続支援B型の新規利用に 
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あたっては、社会保障審議会障害者部会において、本人の能力・適性につ 

いて短期間のアセスメントを経ることが必要とされ、そのアセスメントの 

ために、就労移行支援事業を短期間利用することを明確化することとされ 

た・ところである。

これについては、文部科学省と協議し、特別支援学校に在学中の生徒が 

当該学校の教育活動として行われる現場実習において、短期間のアセスメ 

ントとして、就労移行支援事業を利用し、卒業と同時に適切なサービスを 

利用できるようにすることとしている（別途通知）。

また、特別対策事業における、「就労系事業利用に向けたアセスメント 

実施連携事業」により、特別支援学校との連携によるアセスメント実施に 

向けた体制作りを行っていただくよう、お願いしたい。

③ 工賃引き上げの推進について

本事業では、平成19年度に各都道府県において「工賃倍増5か年計画」 

を策定し、平成2 0年度においては、この計画をもとに、事業の実施に 

取り組んでいただいたところである。

平成21年度は、事業本格実施の2年目にあたり、平成21年度予算案 

において、以前より実施している経営コンサルタントの導入、事業所職員 

の普及啓発、セミナーの開催等に加え、福祉施設で働く利用者の一般就労 

への移行を促進するため、新たに施設職員の能力向上に向けた研修を事業 

に追加したところである。

特に、■■昨今の経済事情の中、不況業種からの転換に関する専門家による 

相談など、・経済状況に即応した具体的な取組を積極的に展開する必要が 

あることから、各都道府県におかれては、本事業の積極的な実施により、 

管内事業所の工賃引き上げ等について、引き続き取組をお願いしたい。

さらに、就労継続支援B型については、目標工賃達成加算において、

「前々年度の平均工賃額を超えていること」の要件を廃止したほか、特別 

対策事業において、高い目標工賃を掲げ、かつ達成した事業所に対する 

助成事業を設け、工賃引き上げに積極的に取り組む事業所に対し、評価す 

ることとしている。

また、国や地方自治体、企業等からの仕事の受注や分配等を円滑に行い、 

障害者の仕事の場の拡大を図るため、各都道府県ごとに共同受注窓口の 

設置•運営を可能とするため、「工賃倍増5か年計画支援事業」における 

実施要綱の改正を行うこととしている。（通知改正作業中であり、後日 

周知予定。）

これちの活用により、各都道府県において工賃引き上げの取組をさらに 

進めるとともに、管内市町村、関係団体及び事業所においても周知等を 

行い、取組の促進をお願いしたい。

④ 障害者の就労支援施設等に対する官公需等の発注促進について
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昨今の厳しい経済情勢の中、就労系事業にも深刻な影響を及ぼしている 

ことから、企業・経済団体と合わせ、国や地方公共団体に対して官公需を 

積極的に進めるため、2月10日付で職業安定局と連名のもと、官公需の 

発注等について、特段の配慮を行うよう、各都道府県等宛に通知を発出し、 

発注促進を促したところである。

国においても各中央省庁の会計担当者を集め、福祉施設受注担当者会議 

を2月2 5日に開催し、官公需等についての共通認識を高めるとともに、 

発注促進に向けてより一層の取組を促したところである。さらに、今般、 

各省庁官房長等宛に、内閣府、職業安定局及び社会•援護局の局長等連名 

による通知を発出することとしている。

各都道府県におかれても、庁内各部局への働きかけや、事業者団体との 

連携等のもと、都道府県自身における官公需への発注等の取組をさらに 

促進する一方で、管内市町村についても、伝達会議等において、積極的な 

取組を行うようお願いするとともに、その後の状況把握やフォローアップ 

について、特段の御配慮をお願いしたい。（関連資料4 （44頁））

⑤ 施設外就労•施設外支援の積極的な取組について

就労移行支援事業、就労継続支援事業において、事業所以外での場所で 

の活動（施設外就労・施設外支援）については、一般就労への移行や工賃 

（賃金）の引き上げを図ることや、職場実習や求職活動を実施する上で、 

非常に有効であることから、平成21年度においては、報酬改定において、 

ユニット単位で施設外就労を実施した場合の加算を創設-（施設外就労加算 

.¢2 〇年度まで基金事業で一部実施）するとともに、利用者数の合計数の 

上限を利用定員の7 0%以下にすることとしている。また、基金事業にお 

いても施設外就労、施設外支援を利用し、一般就労に移行した場合の助成 

を引き続き実施（施設外就労等による一般就労移行助成事業）することと 

しているので、各都道府県におかれては、より一層の取組をお願いしたい。

（関适資料5 （97頁））

⑥ 工賃（賃金）の実績報告について

平成19年度と同様、2 〇年度についても工賃（賃金）の実績を調査し、 

昨年1〇月の社会保障審議会障害者部会において、調査結果の一部を公表 

したところである。

平成2 ：1年度においても、本年度と同様に工賃（賃金）の実績調査を 

行うこととしているが、工賃（賃金）実績は、利用者が事業所を選ぶ基準 

ともなり得るものであることから、事業所ごとに公表することが重要と 

考えている。

こ.のため、来年度の調査へのご協力をお願いするとともに、その公表に 

あた'っては、昨年度同様、各事業所に公表の趣旨を理解していただき、 

事業所ごとの工賃（賃金）実績を公表していただくようお願いしたい。
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-本調査概要等については、以下のとおりであるが、詳細については追っ 

て通知することとしている。

ア対象事業所及び施設

就労継続支援事業所（人型、B型）並びに身体・知的・精神障害者 

〔 それぞれの入所•通所授産施設、小規模通所授産施設及び福祉工場

ィ対象期間

平成2 〇年度（平成2 0年4月〜平成21年3月）

ウ報告方法

本年度、各都道府県ごとに報告された実績について、対象事業所 

及び施設ごとに一覽表にとりまとめた様式を送付するので、当該様式 

を加筆修正の上、報告。

工提出期限

平成21年5月29日（金）

（関連資料6 （98頁））

（3）障害者雇用施策等との連携について

① 障害者就業・生活支援センター事業について

本事業は、平成21年度予算案において、新規増分として6 〇か所とし、 

全国2 6 5か所で実施することとしているところでありヽ選定作業実施の 

上、新規センターが選定される都道府県に対しては労働部局を通じ、連絡 

することとなっている。

しかしながら、現時点で推薦いただいている法人数では、新規増分6 0 
か所に満たないため、新規センターの設置にかかる予算はまだ十分に確保 

されているところであり、平成21年度においては、年度途中であっても 

新規センターの設置を進めることとしている。このため、各都道府県に 

おかれては、労働部局及び各都道府県労働局と連携を図り、来年度の設置 

可能性について再度検証いただき、設置基準を満たすと思われる法人が 

ある場合には、・積極的に推薦いただくようにお願いしたい。

また、障害者就業•生活支援センター事業については、「成長力底上げ 

戦略」の「福祉から雇用へ」推進5か年計画や、「重点施策実施5か年計 

画」において、平成2 3年度までにセンターを全障害保健福祉圏域に設置 

するよう、取組を進めているところであるが、設置について、更なる促進 

を図るため、生活支援部分についてJ平成21年度より、地域生活支援事 

業費補助金から移替し、単独の補助事業（（目）障害程度区分認定等事業 

費補助金（障害者就業•生活支援センター事業費））として実施すること 

とした上で、事業費ベースで、1.か所あたり5, 2 9 0千円とし、国庫補 

助額はその1/2としたところであるので、設置の促進と、センター職員 

として良質な人材確保や事業の質の向上のため、必要額の確保をお願いし 

たい。

また、生活支援部分における実施要綱についても、業務をより詳細に 
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定めることとしているほか、地域自立支援協議会（就労部会）及びハロー 

ワークの実施する地域障害者就労支援事業（チーム支援）等との連携、 

特別支援学校から直接就職した者の把握等について、見直しを行うことと 

している。（通知改正作業を進めており、後日発出予定。）

各都道府県におかれては、障害者就業•生活支援センター事業の単独 

補助事業化の趣旨を踏まえ、全障害保健福祉圏域への設置に向け、積極的 

な取組をお願いしたい。（関連資料7（99頁））

② 一般就労後の職場定着フォローアップ等について

障害者の一般就労後のフォローアップについては、特別対策事業におい 

て、就労移行支援事業者が障害者就業•生活支援センター等と協力し、 

一般就労後一定期間を経過した者を対象とする勉強会や自主交流会を開催 

する際の助成を新たに実施（障害者一般就労•職場定着促進支援事業） 

することや、障害者の一般就労後における職場定着の促進を進めるため、 

就労移行支援事業の就労移行支援体制加算を移行-定着実績をきめ細かく 

評価することとしたこと等も踏まえ、職場定着のためのフォローアップの 

取組に向けたご指導をお願いしたい。

③ 離職した者の受入先の確保等について

昨今の経済事情等によりヽ離職した者等への受入先の確保の促進を進め 

るため、「地域生活への移行が困難になった障害児・者及び離職した障害 

児•者の入所施設等への受入について」（平成18年10月2日障障発第 

1002005号本職通知）の改正により、企業を離職したことに伴う施設への 

再入所を希望する者等を受け入れる場合の定員外の入所児•者の受入可能 

な範囲を入所定員又は利用定員の5%の範囲から、10%まで拡大するこ 

ととしているので、留意願いたい。（通知改正作業を進めており、後日発 

出予定。）

また、離職の危機を迎えている者や、•やむを得ず離職した者に対して、 

障害者就業•生活支援センターやハローワーク等と連携し、籬職危機回避 

や、再チャレンジ支援を実施した事業所に対し、特別対策事業により助成 

することとしている（離職・再チャレンジ支援助成事業）。

これらの支援等を踏まえ、やむを得ず離職した者への支援や受入先の 

確保につき、都道府県において一層の取組をお願いするとともに、管内市 

町村や関係団体等に対しても周知や指導等を行うなど、特段の御配慮を 

お願いしたい。

4 障害者の地域生活への移行について

（1）地域生活への移行に関する状況について

入所者の地域生活への移行状況を調査した結果（平成2 〇年:L 0月1日 
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現在（関連資料8 （106頁）））、平成19年］〇月1日から平成20年!.〇月 

1日にかけて、9, 3 3 5人く速報値〉が入所施設を退所し、このうち 

4, 7 5 4人く速報値〉が生活の拠点をグループホーム、ケアホーム、福祉 

ホーム、一般住宅、公営住宅等へ移った。一方で、新たに入所施設へ 

8,16 8人く速報値〉が入所し、このうち3,14 9人く速報値〉は一般 

住宅等の地域生活からの入所であった。

・回収率が異なるため、正確な比較は困難であるが、前回調査（平成17年 

10月1日から平成19年10月1日）と比較すると、入所者は減少してお 

リ、入所施設から退所し地域生活へ移行した者の割合が僅かに増加している

（+1.6%＜速報値〉）。また、地域生活に移行した者のうち、グル」プ 

ホームへの移行割合が減少しているものの、ケアホーム、一般住宅への移行 

割合は増加している（ケアホJム:+8. 5%く速報値〉、一般住宅: 

+ 3.9% く速報値〉）。

地域生活へ移行した4, 7 5 4人く速報値〉のうち、日中活動として、就 

労継続支援B型を利用する者（641人く速報値〉）や生活介護を利用する 

者（5 81人く速報値〉）が多くなっているが、一般就労をする者（5 6 7 
人く速報値〉）も多くなっている。

障害福祉計画における数値目標の達成のため、更なる地域生活への移行促 

進にかかる取組をお願いする。

（2）障害者め地域移行と住まいの場について

①障害者の地域移行のための施策について 

アグループホーム・ケアホームの整備について

障害者の地域生活移行を進めるためには、グループホームやケアホー 

ムの整備を進めていくことが重要であるが、現狀は障害福祉計画の見込 

み量を下回っている状況である。このため、平成2 0年度がら新たに 

社会福祉施設等施設整備費補助金及び障害者就労訓練設備等整備費補助 

金の補助対象としたグループホーム等の整備については、必要な予算額 

を引き続き確保するとともに、事業者の負担軽減を図るため、創設の単 

価を2, 5 〇 〇万円に引き上げ、優先的に採択することとしている。

また、基金事業におけるグループホーム等の借り上げに伴う敷金・礼 

金に対する助成も継続することとしているので、引き続きご活用いただ 

き、グループホーム•ケアホームの整備に積極的な取組をお願いしたい。

このほか、地方公共団体が作成する地域住宅計画に基づき公営住宅の 

建設や改築に併せグループホー・ムを合築整備する場合等には、国土交通 

省所管の地域住宅交付金の交付対象となり得るので、住宅部局に働きか 

け、連携を図りつつ、取組を進めていただきたい。

イグループホーム・ケアホームの体験利用にっしゝて

昨年の社会保障審議会障害者部会の報告書において、施設•病院の外 

での生活に徐々に慣れていくことにより、円滑な地域移行が可能となる 
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よう、入所•入院中の段階から、宿泊等の地域生活の体験ができるよう 

な仕組みが必要と指摘されていることを踏まえ、障害者の地域生活への 

移行を一層進めるため、今般の報酬改定において、グル」プホーム• 

ケアホームの体験利用の仕組みを創設したところである。（関連資料9 
（109 頁））

また、同報告書においては、家族と同居しているうちから地域生活に 

移行するための支援が重要とされているところであり、入院や入所中の 

者だけでなく、家族と同居している障害者がグループホーム等へ移行す 

る際にも体験利用を可能とする予定であるので、本制度の周知に努めて 

いただきたい。

ゥ居住サポート事業の実施について

同報告書において、入居に関する支援や、緊急時に対応できる2 4時 

間のサポート体制などについて、自立支援給付の対象とすることについ 

て檢討すべきと指摘されているところであるが、現行制度における地域 

生活支援事業の居住サポート事業の実施が低調であるため、まずは居住 

サポート事業の実施について、障害者自立支援対策臨時特例交付金に基 

づく基金事業に新たに追加した、「居住サポート事業立ち上げ支援事業」 

を活用することも含め、実施地域が拡大するよう管内市町村への周知等 

をお願いしたい。

ェ身体障害者のグループホーム・ケアホー厶について

同報告書において提言のあった、「身体障害者のグルjプホーム・ケ 

アホーム」については、平成21年度に、身体障害者がグループホーム 

•ケアホームを利用できるよう関係法令等の改正を検討しているところ 

である。事務的な準備期間等を勘案し、適切な時期に施行する予定であ 

り、後日詳細について連絡させていただくこととしている。

才障害者を地域で支える体制づくリモデル事業について

同報告書では、障害者を地域生活で支えていくため、複合的な二一ズ 

に対応できる拠点的な場についての指摘もあったことから、「基金事業」 

として、様々な既存の社会資源を組み合わせて地域生活支援の拠点化を 

図る「障害者を地域で支える体制づくりモデル事業」を創設したところ 

である。本モデル事業は、今後の障害者の地域生活支援のため、非常に 

重要な事業と考えているので、事業実施にあたってば、地域の障害者に 

対して適切な支援が行えるよう、実施主体の選定に十分注意していただ 

くとともに、今後の施策の検討のため、モデル事業実施報告の情報提供 

をお願いしたい。

② 関係施策との連携について

障害者の住まいの場の確保は、障害者の地域生活移行を進めるため大変 

重要な課題であり、社会保障審議会障害者部会の報告書においても、公営 

住宅ベの入居の促進やグループホーム•ケアホームとしての活用、国土交 
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通省の施策である「あんしん賃貸支援事業」の普及等について指搞されて 

いるところであり、各都道府県におかれても、住宅部局との一層の連携を 

図り、障害者の住まいの確保に努めていただきたい。

また、昨年12月の会議においても連絡させていただいたところである 

が、平成21年4月1日に消防法施行令の一部を改正する政令（平成19 
年政令第17 9号）が施行されることに伴い、取扱いに変更が生じること 

となるのでご留意いただくとともに、今後は、消防関係機関とも調整を 

行いつつ、グループホーム及びケアホーム等の整備に努めていただくよう 

お願いしたい。

（3） 福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した障害者の地域生活移行にっ 

いて

矯正施設等を退所した障害者については、地域生活への移行が非常に困難 

であるにも関わらず、退所後の福祉的な支援が不十分な状況であった。この 

ため、今般、平成21年4月の報酬改定tこおいて、グループホームケアホ 

ーム、宿泊型自立訓練、施設入所支援に「地域生活移行個別支援特別加算」 

を創設するとともに、「基金事業」において「福祉の支援を必要とする矯正 

施設等を退所した障害者の地域移行支援事業」（前回提示案より名称変更） 

を追加したところである。

この加算と基金事業に加え、社会•援護局において平成21年度からの 

事業化を検討している「地域生活定着支援センター」を組み合わせて活用す 

ることにより、福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した障害者の地域 

生活への移行を促進する必要がある。

このような障害者が矯・正施設等を退所するにあたって、地域生活定着支援 

センターは保護観察所と協働し、退所後の受入先調整を行うものであるが、 

その際に受入依頼を受けたグループホーム等においては、基金事業を活用し 

て受入体制を整えるとともに、，入居・入所後は、報酬の加算を活用し、特別 

な支援に対応した個別支援計画を作成し、関係者による調整会議を経て、 

当該障害者が地域社会に復帰できるよう支援を行うこととしている。各都道 

府県におかれては、この仕組みが有効に機能するよう、福祉サービスの利用 

や手帳の交付等の事務手続を迅速に行うことも含め、ご配慮いただきたい。

（関連資料10（110頁））

（4） 宿泊型自立訓練の活用について

障害者の地域生活への移行にあたっては、宿泊型自立訓練の活用が非常に 

重要であると考えており、今回の報酬改定においては、かねてより障害者の 

地域生活への移行の役割を果たしてきた知的障害者通勤寮や精神障害者生活 

訓練施設が宿泊型自立訓練に移行できるよう、必要な措置を講じることを 

予定している。

知的障害者通勤寮の移行については、従前から行ってきた通勤者に対する 
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日常生活上の支援を評価するため、「通勤者生活支援加算」を創設し、職場 

での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理についての指導等、就労を 

定着させるために必要な支援を評価することとしている。

また、精神障害者生活訓練施設の移行については、別途説明させていただ 

＜が、宿泊型自立訓練の利用者が同一敷地内における日中活動サービスを 

利用することを可能とすることとしている。

この他、両者における従前の訓練の実態を踏まえ、宿泊型自立訓練の標準 

利用期間を1年から2年に見直すとともに、利用者の地域生'活への移行を 

促進するために地域移行支援員を手厚く配置した場合の加算を創設する等の 

充実を図ったところである。

各都道府県におかれては、今回の改正の趣旨を踏まえ、管内事業所等に 

対して周知いただくとともに、該当施設の新体系移行とそれに伴う障害者 

の地域生活への移行を一層進めていただくようお願いしたい。（関連資料11 
（⑴頁））

5 相談支援体制の充実について

（1）相談支援体制の整備について

障害者が地域で安心して自立した生活を送るためには、個々の障害者が 

日々の暮らしの中で抱えている二一ズ等にきめ細かく対応し、適切な・障害福 

祉サービスに結びつけていくための相談支援が重要であるが、一方で、市町 

村においてその取組状況に差があるとも指摘されているところである。ついー 

ては、地域自立支援協議会の設置を推進していただくことに加え、その機能 

を活用して地域の課題の解決等に努めていただく ■とともに、各都道府県に 

おかれては、地域生活支援事業の「都道府県相談支援体制整備事業」を活用 

するなどにより、市町村を支援するなどして、相談支援体制の底上げ、強化 

をお願いしたい。

地域生活支援事業の「市町村相談支援機能強化事業」「住宅入居等支援事 

業（居住サポート事業）」「成年後見制度利用支援事業」については、相談 

支援体制を強化していく上で有効と考えているが、依然、実施状況は下記の 

とおり低調である。このため、今般「基金事業」において、従前の「相談支 

援体制整備特別支援事業」を「制度改正に向けた相談支援体制整備笹別支援 

事業」として拡大し、新たに「居住サポート事業立ち上げ支援事業」と「地 

域自立支援協議会運営強化事業」を追加するとともに、「相談支援充実•強 

化事業」についても引き続き措置したところであるので、管内市町村に対し 

て、これら事業の実施を強力に促すよう引き続き周知をお願いしたい。

!〇相談支援事業（地域生活支援事業）の実施状況について

； （平成20年4月1日現在 障害福祉課調べ）
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・市町村相談支援機能強化事業実施済40%実施予定8%未実施52% ； 
・住宅入居等支援事業 実施済11%実施予定3%未実施86% :
・成年後見制度利用支援事業 実施済31%実施予定6%未実施63% :

（2） サービス利用計画作成費について

,サービス利用計画作成費の対象者については、平成21年4月から自立訓 

練及び共同生活介護•共同生活援助の利用者についても対象とするととも 

に、質の高いケアマネジメントの実施体制を整えている事業者が計画を作成 

した場合は、「特定事業所加算」を算定することとしたところである。（関 

連資料!2（112頁））

また、法施行後3年の見直しにおいて、支給決定プロセスにケアマネジメ 

ントの仕組みを導入することや更なる対象者の拡大を検討しているところで 

あるが、現状では、サービス利用計画作成費の活用は低調であることから、 

今後も計画作成費の利用を推進していただくよう、管内市町村、相談支援事 

業者及び障害福祉サービスの利用者に対して、周知をお願いしたい。

ゝ\

（3） 平成21年度の相談支援従事者指導者養成研修会について

地域の相談支援体制の構築•推進等について中核的な役割を担う指導者の 

養成と都道府県が実施する「相談支援従事者研修jの充実に資するため、国 

において下記の日程で「相談支援従事者指導者養成研修会」を実施すること 

としている。この研修の修了者については、地域の相談支援体制の整備に 

おいて中心的な役割を担うことが期待されているものであり、都道府県に. 

おかれては、地域の相談支援従事者等の中から適任者を推薦していただくよ 

うお願いしたい。

（埼玉県所沢市並木4 丁目1番地）

・研修 名 相談支援従事者指導者養成研修会

・日 時 平成21年6月16日（火） 〜18日（木）

・場 所 国立障害者リハビリテーショ ンセンター学院

相談支援を担う人材の資の向上については、社会保障審議会障害者部会の 

報告書においても「研修事業を充実するなど、質の向上を図っていくべき」 

とされているところであり、都道府県自立支援協議会で人材育成のあり方に 

ついて検討するなどして、計画的に取り組んでいただきたい。

また、今回の報酬改定において創設した「特定事業所加算」の要件の1つ 

として「現任研修修了者の配置」を定めたところであり、各都道府県におか 

れては、相談支援専門員の資質向上のため現任研修を確実に実施し、対象者 

に積極的に曼講をしていただくよう周知をお願いしたい。
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なお、■相談支援専門員の要件として、都道府県において実施される相談支 

援現任研修を少なくとも5年に1度は修了することとなっていることから、 

受講漏れのないよう併せて周知していただきたい。

6 サービス管理責任者について

（1）サービス管理責任者の経過措置について

サービス管理責任者については、障害者自立支援法の施行により新たに求め 

られた人員であることなどから、経過措置を設定したところであるが、この経 

過措置について、平成21年4月1日以降、次のとおり取り扱う予定であるの 

で、御了知の上、管内事業所等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾の 

ないようにされたい。（関連資料13（114頁））

なお、・各都道府県におかれては、既にサービス管理責任者として配置されて 

いる者等で、「サービス管理責任者研修」及び「相談支援従事者初任者研修（講 

義部分）」（以下「研修」という。）の未受講者について、計画的に研修を受講す 

ることができるよう、特段の御配慮をお願いしたい。

;【平成21年4月1日以降における具体的取扱い（案）】 !

'1.平成21年3月3 I日までの経過措置 !

I i 「実躍験の要件を満たしてレ'れば、研修を受講していない場合であって1 
i も、暫定的にサービス管理責任者として配置できる」取扱いについては、受］ 

! 講希望者数に対して都道府県が実施する研修が不足している現状等にかん 1

! がみ、平成2 4年3月31日まで経過措商間を延長することとする。 !

:ii 「事業所の入居定員の合frfが9人以下のグループホーム・ケアホームにおい;
! て、サービス管理責任者を置かないことができる」取扱いについては、グル］ 

! ープホーム-ケアホームのサービス管理責任者は業務を適切に遂行するのに］ 

'! 必要な勤務時間が確保されていればよく、比較的配置が容易であると考えら; 

; れるため、規定のとおり経過措置を終了することとする。 |

；2.その他の経過措置 .:
:i 「障害者自立支援法施行前から事業を運営している児童デイサービス事業］ 

i 所について、当分の間、サービス管理責任者を置かないことができる」取扱!

i いについP谦続することとする。ただし、平成21年4月以降は、サービ| 

! ス管理責任者人員欠如略を適用することとする。 !

■ ii 障害者自立支援法施行前から事業を運営しているグノープホーム・ケアホ;

; _ム事業所及び児童デイサービス事業所におレ ヽては、研修の受講を要件とし;

; て3年以上の実務経験をもってサービス管理責任者として配置することがで1 
; きることとしているが、上記1—ii、2 —iの緩禾□措置として、平成2 4年1
■ 3月31日までの間は、3年以上の実務経験があれば研修を受講していなく1 
； .てもサービス管理責任者として配置できることとする。（ただし、グループホ］ 
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ーム・ケアホームにおける共同生活住居の入居定員の合計が1〇人以上の場［ 

合は、1—i を；

（2）サービス管理責任者指導者養成研修会について

障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の質の確保及び都道府県が 

実施する「サービス管理責任者研修」の円滑な実施のため、次の日程で「サー 

ビス管理責任者指導者養成研修会」を実施する予定である。

「サービス管理責任者指導者養成研修会」修了者は、利用者の視点に立った 

個別支援計画や評価プロセスの策定等、障害福祉サービスの質の向上た向けて 

地域の中核的な役割を担うことが期待されていることから、都道府県におか 

れては、地域の障害福祉サービス事業者等の中から適任者の推薦をお願いし 

たい。

また、「サービス管理責任者研修」については、研修内容について、地域間 

で格差がある旨の指摘を受けているので、研修の企画に「サービス管理責任者 

指導者養成研修会」修了者を参画させるとともに、前年度の研修運営の反省事 

項等を踏まえ、適切な研修を実施されるようお願いしたい。

・研修名:サービス管理責任者指導者養成研修会

♦日 時 : 平成21年9月9日（水）〜11日（金） 

・場 所 : 国立障害者リハビリテーションセンター学院

（埼玉県所沢市並木4 丁目1番地）

7 訪問系サービスについて

¢1）国庫負担基準ついて

①平成21年度以降の国庫負担基準（案）

平成21年4月の障害福祉サーピス報酬の額の改定に併せて、訪問系 

サービスに係る国庫負担基準について.も基準額の引き上げを行うもので 

ある〇

国庫負担基準の利用者1人当たりの水準については、平成19年度実績 

を踏まえ、全国の9割程度の市町村の支給実績をカバーできるように設定 

することにより、現行の95, 000円から105, 000円まで引き上げることとし 

た。

なお、国庫負担基準の区分間合算及び従前額保障（平成17年度支給実 

績）については、平成21年度以降も継続することとする。

（関連資料14（115頁））
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②国庫負担基準超過市町村に対する財政支援

国庫負担基準超過市町村に対しては、平成21年度より、都道府県地域 

生活支援事業「重度障害者に係る市町村特別支援事業」の補助要件の緩和 

（訪問系サービスの全体の利用者数に占める重度訪問介護利用者の割合

2 5%超-1〇%超）及び障害者自立支援対策臨時特例交付金により都道 

府県に造成された基金において実施する「重度訪問介護等の利用促進に係 

る市町村支援事業」により、一定の財政支援を可能とすることとしている 

ので、ご活用いただきたい。（関連資料15（11?頁））

（2） 居宅介護従業者養咸研修3級課程について

介護保険制度における訪問介護員養成研修3級課程及び介護報酬算定上の 

取扱いについては、原則として平成21年3月末で報酬上の評価、養成を 

終了することとしている。

一方、障害者自立支援制度における居宅介護従業者養成研修3級課程（以 

下「3級課程」）については、重度訪問介護従業者養成研修課程の修了者の 

キャリアアップの観点から必要であること、また、知的•精神障害者が3級 

課程を修了し従業者として従事している事例があり、障害者の就労支援の 

観点からの配慮が必要であることなどを踏まえ、平成21年度以降も3級 

課程及び居宅介護サービス費、重度訪問介護サービス費の報酬算定上の取扱 

いを継続する。

（3） 指定行動援護事業所におけるサービス提供責任者の資格要件にかかる経過 

措置について

行動援護のサービスに従事するサービス提供責任者及び従業者について 

は、資格要件に加えて、知的又は精神障害に関する実務経験が必要であるが、 

行動援護従業者養成研修課程の修了者については、実務経験の軽減措置が 

図られている。

現行では、サービス提供責任者の実務経験の軽減措置については、平成 

21年3月31日までの経過措置となっているが、行動援護事業所の確保を 

図り、サービスのさらなる普及を図る観点から、当該経過措置を平成24年 

3月31日まで延長する ことする。また、従業者の実務経験の軽減措置に 

ついては、引き続き、当分の間の措置として継続する。（関連資料16（119頁））

（4） サービス提供責任者の配置基準について

①常勤要件の緩和

平成21年度より、訪問系サービス事業所（居宅介護、重度訪問介護、 

行動援護）の運営の効率化を図る観点から、サービスの質の確保を図りっ 

つ、現行ではすべて常勤の者でなければならないこととしているサービス 

提供責任者の要件について緩和し、今後以下のような取扱いとする。

ア 指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介 
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護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて1人以上の者をサ 

ービス提供責任者としなければならないこと

ィ 常勤職員を基本としつつ、非常勤職員の登用を一定程度可能とする 

こと

ウ指定基準上、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければな 

らない事業所においては、原則として1人分のみの常勤換算を可能と 

すること

工指定基準上、・5人を超えるサービス提供責任者を配置しなければな 

らない事業所においては、当該事業所のサービス提供責任者の3分の 

2以上を常勤の者とすること' '

オ非常勤のサービス提供責任者については、当該事業所における勤務 

時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべ 

き時間数の2分の1に達していること

※重度訪問介護事業所及び行動援護事業所についても同様の取扱い

②重度訪問介護事業所における員数の基準の緩和

現行の重度訪問介護事業所のサービス提供責任者の配置基準は、居宅 

介護事業所及び行動援護事業所と同じ基準となっているが、見守りも含め 

長時間のサービス提供を行う重度訪問介護事業所においては、他のサービ 

スに比べ、人員の確^^が難しいことから、平成21年度より、サービス 

提供責任者の員数の基準について、次のいずれかに該当する員数を置くこ 

ととし、緩和を図る。

・ ア 当該事業所の月間の延べサービス提供時間（事業所における待機時 

間や移動時間を除く。）が1,000時間又はその端数を増すごとに!人 

以上

ィ 当該事業所の従業者の数が2 〇人又はその端数を増すごとに1人 

以上

ゥ当該事業所の重度訪問介護の利用者数が.5人又はその端数を増す 

ごとに1人以上

¢5）支給決定に係る留意事項について

①支給決定事務における留意事項

訪問系サービスに係る支給決定事務については、平成19年4月13 5 
付事務連絡『障害者自立支援法に基づく支給決定事務に係る留意事項にっ 

いて」において、留意すべき事項をお示ししているところであるが、以下 

の事項について改めてご留意の上、対応していただきたい。

ア 適正かつ公平な支給決定を行うため、市町村においては,、あらかじ 

め支給決定基準（個々の利用者の心身の状況や介護者の状況等に応じ・ 

た支給量を定める基準）を定めておくこと

ィ支給決定基準の設定にあたっては、国庫負担基準が個々の利用者に
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対する支給量の上限となるものではないことに留意すること

ゥ支給決定にあたっては、申請のあった障害者等について、障害程度 

区分のみならず、すべての勘案事項に関する一人ひとりの事情を踏ま 

えて適切に行うこと ,

また、特に日常生活に支障が生じる恐れがある場合には、個別給付のみ 

ならず、地域生活支援事業におけるサービスを含め、利用者一人ひとりの 

事情を踏まえ、例えば、個别給付であれば、いわゆる「非定型ケース」（支 

給決定基準で定められた支給量によらずに支給決定を行う場合）として、 

個別に市町村審査会の意見を聴取する等により、障害者及び障害児がその 

有する能力及び適正に応じ、地域において自立した日常生活を営むことが 

できるよう適切な支給量を定めていただきたい。・

なお、介護保険法の規定による保険給付を受ける在宅の障害者で、申請 

に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量 

が、当該障害福祉サービスに相当する介護保険サービスに係る保険給付の 

居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプ 

ラン上において介護保険サービスのみによって確保することができないも 

のと認められる場合についても同様である。

②重度訪問介護等の適正な支給決定

重度訪問介護李に係る支給決定事務については、平成］9年2月16日 

付事務連絡「重度訪問介護等の適正な支給決定にづいて」において、留意 

すべき事項をお示ししているところであるが、以下の事項について改めて 

ご留意の上、対応していただきたい。

ア 平成21年4月より、重度訪問介護の報酬単価について、サービス 

提供時間の区分を3 〇分単位に細分化することとしている。これは、 

利用者が必要とするサービス量に即した給付とするためのものであっ 

て、重度訪問介護の想定している「同一箇所に長時間滞在しサービス 

提供を行うという業務形態」の変更を意味するものではなく、サ」ビ 

スが1日に複数回行われる場合の1回当たりのサービスについて3 〇 

分単位等の短時間で行うことを想定しているものではないこと。

イ法施行後これまでの間、利用者から「短時間かつ1日複数回にわた 

るサービスで、本来居宅介護として支給決定されるはずのサービスが 

重度訪問介護として支給決定を受けたことにより、サービスを提供し 

てくれる事業所が見つからない」といった声が寄せられているところ 

である。短時間集中的な身体介護を中心とするサービスを1日に複数 

回行う場合の支給決定については、原則として、重度訪問介護ではな 

く、居宅介護として支給決定すること。

また、「見守りを含めたサービスを希望しているにもかかわらず、 

見守りを除いた身体介護や家事援助に必要な時間分のみしか重度訪問 

介護として支給決定を受けられない」といった声も寄せられていると 

ころであり、重度訪問介護は、比較的長時間にわたり総合的かつ断続 
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的に提供されるものでありヽこれが1日に複数回提供される場合で 

あっても1回当たりのサービスについては、基本的には見守り等を 

含む比較的長時間にわたる支援を想定しているものであることから、 

利用者一人ひとりの事情を踏まえて適切な支給量の設定を行うこと。

8 障害児の療育支援等について

（1） 障害児施設措置費について

平成21年度障害児施設措置費においては、新たに被虐待児への心理的ヶ 

アの充実を図る観点から「心理担当職員配置加算（注1）」を、投薬等の医 

学的管理を必要とする児童の処遇向上を図る観点から「看護師配置加算（注 

2）Jを設けたところである。（算定要件については、障害児施設給付費と 

同様）〇

（注1）知的障害児施設、第二種自閉症児施設、盲児施設、ろうあ児施設及び肢体不自 

由児療護施設が対象

（注2）知的障害児施設、盲児施設及びろうあ児施設が対象

平成21年度障害児施設措置費交付要綱については、早期に発出できるよ 

う準備を進めているところであるが、取り急ぎ人事院規則の改正等を反映し 

た平成21年度保護単価（案）（関連資料17（120頁））をお示しするので参 

考にされたい。また、各自治体におかれても施設運営を考慮し、迅速な加算 

-認定等について配慮されたい。

（2） 里親委託されている障害児の障害児通園施設等の利用について

里親委託されている障害児に係る知的障害児通園施設•肢体不自由児通園 

施設•難聴幼児通園施設（以下「障害児通園施設」という。）の利用につい 

ては、「里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いにつ 

いて」（平成11年8月30日児家第50号厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福 

祉課長•児童家庭局家庭福祉課長・児童家庭局保育課長の連名通知）に示し 

てきたところであるが、今般の上記通知を改正することとしたのでよろしく 

お取り計らい願いたい。（関連資料18（12!頁））

なお、改正点の概要は以下のとおり。

① 里親及びファミリホームに委託されている障害児が障害児通園施設を 

利用する場合には「措置」に基づく取扱いとするとともに、児童ディ 

サービス事業も通知に位置づけ措置利用としたこと。

② 母子生活支援施設利用者が障害児通園施設等を利用する場合には「契 

約」に基づく利用とすること。

また、上記整理に併せて「保育所に入所している障害をもつ児童の専門的 

な治療•訓練を障害児通園施設で実施する場合の取扱いについて」（平成10 
年11月30日児保第31号厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長•児童家 

庭局保育課長の連名通知）についても同様の改正を行うこととしている。
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¢3）措置と契約について

障害児施設の支給決定については、「障害児施設給付費等の支給決定にっ 

いて」（平成19年3月22日障発第0322005号厚生労働省社会・援護局障害保 

健福祉部長通知）に基づき実施されているところであるが、社会保障審議会 

障害者部会の報告書において、ガイドラインを作成することとされており、 

本年夏を目途に現在作業を進めているところである。

（4）重症心身障害児（者）通園事業について

重症心身障害児（者）通園事業については、例年予算か所数を上回る要望

,があ!；）、各自治体において積極的に取り組んでいただいているところである 

が、1日の利用定員を定めているにもかかわらず、例えば、1015人の 

利用を想定しているA型において長期間にわたって1〇人に満たない利用に 

留まっている事業所や1日5人の利用を想定しているB型において長期間に 

わたって1〜2人の利用に留まっている事業所が見受けられるところで 

ある。

このような状況を踏まえ、平成21年度の事業採択においても、限られた 

予算を効果的に活用する観点から厳選し、予算成立後速やかに内示できるよ 

う作業を進めているところであるので、各自治'体におかれては、地域のニー 

ズを再度把握し、実施要綱に照らして適切な事業か否かを判断するとともに、 

今後の利用の伸びが望めない場合は、「生活介護」事業（多機能型）等も 

視野に入れ、事業の適切な運営について検討していただきたい。

¢5）難聴幼児に対する療育支援について

聴覚障害は、早期発見による適切な支援を行うことにより、コミュニケー 

ション能力や言語能力の発達が促進されることから、その早期発見及び児童 

や家族に対する早期支援が重要である。

特に、高度の聴覚障害に適応する人工内耳については、装着後に長期の訓 

練が必要となることから、身近な施設で療育が受けられる体制整備が求めら・ 

.れているところである。

ついては、今般、難聴幼児通園施設における障害児施設給付費において、

① 「人工内耳装用児支援加算」の創設

② 保育所との並行利用が多いこと等も踏まえ、20人の定員区分の創設 

を行ったところであるので、各自治体におかれては、上記施策を活用し、 

支援の充実を図られたい。

また、聴覚障害の早期発見については、「新生児聴覚検査事業実施要綱」 

（平成12年10月20日児発第843号児童家庭局長通知）をお示ししているとこ 

ろである。

新生児聴覚検査事業の実施にあたっては、「聴覚障害を発見したがその後 

の必要十分な対応ができない」といった事態を避けるため、検査により把握 
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された要支援児とその保護者への適切な指導援助、関係機関との必要な連携、 

さらには、十分な体制整備に努めるよう、・次の事項に留意の上、積極的な取 

組をお願いしたい。

ア 難聴幼児通園施設が設置されている都県、指定都市においては、新生 

児聴覚検査により発見された児童を含め、地域内の難聴幼児の把握た努 

め、児童相談所等の関係機関への周知と十分な連携を図ることにより、 

利用促進に努めること。

ィ難聴幼児通園施設が設置されていない道府県、指定都市においては、 

同検査により発見された児童を含めた地域内のニーズに応じ、施設の 

設置に努めるとともに、児童デイサービスなどの活用を図ること。

また、特別支援学校幼稚部（聾学校幼稚部）においても、指導を行っ 

ているところであるので、関係部局と十分連携を図ること。

ウ 難聴幼児通園施設は難聴幼児が対象となっているところであるが、 

早期療育が重要となっていることから、同検査により発見された乳児に 

ついても対象とするよう、管内の施設に対して指導すること。

9 精神障害者社会復帰施設等について

¢1）精神障害者社会復帰施設等運営費補助金について

精神障害者社会復帰施設については、決算検査報告において、一部の施設 

について本補助金の返還を要する不適切な事務処理が行われていたとの報告 

がなされるなど、事務処理に問題のある事例が度々散見されているので、各 

都道府県におかれては、管内施設に対する指導監査の一層の強化を図るなど、 

引き続き本補助金の適切な執行に努められたい。

また、平成21年度に係る本補助金の執行見込み及び平成21年度以降に 

おける新体系への移行見込みについて、近日中に作成依頼を発出することと 

しているので、御了知いただきたい。

（2）精神障害者社会復帰施設等の新体系サービスへの移行について

精神障害者社会復帰施設については、平成2 〇年4月1日現在で障害者自 

立支援法の新体系サービ'スへの移行率が3割程度と低調な状況となっている 

が、平成21年4月の障害福祉サービスの報酬改定において、新体系への移 

行が促進されるよう、宿泊型自立訓練を次のように充実させることとしたと 

ころである。

さらに、障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業において、特 

に移行が遅れている、精神障害者生活訓練施設や福祉ホームB型について、 

移行の際の支援を行う「精神障害者生活訓練施設等移行促進事業」を創設す 

ることとしたので、御活用いただくとともに、・速やかに新体系サービスに移 

行していただくよう、各都道府県におかれてもお取り計らい願いたい。

-2〇・



1【平成21年4月の宿泊型自立訓練等に係る主な改正内容（案）】 1 
:① 宿泊型自立訓練の基本報酬について、精神障害者生活訓練施設や知的障害者! 

!通勤寮における訓練の実態を踏まえ、利用開始から2年間の単価を一定とする。! 

［② 現彳亍では、宿泊型自立訓練と、同一敷地内における日中活動サービスを同時匚 

:期に利用することはできないとしていることについて、昼夜を通じた訓練が必［ 

:要な場合があることにかんがみ、両者の組み合わせ利用を可能とする。（併せて、5 
;短期滞在加算においては、原^「心身の状況の團匕防止など、緊急の必要性が; 

;認められる場合」についてのみ算定できることとし、平成21年4月以前に既］ 

!に翩滞在加算の届け出をしている事業所忙おいては、平成2 4年3月までの］ 

;間、糸闔続的に脚滞在加算を算定することができることとする。） .I 
i③ 地如亍支援員の手厚い配置や、通勤者の曙面のき號!!かい支援^対し、新た： 

!に加算で評価するとともに、入院時、帰宅時、朋時や、心身の状況等により| 

;出勤等ができない場合の日中における利用者の支援に対し、報酬上の評価を行］ 

I A ' I 
［フ。 ・ . :

10障害福祉関係施設の整備等について

（1） 改正消防法施行令の施行に伴うスプリンクラー設備等の整備について

先般、消防法施行令の一部を改正する政令（平成19年政令第17 9号） 

が平成21年4月1日に施行されることに伴い、新たに必要となるスプリン 

クラー設備について、「障害児（者）施設及び救護施設におけるスプリンク 

ラー設置状況調査」（平成21年］,月2 2 日付）を実施した.ところである。

各都道府県•指定都市•中核市におかれては、当該調査により把握したス 

プリンクラー未設置施設について、入所者の安全を確保する観点から早急に 

整備を行うよう、当該事業者への指導方よろしくお願いしたい。

なお、施設と一体的に整備を行うスプリンクラー、自動火災報知設備、消 

防機関への通報装置等は、現在、協議依頼を行っている社会福祉施設等施設 

整備費補助金、障害者就労訓練設備等整備事業（グループホーム等改修事業） 

のほか、障害者自立支援対策臨時特例交付金（障害者自立支援基盤整備事業） 

においても補助対象とすることとしており、これら制度の積極的な活用をお 

願いしたい。

（2） 社会福祉施設等におけるアスベスト対策について

①吹付けアスベスト等使用実態調査について

社会福祉施設等におけるアスベスト（石綿）対策については、従来より 

適切な対応をお願いしてきたところであるが、一般的に使用されていない 

とされていたトレモライト等のアスベストが建築物の吹付け材から検出さ 
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れたことが判明したことを受け、平成2 0年お月9日付通知により「アス 

ベスト使用実態調査」を実施し、この調査結果を平成2 0年9月に公表し 

たところである。

当該調査結果において、未回答、分析依頼中及び未措置状態にある施設 

が相当数存在することから、現在、「フォローアップ調査」を実施してい 

るところであるが、未回答及び分析依頼中の施設等については、保有状況 

を明らかにしたうえで、状況に応じて適切に対応するよう指導するととも 

に、未措置状態にある施設等については、直ちにアスベストの除去、封じ 

込め、囲い込みを行うなど、法令等に基づき適切な措置を講じるよう引き 

続き指導をお願いしたい。

②吹付けアスベスト等の除去等について

障害福祉関係施設の吹付けアスベスト等の除去等に要する費用について 

. は、社会福祉施設等施設整備費補助金の交付対象としていることから、こ 

れらの制度等を積極的に活用しながら、早期処理に努めるよう指導をお願 

いしたい。

（3）社会福祉施設等の木材利用の推進について

社会福祉施設等における木材利用の推進にあたっては、「社会福祉施設等 

における木材利用の推進について」（平成9年3月6日付厚生省大臣官房障 

害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通 

知）により、木材利用の積極的な活用についてお願いしてきたところである 

が、木材を利用した施設の居住環境がもたらす心理的•情緖的な効果は極め 

て高いことから、施設構造としてはもちろんのこと、内装や家具などの備品 

についても木材の積極的な活用が図られるよう、管内市町村及び社会福祉法・ 

人等に 対し周知を お願い したい。

¢4）地球温暖化対策に配慮した施設整備について

地球規模の温暖化対策の一環としての低炭素社会づくりは、政府の重要な 

課題であり、全省庁が連携を取りつつ、積極的に取り組んでいくことが求め 

られているので、・障害福祉関係施設においても、太陽光発電設備や照明設備 

の省エネ機器の導入等地球温暖化対策について積極的に取り組んでいただき 

たい。

なお、太陽光発電設備等については、経済産業省資源エネルギー庁の「地 

域新エネルギ」等導入促進対策費補助金」（関連資料19（126頁））の補助対 

象とされているので、管内市町村及び社会福祉法人等に周知をお願いしたい。
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1! 障害者(児)福祉施設等における不祥事の発生防止及びその対 

応について

(1) 障害福祉サービス事業者への指導監査の徹底等について

障害福祉サービス事業者の数が年々増加しているところであるが、会計検 

査院からの指摘や各都道府県における指定取消などに見られるように、依然 

として不正受給等が発生していることは誠に遺憾である。

ついては、以下のような事項には特に留意の上、管内の障害福祉サービス 

事業者に対し指導監督に万全を期されたい。

① 障害者自立支援給付費負担金の適正な執行について

障害者自立支援給付費負担金の執行に関し、平成2 0年11月に国会に 

•提出された平成19年度決算検査報告において、対象とならない金額を 

誤って計上したこと等により、本負担金の返還を要する不当な経理が行わ 

れていたとの報告がなされたことは、誠に遺憾である。

ついては、各都道府県におかれては、管内市町村に対して適正な事務処 

理を指導するなど、本負担金の適正な執行に努められたい。

② 適正な受給の実施について

各都道府県におかれては、障害者自立支援法の円滑かつ適正な運営を 

図るため、法令等に基づく適正な事業実施の確保に向けた取組の充実強化 

が切に求められていることから、障害福祉サービス事業者に対するなお 

一層の適切な指導監査の実施に努められるようお願いする。

また、管内サービス事業者に対しては、平成21年4月の障害福祉サー 

ビスの報酬改定、改定に伴う関係省令、告示、通知等の改正が行われるた 

め、改正内容の周知を図っていただき、適正な執行が行われるよう指導願 

いたい。

(2) 障害者(児)福祉施設等における不祥事の発生防止及びその対応 

人権侵害の防止等については、機会あるごとに要請してきているところで

あるが、依然としてこれら不祥事が発生していることは、誠に遺憾である。 

ついては、以下のような事項に留意の上、管内社会福祉法人、社会福祉施設 

等に対する指導監督に万全を期されたい。

① 人権侵害等の防止等について

ア 社会福祉施設において、体罰等の人権侵害事例や入所者からの預り金 

の管理等について不適切な取扱いが行われていたという事例が従来より 

報告されているところであるが、障害者の人権が擁護され、適切な支援 

がなされるべき施設においてこのような事件が起きることは、適切な 

施設運営に真摯に取り組んでいる同種施設までもが社会の不信感を被る 
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こととなり、看過し難い問題である。

各都道府県等におかれては、このような事件を未然に防止するため「障 

害者（児）施設における虐待の防止について」（平成］7年10月20日障発 

第102000!号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）を参考に 

適切に対応されたい。特に、虐待に関する情報を得たときは、虐待を受 

けた障害者（児）の保護、施設内の調査、虐待の行われた施設に対して 

は、改善命令、事業停止、許可取消等の適切な対応を図られたい。

各都道府県等におかれては、社会的に許容されない事案が発生した 

場合には、速やかに事実関係及ぴ発生原因の究明を行うとともに、特別 

監査を実施し、当該不祥事の関係者はもちろんのこと、法人の責任者、 

施設管理者等の責任を明確にし、内容によっては、刑事告発の可否にっ 

いても検討されたい。

なお、人権侵害等の不祥事が発生した施設等に対する特別監査にあた 

っては、例えば、以下のように指導•監査手法を工夫しその実態把握に 

努めるとともに、問題点を早急に改善るよう、重点的な指導をお願いす 

る〇

!【指導・監査手法の工夫】 .. : 

［〇日時を特定せず、速やかに指導•監査等を行うこと : 

!〇施設の管理者や法人の責任者だけでなく、個々の職員から■も施設全般］ 

i の運営に当たっての課題や利用者支援に問題がないか意見を聴くこと! 

: （施設の管理者等の立ち会いはさせない）。また、利用奢•保護者等］ 

; の意見を聴くこと。 : 

:〇施設の管理者や法人の責任者に、人権侵害防止に対する施設として支］ 

! 援方針、取り組み状況及びその評価について聴くこと。 7

; ※なお、施設の職員や利用者等に意見を聴く場合には、本人の意向を］ 

: 踏まえ本人に不利益が及ぶことの無いよう十分配慮した方法で行う］ 

［こと ・ : 

i〇事故等の内容を確認し、記録すること。 ! 

:・事故内容（誰が、どこで、どのような事故（自傷、他傷、過失事故等）| 

; に遭い、どの程度のけが•被害を負ったのか） ［ 
::.事故時の担当職員は誰か ;: 

■ •診断書の有無（写し）…・必要に応じ医師に確認 ［ 

；-写真等の客観的記録の有無 : 

!〇事故報告と対応の確認をすること ［ 

i ・事業所内でいっどのように報告がなされ、誰からどのような指示が］ 

！ 行われたか。 ； 

；・事故について保護者等にいっどのよちに報告がされたか。 '： 

；・行政にその都度（いつ）どのように報告がなされたか。 .［
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〇検証内容の例 :

•事故原因を誘発した要因の分析と点検がどのようになされたか。I 
•再発防止策としてどのような内容が検討されているか。 I
・事業所外部の有識者等からの助言を受けているか。 I

〇虐待防止の取り組み状況 !

•虐待防止マニュアルの有無の確認- :

•虐待防止委員会の開催状況（開催状況、委員名簿、各回における協］ 

議内容（事故等発生を契機に開催されているか）、委員会におけるI 
協議結果の現場への反映状況） ;

〇研修の実施状況 I
•施設内•施設外での研修の状況（受講者「研修内容、参加状況） 1

イ また、改正児童福祉法（平成21年4月施行）により、被措置児童等 

虐待の防止に関する事項が盛り込まれ、被措置児童等の権利擁護を図る 

ための仕組みが整備されたところである。各都道府県におかれては、本 

年1月8日に開催された全国児童福祉主管課長会議においてお示しした 

「被措置児童等虐待ガイドライン（案）」に基づき、被措置児童等虐待 

に関して、児童福祉主管部局など関係部局との連携体制の整備を図るこ 

とをお願いしたい。

②苦情解決の取組について

障害福祉関係施設の利用者等の権利擁護の観点から、障害福祉関係施設 

の最低基準において、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な 

措置を講じなければならないことを明記しているところである。平成「9 
年度の社会福祉施設等調査を見ると障害者支援施設等の9 3%が取り組ん 

でいるところであり、苦情受付窓口の設置、苦情解決責任者の設置につい 

ては、ほとんどの事業所で取り組まれているものの、第三者委員について 

は、約8割の実施に止まっているところである。ついては、全事業所での 

取り組みを指導いただくとともに、第三者委員等の設置について引き続き 

指導をお願いしたい。

利用者が苦情を申し出られない事態が、結果として権利侵害に至り得る 

ことを考えた場合、苦情解決の仕組みは、利用者の権利を擁護する上で 

極めて重要な位置を占めるものである。

各都道府県におかれては、各施設において苦情解決の仕組みが整えられ 

ることはもちろん、障害者（児）やその家族は、支援を受けている施設へ 

の遠慮から直接苦情を言いにくいという指摘があることから、都道府県、・ 

市町村、児童相談所などの行政相談における苦情の受付、都道府県社会 

福祉協議会の運営適正化委員会における苦情解決制度の活用などの周知を 

図られたい。
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71

障害害支振砸設等における苦情解決の取り組み淡況

(3)障害者支援施設等の防災対策等について

① 防災対策について

障害者支援施設等については、入居者の多くは自力避難が困難な者であ 

ることから、各都道府県におかれては、次の事項に留意の上、施設の防火 

安全対策の強化に努めるよう、管内の障害者支援施設等に対して指導する 

とともに、特に指導監査等にあたって重点的な指導を行うようお願いした 

い。

ア火災発生の未然防止

ィ 火災発生時の早期通報•連絡

ウ初期消火対策

工夜間防火管理体制

オ避難対策

力 近隣住民、近隣施設、消防機関等との連携協力体制の確保

キ 各種の補償保険制度の活用

また、地すべり防止危険区域等土砂等による災害発生の恐れがあるとし 

て指定されている地域等に所在している社会福祉施設等においては、

ク施設所在地の市区町村、消防機関その他の防災関係機関及び施設へ・ 

の通知 ’

ヶ施設の防災対策の現状把握と、情報の伝達、提供体制の確立

コ入所者の外出等の状況の常時把握、避難及び避難後の円滑な援護

サ 消防機関、市町村役場、地域住民等との日常の連絡を密にし、施設 

の構造、入所者の実態を認識してもらうとともに、避難、消火、避難 

後の円滑な援護等を行うための協力体制の確保 等

防災対策に万全を期されたい。

② 大規模災害への対応について

台風被害や地震災害などの大規模災害については、施設レベルでの防災 

対策では十分な対応が困難であることから、関係機関との十分な連携及び 

地域防災計画に基づく適切な防災訓練の実施など、民生主管部局において 

も積極的な参画をお願いしたい。
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.障害者支援施設等は、災害時において、地域の防災拠点として重要な 

役割を有していることから、今後も震災時等における緊急避難的な措置と 

して要援護者の受入を積極的に行っていただきたい。

（4）感染症対策について

例年、冬季においては感染症の集団発生が見られるところであり、次の 

ことに御留意の上、衛生主管部局と連携の上、各施設に対して適切な指導を 

お願いしたい。

① ノロウイルスによる感染性胃腸炎については、「社会福祉施設、介護 

保険施設等におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生・まん延防 

止策の一層の徹底について」（平成19年12月26日雇児総発第122600!号、 

社援基発第122G00!号、障企発122600!号、老計発!22600!号厚生労働省 

雇用均等•児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、障害保健 

福祉部企画課長、老健局計画課長連名通知）を通知したところであり、 

これを踏まえ、管内市区町村及び管内障害者支援施設等関連施設におけ 

る対策の一層の周知徹底を図ること。

② インフルエンザについては、「社会福祉施設等における今冬のインフ 

ルエンザ総合対策の推進について」（平成20年12月2日雇児総発第 

120200!号、社援基発第120200!号、障企発第1202002号、老計発第 

120200!号厚生労働省雇用均等•児童家庭局総務課長、社会•援護局福

-祉基盤課長、障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長連名通知）及び 

「今冬のインフルエンザ総合対策の推進について」（平成20年11月14 0 
健感発第111400!号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）を踏まえ、 

対策の周知徹底を図っていただいているところであるが、病院や学校等 

において集団感染が発生していることから、対策の一層の周知徹底をお 

願いしたい。

③ 高病原性鳥インフルエンザについては、近年、東南アジアを中心に流 

行しているほか、ヨーロッパでも発生が確認されるなど、依然として流 

行が継続•拡大しており、ヒトからヒトへ感染する新型インフルエンザ' 

の発生の危険性が指摘されている。

厚生労働省においては、「新型インフルエンザ対策行動計画」、「新型 

インフルエンザに関するQ&A」を作成しているので、これらを踏まえ 

た対応を徹底すること。•

④ その他、障害者支援施設等等においては、感染症の集団発生が生じゃ 

すいことから、衛生主管部局と連携の上、衛生管理の徹底と感染症の発 

生及びまん延の防止のために適切な措置が講じられるよう留意するこ 

と。
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12指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害児（者）の受 

入事業について

「指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害児（者）の受入事業」に 

ついては、「構造改革特別区域における「指定小規模多機能型居宅介護事業所 

における障害児（者）の受入事業」について」（平成19年2月19日付け障障発 

第021900!号•老計発第021900!号障害福祉課長、計画課長通知）においてお示 

ししているとおり、構造改革特別区域法に基づく規制の特例措置として、構造 

改革特別区域計画の認定を受けた場合には、当該構造改革特別区域内の介護保 

険法による指定小規模多機能型居宅介護事業所において障害児（奢）を受け入 

れることが可能となっている。

これにより、近隣に障害児（者）のサービス事業所がない場合であっても、 

当該障害児（者）の身近な場所におけるサービス利用が可能になるものであり、 

これまで、11地域で構造改革特別区域の認定が行われているところである。

（関連資料20（12?頁）

本事業の実施による効果として、

〇 事業所において障害者の方が1つの役割を担っており、そこに意義を見 

いだし非常に生き生きとしている

〇 サービスを受けている利用者において高齢者と接することにより障害者 

の表情が豊かになっている '

〇 高齢者も表情が豊かになり、良い方向に進んでいる .

等の事例が報告されている。

また、本事業の円滑な実施のための取組の工夫として、

〇 事業者間で連絡協議会を設けており、情報交換や自主的に研修会を開催 

し、研鑽に努め、適切にサービス提供が行えるよう努めている

〇 運営推進会議、ケアプランの作成、サービス担当者会議を行い、サービ 

ス提供が適切に行われるよう努めている

等の事例が報告されている。.

本事業の実施自治体におかれては、これらの事例も参考にし、事業の円滑な 

実施が図られるよう、再度事業者等へご周知いただきたい。

※ 参考:実施自治体（平成21年3月1日現在）

- 富山県富山市•高岡市•中新川郡立山町

• 福岡県久留米市. 7

• 島根県出雲市

• 兵庫県伊丹市 ・'

, 岐阜県大垣市

• 長野県伊那市

• 山口県萩市
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千葉県いすみ市 

秋田県秋田市 

愛媛県愛南町 

鹿児島県垂水市
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＜関連資料〉



（関連資料1）

障害福祉サービスの費用の算定等に関する関係告示の 

制定及び一部改正（案）の概要

【改正の趣旨】

障害福祉サービスの費用（報酬）の算定等に関連する告示について、平成21年4月 

に実施する報酬改定に侔う各種改正等を行う。

【改正■制定の対象となる告示】

以下の告示の改正（13本）及び薪設（3本）を行う。

① 障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供 

体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基 

本的な指針（平成18年厚生労働省告示第3 9 5号）

② 障害者自立支援法に基づく指定相談支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成 

18年厚生労働省告示第5 2 4号）

③ 厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等（平成18 
年厚生労働省告示第5 3 0号）

④ 厚生労働大臣が定める基準（平成18年厚生労働省告示第5 4 3号）

⑤ 指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定め 

るもの等（平成18年厚生労働省告示第5 4 4号）

⑥ 厚生労働大臣が定める要件（平成18年厚生労働省告示第5 4 6号）

⑦ 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に 

乗じる割合（平成!8年厚生労働省告示第5 5 0号）

⑧ 厚生労働大臣が定める施設基準（平成18年厚生労働省告示第5 5!号）

⑨ 厚生労働大臣が定めるところにより算定した単位数等（平成18年厚生労働省告示第 

5 5 2.号）

⑩ 厚生労働大臣が定める者等（平成18年厚生労働省告示第5 5 4号）

⑪ 厚生労働大臣が定める者（平成］8年厚生労働省告示第5 5 6号）.

⑫ 厚生労働大臣が定める児童等（平成18年厚生労働省告示第5 6 ?号）

⑬ 厚生労働大臣が定める一単位の単価（平成2 0年厚生労働省告示第213号）

⑭ 「厚生労働大臣が定める地域」を定める告示の新設

⑮ 「厚生労働大臣が定める療養食」を定める告示の新設，

⑯ 「厚生労働大臣が定める研修」を定める告示の新設
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【改正案の主な内容】

1.訪問系サービス及び重度障害者等包括支援関係

（1） 訪問系サービスに係る特定事業所加算の基準の設定（告示④）

居宅介護、重度訪問介護及び行動援護に係る特定事業所加算の基準として、以下の 

事項を定める。

ア.サービス提供体制の整備

研修の計画的実施、情報の的確な伝達、同行研修の実施等.- ..

イ.良質な人材の確保

介護福祉士の割合が30%以上又は常勤職員によるサービス提供時間の割合が40
%以上、サービス提供責任者が一定の要件を満たす等

ウ.重度障害者への対応 ,

障害程度区分5以上の利用者の割合が30% （重度訪問介護の場合は50%）以上

（2） 訪問系サービス等に係る特別地域加算の適用地域の設定（告示⑭）

------ 間地域等任居住も0る者忙弟七モ提供き沽る訪問系サービス及び重度障害者 

等包括支援について評価を行う「特別地域加算」の適用地域を、以下のように定める。 

ア.離島振興法第2条第1.項の規定により指定された離島振興対策実施地域

イ•奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島

ウ.豪雪地帯対策特別措置法第2条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯・ 

ノエ.辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 

第.2条第:し項に規定する辺地 -

才.山村振興法第7条第1.項の規定により指定された振興山村

力•小笠原諸島振興開発特別措置法第2条第1項に規定する小笠原諸島

キ.半島振興法第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域 

ク.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する 

法律第2条第1項に規定する特定農山村地域

ケ.過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域

・コ・沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島・ '

（3） 重度訪問介護に係る移動介護加算を算定する場合の追加（告示⑥）
重度訪問介護について、同時に2人の従業者が］,人の利用者に対して移動中の介護 

を行った場合に、「移動介護加算」の算定を可能とすることに伴い、覧定する場合の 

要件を定める告示の対象に重度訪問介護の移動介護加算を追加する。 ・
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（4）重度障害者等包括支援の報酬単価の見直し等（告示⑨）

重度障害者等包括支援の報酬単価について、重度訪問介護の報酬単価の見直し等を 

踏まえ見直す（日中の場合700単位7800単位）とともに、中山間地域等に居住してい 

る者に対して提供されるサービスについて評価を行う特別地域加算（15%加算）を設 

ける。

¢5）国庫負担基準額の改正（告示③）

障害福祉サービス報酬の額の改定に併せて、訪問系サービスに係る国庫負担基準 

について、以下のとおりの改正を行う。

ア.居宅介護に係る支給決定者 区分6 
区分5 

区分4 
区分3 
区分2 

区分1 
障害児

19, 450単位
13, 500単位

8, 440単位
4, 500単位
3, 050単位•

2, 370単位
7, 590单位

18, 680単位
12, 940単位

&110単位
-4, 310単位

2, 910単位
2, 290単位
7, 280単位

—>

イ.重度訪問介護に係る支給決定者 区分6
区分5
区分4
区分3

29, 590単位
23, 850単位

19, 020単位
15, 220単位

40, 030単位
28, 270単位
22, 540単位
1& 020単位

ウ•行動援護に係る支給決定者 区分6
区分5
区分4
区分3 
障害児

25,150単位

19, 410単位
14, 580単位
10, 780単位
13, 750単位

26, 210単位
20,180単位
15,190単位
ロ,250単位
14,310単位

—>

—>

ェ.重度障害者等包括支援に係る支給決定者45, 500単位 —■ 80, 000 W

2.療養介護関係
¢1）療養介護サービス費（I）を算定する施設基準における経過措置の期限の延長（告 

示⑧）

平成18年10月以前から「療養介護に相当する事業」を実施していた施設に係る

職員配置の経過措置を延長することに伴い、平成21年9月3 〇日までとしている適
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用期限に係る規定を平成2 4年3月31日まで延長する。

（2）療養介護事業所の継続利用者（告示⑪）

く 4 （6）の障害者支援施設に係る取扱いと同じ〉

3. 児童デイサービス関係

（1）児童デイサービス費（H）に係るサービス管理責任者欠員時の減算規定の整備（告 

示⑦）

児童ディサービス費（H）について、報酬改定ばより新たにサービス管理責任者の 

配置を評価することに伴い、サービス管理責任者の員数を満たしていない場合にっ 

いて、所定単位数に100分の70を乗じることとする。

4. 生活介護及び施設入所支援並びに障害者支援施設及び旧法入所施設関係

（1） 生活介護に係る人員配置体制加算の施設基準の設定（告示⑧）
生活介護について、一定水準以上の手厚い人員配置を評価する人員配置体制加算の 

施設基準を以下のように定める。

ア.人員配置体制加算・（I）

生活支援員等の総数が、前年度の利用者の数の平均値を1• 7で除して得た数以 

上である場合に算定

イ.人員配置体制加算（U）
生活支援員等の総数が、前年度の利用者の数の平均値を2で除して得た数以上で 

ある場合に算定

ウ.人員配置体制加算（皿）

生活支援員等の総数が、前年度の利用者の数の平均値を2.. 5で除して得た数以 

上である場合に算定

（2） 夜勤職員配置体制加算の施設基準の設定（告示⑧）

，施設入所支援における夜勤職員配置体制加算の施設基準について、ア〜ウの区分に 

応じて、生活支援員の数が以下に該当する場合とする。

ア.前年度の利用者の数の平均値が21人以上40人以下である場合 2以上
イ.前年度の利用者の数の平均値が41人以上60人以下である場合 3以上
ウ.前年度の利用者の数の平均値が61人以上である場合 3に、当該前年度の利用 

者の数の平均値が6 〇を超えて4 〇又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以 

上
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（3） 施設入所支援に係る地域生活移行個別支援特別加算の施設基準の設定（告示⑧） 

施設入所支援における地域生活移行個別支援特別加算の施設基準を以下のように定

.める。

•ア•必要な数の生活支援員等が配置可能であること。

イ・社会福祉士又は精神保健福祉士による支援体制が確保されていること。

ウ・研修を実施していること。

ェ.保護観察所、指定医療機関又は精神保健福祉センター等の関係機関との協力体制 

が整っていること等。

（4） 施設入所支援に係る地域生活移行個別支援特別加算の対象者の設定（告示⑪）

施設入所支援における地域生活移行個別支援特別加算の対象者を、医療観察法に基 

.づく通院による医療を受ける者、刑務所等からの出所に伴い関係機関からの受入依頼 

を受けた者であって出所から3年を経過していない者又はこれに準ずる者とする。

（5） 施設入所支援及び旧法入所施設に係る療養食の内容の設定（告示⑩及び⑮）

施設入所支援及び旧法入所施設における療養食加算の算定対象となる療養食の範囲 

を、.疾病治療の直接手段として医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄 

養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、 

脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食とする。

（6） 障害者支援施設の継続入所者（告示⑪）

新体系に移行しでも引き続き障害者支援施設に入所できる者を、以下のように定め 

る〇 ・ .

ア・旧法施設等に入所した後、引き続いて障害者支援施設等に入所している者

イ.これらの施設を退所後に再度障害者支援施設に入所する者

5.短期入所関係
（1）短期入所（医療型'の施設基準の設定（告示⑧）

医療機関において行われる短期入所に係る施設基準を以下のように定める。

ア.医療型短期入所サービス費（I）又は医療型特定短期入所サービス費（I）を算 

定する指定短期入所事業所の施設基準

（ア）医療法第1条の5第1項に規定する病院であるこど。

（イ）手厚い人員（看護職員を利用者に対して7 :1以上配置し、かつ、看護職員

-35-



のうち7割以上が看護師であること）を配置していること。

イ.医療型短期入所サービス費（n）若しくは（no濺ば医療型持:定短期/所サービ 

ス費（U）若しくは（皿）を算定する指定短期入所事業所の施設基準;/

（ア）医療法第1条の5第:［項に規定する病院又は第2項に規定する診療所であっ 

て19人以下の患者を入所させるための施設を有するもの又は介護保険法の規定に 

よる介護老人保健施設であること。 …;； ...:

.-;■ ■- ;

6. 共同生活介護（ケアホーム）及び共同生活援助（グループホーム》関係

¢1）共同生活介護及び共同生活援助に係る地域生活移行個別支援特別加算の施設基準の 

設定（告示⑧）及び同加算の対象者の設定（告示⑪）

<4⑶及び⑷の施設入所支援に係る取扱いと同じ为;： 1"-■■

7. 自立訓練関係
（0機能訓練に係る視覚障害者の専門的訓練の従事者（告示⑪）

自立訓練（機能訓練）における視覚障害者に係る訪問による更限的訓練を行う場合 

の報酬単価を創設することに伴い、当該単価を算定する従業者の要件を、=国立障害者 

リハビリテーションセンター学院の実施する視覚障害者生活訓練専門職員養成課程文 

はこれに準ずる視覚障害者に対する訓練を行う者を養成する研修を修了した者である 

こととする。 ・ ■.. ； ■ - - ? ■ ■/ '

¢2）宿泊型自立訓練に係る地域移行支援体制強化加算の施設基準の設定（告示⑧）

宿泊型自立訓練における地域移行支援体制強化加算の施設基準を以下のように定め 

る。 - --.. --'■-

ア.地域移行支援員について、宿泊型自立訓練の前年度の利用者の数の平均値を15
で除して得た数以上配置していること。 ・ ハ;:」

イ.地域移行支援員のうち1人以上は常勤であること。

（3）宿泊型自立訓練に係る地域生活移行個別支援特別加算の施設基準の設定（告示⑧） 
及び同加算の対象者の設定（告示⑪）<4⑶及ぴ⑷の施設入所支援ほ係る取扱い;と 

同じ〉

8. 就労移行支援及ぴ就労継続支援関係 ゝ

（1）就労支援関係研修修了加算の算定対象となる研修の項【目の設定・（告示⑯）.

就労移行支援における就労支援関係研修修了加算の算定対象となる研修項目を、 

以下のように定める。
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ア.地域障害者職業センターにおいて就労移行支援事業の就労支援員の知識•技能の 

習得のために行われる研修

イ.職場適応援助者の養成又は必要な知識•技術の習得のための研修' ' 

ウ.ア又はイと同等の内容を有するものとして、厚生労働大臣が認めた研修

（2） 施設外就労加算の基準の設定（告示④）

就労移行支援、就労継続支援礼型及び就労継続支援B型における施設外就労加算の 

基準として、以下のとおり定める。

ア.支援単位（ユニット）ごとに実施し、1ユニットは利用者3人以上
イ.利用者合計数は、利用定員の7 0%以下

ウ.1ユニットごとに職員を配置することとし、職員数は、施設外就労利用者の数 

を当該事業所が算定する基本報酬に応じた職業指導員及び生活支援員の数で除した 

数以上 ，

（3） 就労継続支援A型サービス費（I）'の施設基準の設定（告示⑧）
就労継続支援A型における手厚い人員配置を評価する「就労継続支援A型サービス 

費（1）」の施設基準として、職業指導員及び生活支援員の総数を、常勤換算方法で、 

前年度の利用者の数の平均値を7. 5で除して得た数以上配置していることを定め 

る〇^ '

（4） 目標工賃達成指導員配置加算の施設基準の設定（告示⑧）

就労継続支援B型における目標工賃達成指導員配置加算の施設基準として、-職業指 

導員及び生活支援員に加え、目標工賃達成指導員加算の配置により常勤換算で6: 
1以上であることを定める。

9.指定相談支援関係
（1） 指定相談支援に係る特別地域加算の創設（告示②）

中山間地域等に居住している者に対して指定相談支援を行った場合に、特別地域加 

算（所定単位数の15 %加算）を算定する。・

（2） 指定相談支援に係る特別地域加算の適用地域の設定（告示⑭）

<1⑵の訪問系サービスに係る取扱いと同じ〉

（3） 指定相談支援に係る特定事業所加算の創設（告示②）
質の高いケアマネジメントの実施体制を整えている事業所による相談支援サービス
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.について、特定事業所加算（4 5 0単位/月）を算定する。

（4） 障害福祉計画において指定相談支援の必要量の見込みを定める際の利用見込み者の' 

範囲の変更（告示①）

障害福祉計画において指定相談支援の必要量の見込みを定める際の利用見込み者の 

範囲に、今回新たにサービス利用計画作成費の支給対象とする自立訓練、共同生活援 

助及び共同生活介護の利用者を含める。

（5） サービス利用計画作成費に係る国庫負担基準の算定の際に人数を勘案しない者の 

範囲の見直し（告示③）

サービス利用計画作成費に係る国庫負担基準の算定の際に人数を勘案しない者の 

範囲から、今回新たにサービス利用計画作成費の支給対象となる自立訓練、共同生活 

介護及び共同生活援助の利用者を除く 〇

1〇•障害児施設関係

（1） 心理担当職員配置加算の施設基準（告示⑫）.
障害児施設に係る心理担当職員配置加算の施設基準を次のように定める。

ア.指定基準で定められている職員に加え、心理療法を担当する職員を1名以上配置 

していること。

イ.心理療法を担当する職員が、心理学の学士で心理療法の技術を有すること。

ウ.必要な設備等を有すること。

ェ・心理療法を必要とする障害児が5名以上いること。

（2） 障害児施設に係る一単位の単価の見直し等（告示⑬）
障害児施設に係る一単位の単価に関し、地域区分に応じた一単位の単価水準及び地 

域区分に属する市町村について、人事院規則における見直しに準じた見直しを行う。

11.サービス管理責枉者関係

（1）サービス管理責任者の要件に係る経過措置の延長等（告示⑤） 

サービス管理責任者の要件について、以下の経過措置を講じる。

ア.実務経験の要件を満たしていれば、平成21年3月31日までの間は、研修を 

受講していない場合であっても、暫定的にサービス管理責任者として認められる 

経過措置について、平成2 4年3月3!日まで適用期間を延長する。

イ.障害者自立支援法施行前から事業を運営している指定共同生活介護事業所及び 
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指定共同生活援助事業所（入居定員の合計が9人以下であるものに限る。）並び 

に児童デイサービス事業所について、平成2 4年3月31日までの間、3年以上 

の実務経験がある者で研修を受講していないものをサービス管理責任者とするこ 

とができることとする経過措置を設ける。

【適用日】平成21年4月1日（予定）
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（関連資料2）

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、 

設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令案の概要

【改正の趣旨】

障害者自立支援法の施行後約3年が経過するところであり、同法に基づく障害福祉サ 

ービス等について、サービス事業所の実情や本年4月の実施を予定している障害福祉サ 

ービス報酬の改定を踏まえ、指定基準及び最低基準の見直しや適用期限の延長等を行う 

ものである。

【改正する省令】

① 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関 

する基準（平成18年厚生労働省令第171号）

② 障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 

-（平成18年厚生労働省令第17 2号）

③ 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準（平成 

18年厚生労働省令第17 4号）.

④ 児童福祉法に基づく指定知的障害児施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 

18年厚生労働省令第17 8号）

【改正案の主な内容】

1.サービス提供責任者の要件緩和

居宅介護、重度訪問介護及び行動搓護のサービス提供責任者について、現行では全て 

常勤の者でなければならないこととしている要件を緩和し、今後は、常勤を基本としっ 

っも、非常勤職員の登用を一定程度可能とする。

2 .入所施設に係るサービス提供記録に係る規制の緩和

「サービスの提供の記録」については、現在、サービスの提供日、内容その他必要な 

事項について、サービスの提供の都度記録を行い、その度に利用者から確認を受けなけ 

ればならないこととしている。

しかしながら、.入所施設においては継続的な利用が行われており、訪問系サービスの 

ように提供の都度記録及び確認を行う必要性が低いことから、［・提供の都度」という規 

定を撤廃する。
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3. 短期入所の単独型事業所の基準の明確化

短期入所の事業形態の一つである単独型事業所について、その定義並びに人員及び設 

備'に関する基準の明確化を図る。

(1) 定義
併設事業所及び空床型事業所以外の短期入所を•「単独型事業所」とする。

(2) 人員基準 . .

ア・他の事業所等(入所を除く。)において行う短期入所であって、当該他の事業等 

が行われている間の生活支援員の数

他の事業所等の利用者の数及び単独型事業所の利用者の数の合計数を当該他の事 

業所等の利用者の数とみなした場合において、当該他の事業所等として生活支援員 

又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

イ・上記以外の場合における生活支援員の数

当該日の利用者の数が六以下一以上

当該日の利用者の数が七以上 一に、当該日の利用者の数が六を超えて六又はそ 

の端数を増チごとに一を加えて得た数以上

(3) 設備基準
居室(定員4人以下等)、食堂、浴室、洗面所及び便所の基準に係る規定を設ける。

4. 共同生活介護の体験的利用制度の創設に伴う整理

共同生活介護の体験的利用について、利用者負担上限額管理を利用者から依頼を受け 

た場合においてのみ行うこととするとともに、体験的利用を行う事業者における支援の 

取扱方針を明記する。 、

また、上記取扱いは、共同生活援助について準用する。

5. 指定宿泊型自立訓練事業所についての規制緩和

指定宿泊型自立訓練のみを行う事業所は、旧法施設等からの移行の場合を除き、障害 

者就業•生活支援センターに併設されているものでなければならないものとされている 

ことを改め、指定宿泊型自立訓繰のみを行う指定自立訓練(生活訓練)事業所として、単 

独で実施することができることとする。

6. 療養介護の従事者に係る経過措置の延長

平成18年10月以前から指定医療機関において 源養介護に相当する事業Jを実施 
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していた施設に係る職員配置基準の経過措置について、平成21年9月3 〇日までとし 

ている適用期限を平成2 4年3月31日まで延長する。

7 •経過的に居宅介護を利用する共同生活介護等に係る経過措置の延長

経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所及び経過的居宅介護利用型一体型指定 

共同生活援助事業所において生活支援員及びサービス管理責任者を置かないこどができ 

るとする経過措置について、平成21年3月31日までとしている適用期限を平成2 4 
年3月31日まで延長する。

8 .経過的に個人で居宅介護を利用する共同生活介護利用者に係る経過措置の延長

共同生活介護に入所する重度障害者による共同生活住居における居宅介護の利用を可 

能とする経過措置について、平成21年3月31日までとしている適用期限を平成2 4 
年3月31日まで延長する。

また、居宅介護利用者に係る生活支援員の配置について、通常の利用者の1/2の配置 

を必要とする。

9.知的障害者通勤寮に係る居室の設備基準の経與措置

障害者自立支援法施行前から設備に係る経過措置の適用を受けていた知的障害者通勤 

寮の設備基準について、従前と同様の面積等でよいこととする経過措置を設ける。

【適用日】平成21年4月1日（予定）
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利用者負担の軽減措置について
（案）

—
4
3
1

〇特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 

21年4月以降も継続して実施°

※平成24年3月31日まで延長予定 【現在パブリックコメント中】

〇軽減措置を適用するために必要な「資産要件」は撤廃し、 

また、「心身障害者扶養共済給付金」については個別減免時 

の収入認定から除外する取扱いとする。

※平成21年7月実施
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（関連資料4）

厚生労働省職高発第021000!号 

厚生労働省障発第0210002-号 

平成21年2月10 0

都道府県知事 

各指定都市市長殿

中核市市長

厚生労働省職業安定局高齢•障害者雇用対策部,

jrai -Ur"n. —.lit ii i.

黄苗翻翳I 
惬忌鑑需! 
樽割狀調 
!釀烈創

社会・援護局障害保健福祉部

障害者を多数雇用する事業所、障害福祉施設等に

づ廿する官公需の発注等の配慮にづいて

昨今の厳しい雇用失業情勢の中、障害者の就職件数減や解雇数の増など、 

障害者の雇用情勢は一段と厳しさを増してきております。

このため、厚生労働省においては、地域における障害者の雇用維持、雇用 

機会の拡大を推進する観点から、「障害者雇用維持•拡大プラン」を実施する 

こととしたところです。

また、このような厳しい経済状況は、障害者を多数雇用している事業所や 

競労継続支援B型事業所等の障害福祉施設に対しても深刻な影響を及ぼしてお 

り、受注量の減少等から運営が不安定な状況となっております。

このため、「障害者雇用維持;拡大プラン」では、経済団体や企業等に対して 

雇用の維持】拡矢と併せ、障害者を多数雇用している事業所や障害福祉施設等 

での仕事の確保について要請を行っておりますが、この要請に当たり、国や 

地方公共団体においても率先垂範して官公需の発注の増大を図っていくことが 

必要と考えており主す。

つきましては、貴都道府県、指定都市、中核市におかれましては障害者を 

多数雇用する事業所、障害福祉施設等に対する官公需の発注について、以下の 

・事項に特段のご配慮をお願いいたします。

併せて、管内・市町村;関係団体等に対しても、これらの趣旨の周知について 

・ご配慮をお願いいたします。・
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1障害者を多数雇用する事業所、障害福祉施設等に対する官公需の発注等に 

ついて、特段の配慮をお願いしたいこと。

2 障害者を多数雇用する事業所、障害福祉施設等における取扱品目を十分に 

把握した上で、庁用物品としての調達、各種行事や大会等における記念品と 

しての活用なども含め、積極的な発注を図られたいこと。

3 物品の購入のみならず、各種役務の提供を行っている例もあるので、これ 

らについても積極的な活用を図られたいこと。

特に、昨年の地方自治法施行令の改正（平成2 0年政令第「2 5号）｝こより、 

それまで随意契約が可能とされている物品の購入以外にも地方公共団体が 

障害福祉施設等と役務提供に係る随意契約を行うことが可能とされたところ 

であるので、随意契約による優先的な発注についても配慮をお願いしたい 

こと。

（地方公共団体で取り組んでいる具体的事例）

〇物品購入の例 1
• 庁用物品（ゴム印、時許、テーブ/K表示板、作業服 等） •

- 大会等各種記念品（木工製品、しおり、石けん、コースター 等）

• 啓発用物品（手芸品、陶芸品、紙製品）

〇役務提供の例

•印刷（封筒、名刺、割引証、各種様式、記念誌、広報啓発用ポスター 等）

• 会議のテープ起こし

• クリーニ.ング

• 公共施設の清掃•除草等
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厚生労働省職高発第0210002号 

平成2「年2月1〇日

各都道府県労働局長あて

厚生労働省職業安定局高齢•障害者雇用対策部長

（公 印 省 略）

障害者を多数雇用する事業所、障害福祉施設等に対する 

官公需の発注等の配慮について

現在の厳しい経済状況が、障害者を多数雇用している事業所、障害福祉施設等に対して、 

受注量の減少等の深刻な影響を及ぼしていることから、別添のとおり、各都道府県知事、 

指定都市市長及び中核市市長に対し、地方公共団体における官公需の発注についての配慮 

を要請しているところである。

各都道府県労働局においても、障害者を多数雇用する事業所、障害者福祉施設等に対す 

る官公需の発注等について積極的に取り組むよう配慮されたい。

-46-



参考］

官公需として発注克ることが考えられる物品•役務の例

印刷 ・ポスター ・チラシ・リーフレ'ット・資料集 .

•案内ハガキ，•名刺•看板・カレンタJ

•封筒裏表印刷・’シ'—ル

紙製品 ・再生紙封筒・便せん•・各種はがき・しおり

•リサイクルトイレットペーパー ・ティッシコペーパー 

•レターセット

ゴム印等 •ゴムE卩、ネームプレート（木製看板） 

•アクリル，木工・ガラス製品彫刻加工

食品類 ・クッキー・ケーキ・焼き菓子・パン・弁当

•食品加工品•椎茸製品・麺類（うどん•そば等）

記茜品* 

小物雑貨

•賞状額・陶器（湯吞、花器等）・木製ボールペン

•フォトフレーム・時計・冠婚葬祭記念品

•スポーツイベントのグッズ、記念品、ユニフォーム

•各種おもちゃ

生活雑貨 •雑巾•ふきん、マット•コ■ース.タ」•ごみ袋 

•石殯各種（粉、液体、固形）

棧家具等 •木製家具 ・椅子・机・プランター ・花代•花立・

農作物 ・花苗・国道除草効果花苗（グフンドカバー）・米 

•ハーブ•野菜等

縫製品等 •軍手・手袋各種•靴下各種•介護用衣類•ウェス 

•制服•白衣・ネーム刺繍・注くら等寝具

介護等用品 ・車いす・杖等・点字ブロック

防災用品 •防災用品（防災頭巾・消火バケツ等）•カンパン等非常食

リースレカル •観葉植物等リース・介護ベッド等レンタル

リサイクル •洗びん•回収（ダンボール・タイ・ヤ等）.•生ゴミ処理

役務 •クリーニング・リネンサプライ

•郵便物の封入・封緘、仕分・発送作業（メール便作業を含む） 

•施設、公園の除草作業•管理業務•テープ起こし 
••建物、公園の清掃作業・文書の廃棄（シュレッダー）

•クリーン（清掃）サービス•賞状等の毛筆筆耕

•袋詰、・包装、シール貼り・縫製作業
•駐車場・駐輪場の管理・売店・レストラン等の委託

•資源回収•分別〔古紙ダンボール、ペットボトル、空き麻空き缶、タイヤ等）
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参考2

職高発第020600!号 

平成21年2月6日

各都道府県労働局良殿

厚生労働省職業安定局長 

(公印省略)

現下の雇用情勢に対応した「障害者雇用維持•拡大プラン」の 

実施について

現在の厳しい雇用失業情勢の下、障害者を取り巻く環境に备影響が見られ始めている 

ところである。ハローワークにおける障害者職業紹介状況を見ると、本年度4月から12月 
までの就職件数は34,115件と前年度同期比で2.0%減となっているところであるが、.特に 

11月単月では前年度同月比9. 8%減と大幅な減少を示しているところである。また、障害 

者の解雇届の受理状況を見ても、本年度上半期の解雇者数は787人と前年度同期比で6. 2 
- ％増「またその後、10月では125人、11月では234人、12月では265人と月ごとに増加を示 

しており、今後の雇用情勢の悪化が懸念されているところである。 "

このような状況においては、離職を余儀なくされた障害者を含め、就職を希望する障 

害者の雇用の場を確保することが、喫緊の課題となっているところである。

そこで、地域における障害者の雇用の維持、雇用機会の拡大を推進する観点から、「障• 

害者雇用維持・拡大プラン」として下記の取組を行うこととするので、各労働局におい 

てもプランに基づく取組の推進について特段の御配慮をよろしくお願いする。

記

!プランの概要

(1)趣旨
現在の厳しい雇用失業情勢の下、障害者を取り巻く環境も厳しさを増しており、 

離職を余儀なくされた障害者を含め、就職を希望する障害者の雇用の場を確保する 

ことが、喫緊の課題となっている。そこで、障害者の雇用の維持、雇用機会の拡大 

を推進するため、「障害者雇用維持■拡大プラン」を実施する。

⑵取組の内容

経済団体等への障害者雇用の維持•拡大についての要請

個別企業等への雇用拡大の要請等.-

特別支援学校卒業予定者に対する就職支援

法定雇用率達成指導の厳正な実施

就職後の指導・支援の徹底

2 具体的な取組 ‘'

(1)経済団体等への障害者雇用の維持・拡大についての要請

現在の狀況を踏まえ、中央レベルの経済団体に対して、厚生労働省幹部が障害者

①

②

③

⑥

⑤
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.雇用の維持•拡大について直接要請を行うこととしている。（要請書は別添1のとお 

り）

各労働局においても、当該要請の趣旨、内容を踏まえ、労働局幹部が団体の長に 

対して直接要請する機会を設ける等様々な機会を捉えて地域レベルの経済団体に対 

•して働きかけを行うごととする。

（2）個別企業等个の雇用拡大の要請等

①.地域の有力企業等への働きかけ

、 地域の有力企業等については、その地域における障害者（特に身体障害者以外

の障害者）の有力な受け入れ先であることから、.法定雇用率の水準にとどまるこ 

となく、地域の模範となって障害者雇用を推進していくよう、以下のような働き 

かけを行うこととする。・

なお、働きかけの際には別添2「障害者の雇用促進について」、別添3の事業主 

向けリーフレット「障害者の雇用維持、雇用促進にご協力ください!」も活用す 

ることとする。• 

ア特例子会社の設置

大企業等多数の障害者の受け入れが期待できる企業に対しては、時例子会社 

の設置について、労働局長が自ら該当企業を訪問する等設置に向けた働きかけ 

を行うこと。その際には平成20年度第2次補正予算により新たに創設した「特例 

子会社等設置促進助成金」（今般の景気後退等により解雇・勧奨退職等を余儀な 

くされた障害者等を新たに雇用して、特例子会社や重度障害者多数雇用事業所 
を創設した事業圭に対して助成するもの）についても、•併せて制度の周知及び 

活用の勧奨を図る。.

ィ身体障害者以外の障害者の職域の拡大

当該企業における障害者雇用が身体障害者に偏っている場合には、從来考え 

られていた職域以外にも障害者の職域が拡大していることを示し、知的障害者、 

精神障害者等の職域についても検討するよう働きかける"

当該企業が特例子会社を設置している場合であっても、知的障害者等の雇用 

が特例子会社に限られている金業に対しては、本社、支社等特例子会社以外の 

職場における事務補助業務（郵便物の仕分け及び各部署への配送、封筒への封 

入・宛名書き、シュレッダー処理、会議資料の準備、消耗品の補充・整理、社 

員の名刺作成等）にも知的障害者等の就労の可能性があることを示し、雇用促 

進を働きかける。

② 公的機関への働きかけ

公的機関については：自ら率先垂範して障害者を採用し、法定雇用率を達成• 

維持することは当然のことであるとともに、ひとりでも多くの障害者を雇用する 

ことが求められているところである。

公的機関における雇用促進については、平成20年12月1日付け職盛発第1201003 
号「地方公共団体における障害者雇用の促進について」により各労働局に対して 

通知したとこ'ろであり、本通知に基づき、知的障害者や精神障害者を対象とした 

「チャレンジ雇用」の積極的推進等雇用の拡大に向けた取組を行うよう都道府県 

•等に働きかけを行うこととする。 -

③ その他•

上記①、②の雇用拡大の要請に当たっては、特別支援学校とも連携しつつ、特 

別支援学校在校生の職場実習の受入れについても併せて勧奨を行うことと丈る。
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(3) 特別支援学校卒業予定者に対する就職支援

現在の厳しい経済情勢の下で、新規学卒者の就職環境は厳しさを増しているとこ 

ろであり、特別支援学校の平成21年3月卒業予定者についても、職場実習を行ったに 

も関わらず当該事業所の経営状況等により就職に結びつかない事例も見られるとこ 

ろである。

そこで、これらの就職先の決まっていない生徒については、ハローワークと特別 

•'支援学校が密接な連携の下、職場実習先や求人の開拓等の支援を行い、卒業までに 

就職先を決めることができるよう努めることとする。

(4) 法定雇用率達成指導の厳正な実施

民間企業に対する法定雇用率達成指導については、平成17年12月25日付け職高発 

第122700!号「障害者雇用状況報告の集計結果を踏まえた障害者雇用率達成指導の一 

層の推進等について」等に基づき実施しているところであるが、現在の厳しい雇用 

失業情勢も踏まえ、障害者の雇用機会の確保という観点から、“ 一層実効ある法定雇 

用率達成指導を実施することとする。

なお、指導に当たっては、以下の点について留意することとする。

① 大企業に対する指導

法定雇用率未達成の大企業に対しては、直ちに実雇用率1.8%を超える障害者の 

雇用が実現するよう、

・特例子会社の設立

- 従来、「障害者対象」と考えていた職種にこだわらず、企業全体を見回した新 

たな職域の開発，

といった取組を行うよう指導を行う。

なお、特例子会社の設立の勧奨に当たっては、平成20年度第2次補正予算により 
新たに創設した「特例子会社等設置促進助成金」の周知及が活用の勧奨に努める。

② 中小企業に対する指導

中小企業については、侬然として障害者雇用が低水準にある状況を踏.まえ、先 

般、障害者雇用促進法について .

ア障害者雇用納付金制度の適用.対象の範囲拡大

ィ中小企業が共同で障害者雇用をする場合の雇用率の算定の特例

'といった改正が行われたところである。・

特に、アについては、現在、経過措置により常用労働者301人以上規模の企業が 

対象となっている障害者雇用納付金制度の対象範囲を段階的に拡大することとし 

ておりヽ平成22年7月1日以降は201人以上規模の中小企業が、また平成27年生月1日 

以降は101人以上規模の中小企業が制度の対象となる。

このため、新たな制度の周知に併せた指導を強化・徹底する。・

なお、平成20年度第2次補正予算により拡蒐した「特定求職者雇用開発助成金」 

及び新たに創設した「障害者雇用ファースト•ステップ奨励金」(中小企業におけ 

る障害者雇用を促進するため、初めて障害者を雇用した中小企業に対して奨励金

・を支給するもの)の周知及び活用の勧奨に努めながら、雇用率達成指導を実施す 

る。 ,' '

③その他  ・ ' ' ■

上記助成金等の周知及び活用の勧奨に当たっては、别添3の事業主向けリーフ 

レット「障害者の雇用維持、・雇用促進にご協力ください!」も活用する。
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⑸ 就職後の指導•支援の徹底

現在の厳しい経済状況の下では、一旦就職したとしても離職を余儀なくされかね 

・ない等の事態が発生することも考えられる。

そこで、就職後の一定期間を経過した障害者について、景気後退等の影響により 

離職を余儀なくされるような事態等が生じていないかを確認し、そのような場合は, 

離職の防止に努めるとともに、やむを得ず離職に至る場合は、当該求職者の早期の 

再就職に向けた支援に努めることとする。
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平成 年.月・日 

団 体 名

宛 名 殿

障害者の雇用の維持-雇用機会の拡大に係る要請書（案）

日頃から、障害者雇用の促進について格别の御高配を賜り、厚く御礼申し上げますq
さて、昨今の経済情勢の悪｛匕等化伴い雇用失業情勢は大娈厳しい狀況にあり、障害者の雇用 

失業情勢についても解雇者数が増加傾向にあるなど、今後厳しい弑況になることが懸念されて 

おります。

また、御承知のとおり、障害者の雇用の促進等に関する法律により、すべての事業主は社会 

連帯の理念に基づき、障害者が雇用を通じて自立しようとする努力に対して雇用の安定を図る 

ことが共同の責務になっておウます。 ・

このような状況を踏まえ、貴団体の会員団体•企業に対して、以下の点について特段の御配 

意を賜りますようお願い申し上げます。

1在職中の障害者の雇用維持について -
障窖者については、一旦離職扌ると再就職が非常に困難な状況にあります。このため、貴 

団体の会員団体-企業において現在雇用されている障害者の雇用の維持が図られるよう特段. 

の御努力をお願い申し上げます。

2 新たな雇用の促進について

現在、全国のノ、ローワークに求職登録している15万入以上の障害着の雇用機会を確保する 

ため、法に基づく障害者雇用率を未逹成である企業はもとより、達成している企業において 

も、一人でも多くの障害者雇用に向けたお取り組みをお願い申し上げます。

・なお、中小企業が障害者を新たに雇い入れた際の助成金の拡充、中小企業が初めて障害者 

を雇用した際の奨励金の創設等障害者雇用に係る支援策を拡充しておりますので、これらの 

制度の周知、活用等についてもよろしくお願い申し上げます。

3將别支援学校の新規学卒予定者について

特別支援学校の新規学卒予定者については、一般の新規学卒予定者と同様、厳しい雇用環 

竟にあることから、採用の拡大及ぴ職場実習の受入れについて積極的にお取り組みいただき 

ますようお願い申し上げます。

・特に、平成21年3月卒業予定者のうちいまだ就職先が決まっていない生徒に対しては特段 

の御配慮をいただくようお願い申し上げます。

4障害者を多数雇用している事業所や福祉施設等での仕事の確保について

障害者を多数雇用している事業所や障害者が就労している福祉施設等においても仕事の確 

保が困難になっていることから、これらの事業所等への発注について御配慮いただくようお 

願い申し上げます。

緊急雇用対策本部長 

厚生労働副大臣 

渡辺孝男
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障害者の雇用促進について

め厚生労働省〇〇労働局

1障害者雇用を取り巻く情勢

1门）障害者自立支援迭の施行（平成18年4月） :
;障害者が地域で自立した生活を送ることを支援するため、本法においては、就労移行支援事業、就労継続! 

;支援事業等を創設するとともに' 福祉と雇用の関係機関がネットワークを構築し、連携強イ匕を図ることとした。； 
;これに占り、企業等への就職をより効果的に支援する仕組みや、企業を離職した障害者が就労を再チャレン; 
:ジできる仕組みを・構築し、福扯サイドからも就労支援を強力に推進。 ......... .............. :

1（2）障看者権利条約（平成18年12月13日採択•平成19年9月28日署名） 1
!障害者の権利及び尊厳を保護•促進するための包括的・総合的な国際条約として、国連総会において採択。; 

；特に、労働雇用分野では、職場において合理的配盧が障害荀こ提供されることを確保するための適当な措 ; 
;置をとることが締約国に求められている。 >
!障害者権利条約?締結に向寸て、対応の在り方にっしヽて検討を開始。 ;

1〔3）障害者基本計画・重点槪策実施5か年計画（平成19年12月25日） :

!障害者基本計画（探）の後期5か年における諸施策の着実な推進を図るため、平成20年度からの5年間に! 
!重点的に取り組むべき課題について、120の施策項目並びに57の数値目標及びその達成期間等を定めるも: 

1の。 !
!涤15~24年度までの期間において、我が国が目指すべき社会を障害の有無にがかわらず、国民誰もが相互に人格と倒性を尊:重し［ 
; 支え合う共生社会とすをことを掲げ、そのための課題、分野別施策あ基本的方向等を規建。 i
1※「雇用•就業」の分野については、雇用障害者数$4万人（25年度ハハローワークを通じた障害背の就職件数24万人（20~24 ； 
；・年度累計）、福祉!施設がらー股就労への年間移行者数0.9干人123年度）等を目指す。 •

雇用義務仁8%の範囲に留まらず、障害者の雇用の場を 

拡大していくことが強く求められている。

1
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2障害者の雇用状況

（1）民間企業における障害者雇用状況

（注）雇用義薇の協る能人以上規摸の金業の集計 2

⑵ハローワークにおける障害者の就職件数の推移

（人）.

50, 000 43,987 45,565

4〇, 〇〇〇:
35,871

32,885

38,882
…•也方怖…

113.1%

103.4%-

=（09.1 %30 000'
21,652 N'g 盛。。9

1677112.0, 000 '
I 14,852

18,364
107.0%

147.9%

*109.9%112.5%

.99"

15年度 17年度 19年度 20年度16年度 了 8年度

上半期"月~6月）'

〇ハローワークにおけ吊障害者の就織件載は;ここ数年、前年度比池輛程度の伸びを読けきも壬ろで蚱が、 

一般の雇用情勢の影警零に别、イ殍度後半からその萍がが鈍治し、20年度前半には減少に転している。

3
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⑶ハローワークにおける新規求職"就職の狀況（障害種别）

伸位:人）

新規求職申込件数■ .

障害者計 身体障害者 知的障害者 精神障害者1- その他

了 4年度 85996 ( 2,9) 62,888 ( 22) 16,511'(09) 6,289 右 6.8)、 308 (15.8)
15年度 88,272 ( 2.6) 62,450 必 0.7 办 17,602 厂 6.6,.7,799 1 ( 24.0) 1 421(36.7)
16年度. 93,182 ( 5.6) 63,305 ；(1.4) \ 18,953 /( 7.7) \l 0,4671* (34.2) ゝ 457 ( 8.6)
17年度 97,626 ( 4.8) 62,458 i (△1.3) ；20,316 ； ( 7.2) M,095； ( 34.7) > 757 ( 65.6)
18年度 103,637 ( 6.2) 62,217 1 (A0.4) ；21,607 \( 6.4) $8,918 ； (34.2) r 895 (18.2)
19年度 707,906 ( 4.1) 81,445 (A 1.2). 1 22,273 \ 3.1X '22,804 \ 20.5/ 1.384 ( 54.6)

探（）內は前年度比｛差｝
新規求離き込件数及び瞬件數は年関期間内e累訴 ^ 4

就職件数

障害者計 身体障害者 知的障害者 辖神障害者 その他

14年度 28,354 ( 4.7) 19,104 ( 4.4) 7,269 ( 2.8) 1.890 (16.0) 91(21.3)
15年度 32,885 (16.0) 22,011(15.2) 8,249 (13.5) 2,493 ( 31.9) 132 ( 45.1)
16年度 35,871(9.1) 22,992 ( 4.5) 9,102 /10?3\ 3,592 /(44.1)\ 185 ( 40.2)
17年度 38,882 ( 8.4) 23,834 ( 3.7) 10,154 / (11.6) \4,665 [ ( 29.9) \ 229 ( 23.8)

18年度 '43,987 (13.1) 25,490 C 卿)、 11,441:(12.7) 加,739 ! (44.5) J .317 ( 38.4)
19年度 45,565 ( 3.6) 24,535 文△§.7) ；12,186 \( 6.5リ

ヽ.』

8,479 ヽ525.8y
ヽk ノ

365 (15,1)

⑷ハローワークにおける障害者の就職件数の月次推移

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

测

1,000

〇

(件)

”べ躺件就前年同月幽）・、

10

60

50

40

30

20

10

〇

4月-5月讪 ?月3月9月陽质!23 け 2月

※平成20年度における就職件数は、概ね前年同期を下回って推移している。

-10
3月

5
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沖障害者の解雇数の推移

4.500

4,000

3.500

3,000

2.500

2,000

1.500

1,000

500

〇

13年度14年度15年度（6年度口年度 18年度19年度 20年度

4,017

2,962

も二::

1,529

1,944

购】

1,603 .

!810

-■■793-

1,582
1,411 1,523

伯月受頊分 

1お人
1個受溟分 

234人
12月受理分 

265人

阿 
窗

1678 666; 741 787：'

:M0-3月期,

4-9月期:

袱

糾

1,655 i ,
:i-…枷L-

典£ 昭i

※平成20年度上半期に抑ナ副?屋者数は前年詞期を上回ってあり、今後の増加が懸念される。

今般の景気後退を受けた障害者雇用対策の充実

=1平成20年度第1次饋正予算（平成20年1Q月伯日成立）ノ----- ------------ ,

〇中小企業に対す石障害者雇入れ支援の拡充

障害者を公・職業安定所等の紹介により雇い入れた中小企業事業主に対する助成の拡充（例:身体・知的 

障害者を雇い入れた事業主に対する助成期間を4年間がら1年Gヶ月に拡充）を行うことにより、障害者の雇用 

を促進する。 . •

〇ハローワークの機能強化による障害者の就職・驟場定着支攘
ハローワークの就労支援機龍を強化するため、障害者専門支援員を拡充（現行227名がら297名）し、障害 

者に対して、関係機関と連携した「チーム支援」等によるきめ細がい職業相談' 職業紹介等を通じた安定就職 

に向けての支援を行うとともに、就職後の職場定着指導等を徹底する。

产 .... ..... %

〇障害者翟用の経験のな认申小金業に対する藝励金の創設

障害者雇用の経験のない中小企業（障害者の雇用義務制康の対象となる労慟者数56~300人の中小企第） 
において、初めて雇用率制度の対象となるような障害者を雇用した場合に、奨励金（代〇万円｝を支給すること 

Iはり中小企業における障害者雇用の促進を図る.。 "

〇障害者雇用の傅例子会社等の設立促進助成金の創設 ”

障書者の安定的な雇用を確保するためS今般の最気悪化等により解雇•勧奨退職等を余儀なくされた障害者 
等を新たに雇用して、特例子会社や重慶障害者多数雇用事業所を設立した事業主に対する助成金を創設する”: 

〇中小企業に対する障害者雇入れ支援の更なる拡乔
障害者を公共職業安定所等方紹介に則麗い入れた中小企業事業主に対するgf成の拡充（例:身体•知的 

障害者を凰ゝ入れた事業主に対する助成額を90万円からイ35万円に拡充）を行うことにより、障害者の雇用を 

, 捉進する。 ,
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4今後の取組の方向

厳しし 、雇用情勢の申,障害者の雇甬の場を確保することが最優先の課題

一障害者雇用促進法に定められた雇用義務を果たすことはもちろん、その水準にとどまら 

・ない雇用の促進が必要。

①特例子会社の設立をご検討ください 。

〇特例子会社とは…

・障害者の雇用を促進することを目的とし設置されるもので、親会社 

との密接な関係の下、親会社の周辺業務を集約して障害者の特性 

にあった職務を作り出すなど障害者が働くために特別の配慮をして 

いる子会社。

・一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用され 

ている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率, 

を算定できる。

◎特例子会社として認定されるためには… I
・特例子会社として認定されるためには、親会社、子会社に対する要件を満たすことが !

必要です。 \

例えば、子会毬が親会社との人的関係が緊密であること藤会社からの役員派遣等）」!

\雇用される障害者が5峯以上で、全従業員に占める割合がか％以上であること。また、雇\ 
用される障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以! 

上であること」ミ障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有してし】ること（障害者のたi 
めの施設の改善、専任の指導員の配置等）」など。 j
親会社は「磁だが,当該子会社の意志決定機関（株主総会等〉を支配していることI千会£ 

社の議決権の過半数を有すること等）」など。 I
◎こんな特例子会社があります（244社（平成20年®月末現在）） |

•親会社はどのような業種? I
製造（104社）、小売（お社）、運輸（仃社）、派遣・請負（仃社）、サービス〔16社）、情報§ 

通信〔13社）、金融・保険（12社）等 !

=＞幅広い業種で設立. i
. j

•どのような業務*? !

例えば、事務、パソコン業務、印刷、社内メール業務、ダイレクトメール業務、清掃•ビルf 
メンテナンス、クリーニング、加工・製造、封入■包装、販売、園芸・緑化、マッサージなどi 
=＞幅広い職種で展開 !

まずは、最寄りのハローワークまでご相談を! I I
9
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（参考）特例子会社等設立促進助成金
（平成20年度第2次補正予算で創設）

メ :◊翩子会社
* •雇用きれあ障害衰が5人以上で,

]全徙變員に占める割合が20%以 
、上* *

し雇用される障害者に占め爲堇度

I身体,却曲•萍神障害者の割合が
:30%阪上
!・・诲障書者嵐用数30山入

景気後退期においても比較的安定した障害者雇用が見込まれる特例子"コ 

会社や事度障害者多数雇用事業所の設立促進のための助成制度を創設 

し、安定的な障害者雇用を保障するとともに、地域に話ける特例子会社等 

を増やし、それを核とした地域の障害者雇用の拡木を図る。 も
一 ■ ・二孩』の垂应睛害奢络新

寒辭メーーー=—== 盗!澄粗器燈蠶議

:缭せ人以上雇用 
；・產用出飾者数に占める暉書者 
;数の割合パ;!〇強域上 尊

:-平均障害者嚴用数22.8人
¢1?対象事業主

平成2T年2月3日以降に設立する特例子会社又は重度障害者多 
数雇用事業所であって、失業中の身体・知的*精神障害者を勺〇入以 

上雇用するものを設立した事業主

（2）支給金額 ヽ

雇用障害者数 1DA-14 人 佃人〜伯人 20人人 25人以上・

支給金額
初年度 2.000万円 3.000万円 4.00D万円 5.000万円

羽年目 "00万円 讣〇。万円 2,000万円 2,500万円

（3）支給期間 3年間

※雇用失業情勢が改善するまでの時限措置

新たな雇入れ、事 

業実施、従罢員仝 

の研修等のための 

曹用の一部を助成

•特定求職者雇用

關発助成金等との併 

給は不可

•設立6ヶ月後の雇 

用状讯を確認後支 

給

②「障害者向き」と考えていた職種にこだわらず、企業全体 

を見渡した職域の拡大をご検討ください。___________

『厳繭丽蒔菇ら貨二......... 一......... -” ””:  I

] これまで知的障害者の職域と考えられていた軽作業、清掃等の業務以外にも、1 
! 就労の可能性が。 !

I 例えば、郵便物の仕分け及び各部署への配送、封筒の封入・宛名寒き、シュ； 
! レーダー処理、会議資料の準備、会議室の準備（机の配置、資斜の配付等）ヽ i 
!・消耗品の補充■整理、社員の名刺作成等。 i
[ その他、介護の分野で活躍中の知的障害者も° !

! 〇厚生労働省の取組の例 !

I 〇本省における取組 1
I ・郵便物の発受と仕分け、コピー用紙の補充、不要書類のシュレッダー処理、パソコ i 
I ンでのデータ入力等に従事（平成19年度実績49名） i
i 〇地方支分部局等における取組 . i
i ・一各都道府県労働局において雇用（平成佃年度実績.84名（全ての労働局で・（名以 i 
! 上を雇用））' I
I ・労働局またはハローワークたおいて、パソコンでの採否結果等のデータ入力、ワー ! 

I プロによる文書浄書、書類のファイリング（タイトルラベル作成、タック付け等）、庭用 i
I 保険初回説明会”各種セミナー等の資料セット、条件（職種、雇用形曙等）による求 i
i 人票の仕分け、不要書類のシュレッダー処理、コピー機・FAX■自己検索機等への !

I 用紙の補給等に従事 - ,. i
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その他の障害者の職域も拡大しています。例えば…

1〇精神障害者
1・清掃、軽作業などの業務。

L ・パソコンによる専門的な事務処理。

j -「精神面、身体面で疲れやすいため、まずは短時間労働から。徐々に勤務時閭を延長」

i 「ノルマや対人関係がプレッシャーとなりやすい」「臨機応変な判断が苦手」『休調に液が生 

jじゃすい」といった点への配慮の下、他の社員と同様の事務処理をこなす者も。

!〇視覚障害者

$ ・企業内ヘルスキーパー（企業内療養師）。

；-・就労支援機器（拡大読書器、パソコンの音声化ソフト、点字ディスプレイ等）により、事務
j切分野にも職域が拡大。

1〇 聽覚障ぎ主
I ・設備"環境の工夫によりさまざまな職域での活動が可能。

j ■例えば、呼出や緊急時の通報のための屋内信号装置（光、音、振動等）、筆談のための
i 簡易筆談機器（磁気ボード等）、即時の連絡を可能とする携帯電話（メール機能、バイブ 
f レーター■機能が有効）等。

! 職域の開発に当たっては、現在、各部署が行っている業務を洗い出し、そこから障害者が 

! 行うことの卞きる業務を取り出すといった職務の再構築も有・効です。

! 御社でも、ぜひご検討を!

12

③職場実習の受入れをご検討ください 。

〇職場実習とは…

特別支援学級や特別支援学校などに在学中の生徒が卒業後の就職に 

備え、.職場の実態を学ぷことを目的に、協力事業所において短期の職場実 

習（通常2週間程度）を実施。'

• 企業にとっては

・特別支援学級、特別支援学校の在校生に対して、職業選iRにあたって 

必要な経験をする機会を与えるという企業のCSRとしての取組。

・障害者を受け入れることにより、職場における障害者に対する理解を促 

進。

・生徒にとっては

・将来の職業選択に資する貴重な体験。

13

-5 9 -



— ]_ .. ^ F~____二

〔障害者福祉施設も仕事を求めています! ！ U

=例えば、こんな仕事ができます!

〇役務の提供
クリーニング・清掃•印刷・データ入か包装組立•発送など 

〇物品の販売
，弁当・作業服■部品など

!讣卩刷（労働保険年度更新用ポスター、新規学卒者用求人申し込みの案内リーフレット等） 

;•庁舎清掃業務 '

:•ホームページのメンテナンス
:■トナーカートリッジのリサイクル、各種ゴム印の作製 等 '

お問い合わせは、厚生労働省、各都道府県労働局、最寄りのハローワークまで

障害者の「働く場」への発注促進税制も活用できます

発注 ]□〇

前年度より 
発注が増加二、

【具体厠】

「・減価償却資産が1,000万円（償却期間池年、定額法）' 

!・発注増加額が20万円の場合

（※発注増加額が56万円の場合,減価償却資産の普通]
I償却限度額（1〇〇万円｝の30^'（30万円）が隈虔とな益J

普通償却限度額

償却限度額二 +

前年度からの発注増加額（加

[※ 対象となる固定資産の普通償却跟度額の30% 
I を限度とする。

___ ______1.5
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厚生労働省では、障害者雇用の底上げを図るための取り組みとして、 

『ATARIMAEプロジェクト』を開始しました。

『ATAR1MAEプロジェクト』とは

障害者が社会で働くことが当たり前であるという社会を実現するため、福祉施 

護、学校、保垂者等の関保者をはじめ企業や国民に至る幅広い層の方々に、障害 

者が働くことへの理解や重要性について考える機会を提供し、障害者雇用への肯 

定的意謎の醸成を図っていきます。

具体的には、
♦障害者就労殳援総合ポータルサイト開設

http ://www£ta rim2e.jp
•インターネット動画を活用した広報活動 

・企業向け障害者雇用相談の実施等 

を進めていきます。

當生労■筈で比i■書娶義宙の居上はに由ね 

ATARNWEプロジェりトを5！抬し右匚

陣51力おる入の裁射握会は出SIB!向にお古ものの、 

K吉安・剛ギについて3叢運ぽの找溝にあります・ 

そのような中、禅吉老屈用掳大に向けひろく  3；喪の 

赁様£1ルナて戏労支?1轮色ホー啜ルサイトをオーフ'ン 
する*渥り主した，

ネブロジェクトでけ、さまざ求なをで属咨無窝审底上 

げへの取り期みを違旳てまはり封・

れ鳩WAEプロジェクじて'

には害がおっても0¢て孔Hfe#ATARMAEU：«W 
苍社会のあり方哲謬えていただ會たいと黑います.

・ブロジェクトのJB旨を!!理解いた斋瓠1人でも务 

く力人が蠻同してくだきることをKってめり宰す.

ATARI甘AEプロジェクト黄同呼びがけ人 
苯生借・大臣 

坏偉善一

ATAR1MAE宜匱とは

ATARIMAEプロジェクトの取り組みや目的に賛同する皆様方に“ATARIMAE直言” 

をして頂くとともに、 賛同コメントを掲載し、国民各層の皆様へのPR効果を高 

めていきます。

ATARI MAE畫肯•コーナー

◊公式サポータエj… ・http:〃B 恰『irp 日巳 ip/sjjDDort 巳別 ist/indexhtml
厂 民問企業に率先垂範する立場にある自治体や公的機関のトップの皆樣方に、是

i非、本プロジェクトの取り組みや目的に賛同いただき、公式サポーターとして

I “ATARIMAE宣畫”をして頂き、障害者雇用の底上げにご協力をお願いします。 丿
ゝ • ....................... .. .一-”. 一 一 ・亠•_______ _ 」 一______ 一 ._____ ノ

◊個人サポーター [-・巾甘以"日対「imm巳.jp/sわpDorte"l驚t/ipex+html

個人の方にも"ATARIMAEMB"をして『ATARWAEサポーター』になって頂きた 

楽‘"ATARI血kT するとマップ上に裹示きれます。三ヱ＞

辭心匕は豐鑒鷺蠹

3^"



ATARIMAE宣肯（企桑・窗休等向け）コーナー

ATARIMAEプロジェクトの活動・コンセプトに賛同し、障害者蔭用に前向きに取 

り組む企業，団棒等の皆様に“ATARIMAE宣莒”程していただき、紹介するコー 
ナー・です。

障害奢薦用の取組を招介させてヾださい! 

皆様の賛同でATARRAEな社会の実現を!

※企粢回体筹向けATARIM AE宣書掲載イメージC!月掲戴予定）

! 石T企業名
株式会社あたりまえ商事

£!所在地

車京都千代田区九段北111'

f ! 障害奢活躍の場 事務臓、配送業務で知的障害・精神
障害者が活躍しています。

ATA嘶E宣言 私たちは障害がある人もない人も;皆
が畅きやすい職場作りを目指し、今後 

も障害者を雇用します。

企業■朗储等情報 httn;//v/ww.atarimae.iti
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【平成21年2月現在］支給戛件等が褒麵され為場台があ9ます。念かため、都道府県労働局えは最寄りのハローワT?匚ご磋認ください。

事業主の皆さまへ

障害者の雇用維持、雇用促進にご協力ください!
― 「U ―い「 .......... ・l ,

現在雇用されている障害者の方の雇用の維持をお願いします

障害者については、一旦離職すると再就職が大変難しい状況です。 

現在、事業所で雇用されている障害者の方の雇用の維持にご努力をあ願 

いします。

雇用の維持に当たっては、雇用調整助感金及び中小企業繁急雇用安定助成金（景気 

変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮 

小を余儀なくされた事業主が、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練 

又は出向をさせることにまうて雇用を維持していただく場合、休業、教育訓練又は出向に 

係る手当等の一部を助成するもの）の活用もご検討ください。

障害者の雇用醴即けた取組を桶いしまず。ノ............. ：

障害者雇用促進法に基づく障害者の法定雇用率を未達成である企業は 

もとより、達成されている企業においても、一人でも多くの障害者雇用に向 

けた取組をお願いします。

新たな雇い入れについては、以下の・ような支援措置を拡充”創設しておりますの 

で、これらのご活用もご検討ください。（詳細については裏面をご覧ください）

・中小企業について、障害者の雇入れに対する助成金（特定求職者雇用開樂助 

成金）の拡充

・障害者の雇用経験のない企業に対する奨励金（障害者雇用ファースト・ステッ 

プ奨励金）の創設

・特例子会社等の設置及び障害者の雇入れに対する助成金（特例子会社等設 

立促進助成金）の新設
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WWWz特定求職者雇用開発助成金の拡充,*；7
障害者をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者（一般被保険 

者）として雇い入れる中小企業の事業主に対する助成金を拡充しました。

助成金は雇い入れ後6か月ごとに支給され、対象期間、支給される助成金の 

総額は以下のとおりです。

対象労働者 対象期間
支給額（総額）

拡充前' 拡充後

身休・知的障害者 1年6か月 90万円 135万円

身体・知的障害者（重度又は45歳以上）ゝ 
精神障害者' 2年 160万円 240万円

短時間労働者の身休■知的■精神障害者 1年6か月 60万円 90万円
し ------ —— ..... .. --

f 障害者雇用ファースト・ステップ奨励金の創設—一
巍 !^»輟嘶驛鹽關縈瞬歸彎^^^^^• 

障害者雇用の経験のない中小企業（障害者の雇用義務制度の対象となる56 
人~300人規模の中小企業）において、ハローワークの紹介により身体・知的• 
精神障害者を初めて継続して雇用する労働者（一鞭被保険者）として雇い入れ 

る事業主に対する奨励金を創設しました。（※雇用失業情蓼抹改善するまでの時限惜置）’ 

支給額はコ人目の障害者を雇用することに対し、tod万円です。・

f特例序会社等設立促進助成金の倒議卡冬 """""

平成21年2月6日以降に設立する特例子会社又は重度障害者多数雇用事業 

所であって、身体・知的・精神障害者を10人以上雇用するものを設立した事業主 

に対する助咸金を創設しました。〔※雇用失業情勢が改善するまでの時限措置） 

支給額は以下のとおり、支給期間は3年間です。

雇用障害者数 10人人 彳5人〜19人 2〇人~24人 25人以上

支給金額
初年度 2,000万円 3,000万円. 4,000万円 5,000万円

.2 <3年目 1,000?? H 1,500^H も000万円 2,500万円
卜 ■- ................................... •1.■- ■- \ - .十...・ゝ - ヽ• • ■ ・ハ ・ /

にの他、助成金、奨励金の支給には一定の要件がありますので、詳しくは都道府県 

労働局又は最寄りのハローワークにご相談ください。
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人

職高発第0206003号
平成21年2月6 0

独立行政法入高齡•障害者雇用支援機構理事長 殿

厚生労働省職業安定局

現下の雇用情勢に対応した「障害者雇用維持・拡大プラン」の 

実施について

現在の厳しい雇用失業情勢の下、障害者を取り巻く環境にも影響が見られ始めておりま 

す。ハローワークにおける障害者職業紹介状況を見ると、本年度4片から12月までの就職 

、件数は34,115件と前年度同期比で2.0%減となっているところですが、特に□月単月では 

前年度同月比9.8%減と大幅な減少を示しております。また、障害者の解雇届の受理狀況 

を見ても、本年度上半期の解雇者数は787人と前年度同期比で6. 2%増、またその後、10月 
では125人、U月では234人、12月では265人と月ごとに増加を示しでおり、今後の雇用情 

勢の悪化が懸念されております。

このような状況においては、離職を余儀なくされた障害者を含め、-就職を希望する障害 

者の雇用の場を確保することが、喫緊の課題となっております。

そこで、厚生労働省としては;地域における障害者の雇用の維持、雇用機会の拡大を推 

進する観点から、別添のとおり「障害者雇用雜持・拡大プラン」としての取紐を行うこと 

といたしましたので、当該プランの趣旨、内容について御了知いただくとともに、その実 

施について特段の御配意を賜りますようお願い申し上げます。
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惨考创

重点施策実施5か年計画（抄）

〜障害の有無にかかわらず国民誰もが互いに支え合い

共に生きる社会へのさらなる取組〜

厂 '
平成19年12月2 5日

障害者施策推進本部決定
< ノ

!重点的に実施する施策及びその達成目標

5雇用•就業

〇基本方針

雇用•就業は、障害者が地域でいきいきと生活していくための重要な柱 

であり、働くことを希望する障害者が能力を最大限発揮し、就労を通じた 

社会参加を実現するとともに、職業的自立を図るため、雇用政策に加え、 

福祉政策や教育政策と連携した支援等を通じて障害者の就労支援のさらな 

る充実・強化を図る。

②総合的支援施策の推進

〇福祉施設等における仕事の確保に向けた取組の推進 ’

福祉施設等における障害者の仕事の確保に向け、国は、公共調達 

における競争性及ぴ公正性の確保に留意しつつ、福祉施設等の受注 

機会の増大に努めるとともに、地方公共団休等に対し、国の取組を 

踏まえた福祉施設等の受注機会の増大の推進を要請する。

また、企業から福祉施設等に対する発注を促進する稅制を創設し、 

当該税制の活用を促すこと等により、障害者の仕事の確保に向けた

'取組を推進する。'
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地方公共団体における障害耆支援施設等との 

随蠢契約の範囲の見直しについて
1•現行

地方公共団体の契約について随意契約によることができる場合として、障害者支援履設等図 
においてその括動の成果として製作された物品を買い入れる契約を規定"

快）障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業（生活介恚、就労移行支援又は就労継続支援を行う事 
業に限る。）を行う施設、小規模作業所。｛経過措置により、更生施設（身体、知的）、授産施設（身体・知的、精神）ゝ 

福祉工場（身体、知的、縉抻）を含む。:）

（1）経緯
構造改革特区第10次提案募集（平成18年10月）において、現行で随意契約が可能とされてい 

る物品の購入以外にも「地方公共団体が障害者支援旖設等と役務提供に係る随意契約を行うこ 

とを可能とすること」について特区提案が行われ、政府として「平成19年度中に結論」として 
いた。

（2）改正内容
地方公共団体の契約について随意契約によることができる場合として、地方公共団体が障害 

者支援施設等から役務の提供を受ける契約を追加。

物品の具体例（現行） 役務の具体例（今般の改正で追加）

石鹼、軍手、縫製品、のし袋セット、買物衾、竹炭 

製品、手作りロウソク、オリジナルタオル、麺類、 

椅子、花苗等

クリーニング、公園・建物の清掃、縫製作業、包装・ 

組立、袋詰め、発送業務 等

障害者支援施設等との随意契約の範囲の見直し 

（地方自治法施行令の改正）

!具体例:クリーニング、公園・建物の清掃、縫製作業、包装•組立、袋詰め、! 

r 発送業務等 |

嗨辭曙:曲磁器懿舉關鐸績卷圏闔般紳碍綴翻甜辭馨陵辭隣沁勰跚密翻備簪磁:侮翩赧:鸚嚼

※ 障害者支援施設、地域活動支提センター、障害番祉サービス事集（生潜介後、就労移行支援又は就労継統支按を行う事峯に限る。）を行う施設・更生施設 
（身休、却的）、授產施穀:（身体、知的・精神）及び福祉工埸（身体、知的、箱神）、小規模作集所。
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彥考5]

別紙のとおり、特定非営利活動法人日本セルプセンターの主催に 

より、「セルプ商品見本市」として、企業等向けに障害耆施設の製品 

や事業を紹介するイベントが開催されますので、参考にお知らせ 

します。
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丄CSRのための戊辽

・ぶ目慕財団曉ノ I

離J
・地下鉄銀座録『虑期嘛『より徒歩.5分・:.・址卞歎頷座赣頂北强胸池山壬駅」£?徒歩百分・地下錶刘少内粹讦代田線「国舍議事堂前駅」より徒歩6分

厂.•;：.：• •• —二.~ ■■ ‘ - •ヽ1，..,ソ:.：：: T~
'」主催特定非営利活動法人 白奉セルジぜ7夕片.二.：

■■・社会福祉法人全国社会福祉協議会隆国社会就労センター協議会 

関東社会就労センター協議会.:: .

後援厚生労働嘗

社会福祉法人果乐・都社会福祉協議会 

日本経団連1%クラブ' ■

日本商工会議所

KS都
中小企業家同友会全国協議会

協同組合連合会日本専門店会連盟 

全国中小企業団体中央会 

_______ :___________ 7
お問い合わせ•セミナー申込先

〒］60-0022 東京都新宿区新宿M3-1-大橋御苑駅ビル別館ヨF
特定非営利活動法人日本セルプセンター事務局

セルプ商品見本市係（担当:森本、中村）

TEL: 03-3355-8877 FAX: 03-3355-7666 E-mail: selpcenter@selp.o「jp

矽目平朝罠助旋事業このイベントは魁超e对t金による日ホ附sro助成金を到寸て吴脸し京す“
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印刷事業（各種パッケージ]

・損品・飲料メーカー、お土産等の各種パッケージを; 

印刷しn痣实廖サイトでした。

「 '；.•ご江シ・ご\二

セルフ商品見本市

:;商品■事業（展示例）」

入場無料

健韻志向の無添加手作りジャムです。 

贈答品としても最適です。

食品（缶入りパン）

保存食、非常食にもなります〇 

ご希望によりオリジナルラベルお製作します。

嬲木工（表彰状）
彎嘉ユニークな木製の表彭状です。社内表彰、イベン 

"邁ト等記念品として活用出来ま或

創られます。 ヽ.ロゴの印刷も可能です。

■/観賞魚リース事業（熱帯魚入り） 縫製（エコバッグ）

/施設で飼育された熱帯魚の入コた水槽をリース。・.[・ オリジナルのエコパツグは記念品ゝノベルティ 

•社内、病院等Iこ設置することにより、癒しの空間抒商品として活用出来まま口ご希望iこより社名、

聲翹

セルプ商品展示と事業紹介パネル展示

・商品展示（記念品•ノベルティ商品・贈答品・食品・おもちゃ・日用品等）

・事業紹介パネル展示（縫製•印刷•クリーニング等）※開催期間中ご商談にも応じています。

※セルプ商品活用セミナー同時開催（裏面参照）

蔭

• 〇;静 特定非営利活動法人

§Et日本セルプセンター
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障害者の就労支援施設等に対する官公需等の発注促進事例 

（熊本県障がい者支援総室の事例）

（1）熊本県の授産施設・作業所等への仕事の発注（優先発注）の状況

•発注内容（発注部署、発注品目、発注金額、発注先、など） ※協議会把握分

一 発注部署 県本庁及び出先機関

発注品目 ジャム、クッキー、コーヒー、い草製品、木工品、清掃など 

発注金額 平成18年度（約300万円）、平成・ 9年度（約5 0 0万円） 

発注先 熊本県授産事業振興センター、•各授産踊設、継続支援事業所等

•仕事の発注から納品までのプロセス•手続き

一※参考1「随意契約による物品又は役務をの調達契約に関する事務処理要領」 

参照

-共同受注窓口熊本県授産事業振興センター

※熊本県内の授産施設を中心に組織された販売のための組織 

（5 3施設加盟共同で年4〇回以上販売会等を実施）

•その他、熊本県の仕事の発注（優先発注）において特筆すべき事項'

一 平成彳8年度より毎年度、県庁地下大会議室にて熊本県授産施設協議会、熊本 

県授産事業振興センターと共催で「障がい者福祉施設製品等展示•商談会」を 

開催し、県迪市町村、社協等からの発注促進を図る取組みを実施

平成20年度 9月2日（火）開催 約40施設参加
※参考2「障がい者福祉施設製品等展示・商談会」アンケート結果参照

.また、平成2〇年8月27日には県内市町村の障がい福祉担当課長等向けに就 

労支援（優先発注含む）の会議を開催し、優先発注の動向を説明するとともに、 

発注イ足進を依頼（市町村においても約半数が何らかの形で発注）

（2）熊本県の現状における仕事の発注（優先発注）の課題•問題点

・仕事の受注側（授産施設•作業所等）の課題•問題点

- 共同受注窓口の担当者が専任で施ない点（施設に所属し指導員としての仕事も 

あるため、專門的、集中的に営業、販売等に力を注ぐことが出来ない）
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一 共同の配送センター、共同販売所等を有しないため、共同受注があった場合、 

各々の施設から発注者への送付となる

f 共同受注の場合、一足のマージン（"I割）を徴収するシステムであるため、施 

設独自での営業に力を入れる施設もある

一授産事業振興センターは旧授産施設など中心で組織されており、小規模作業 

所（NPO法人）など全体の施設を網羅していない（現時点では小規模作業所な 

どは共同受注に入っていない）

•仕事の発注側（県内各部署や制度等）の課題•問題点

-各発注所属の各々の判断での発注となるため、障がい部局としてはあらゆる機 

会を通じて優先発注の依頼に留まっている（今後、各所属向けの説明会等を検 

討中）

一 「随意契約による物品又は役務の調達契約に関する事務処理要領」（別紙参照） 

を所管している課（調達関係の課）の立場として、競争性、公平性を尊重して 

いるため、制度が周知されていない

•その他,熊本県の現状における仕事の発注（優先発注）の課題・問題点

- 随意契約可能であっても、財政状況が厳しい本県の現状として、同じ内容の仕 

事（物品•役務）であった場合、より低額なところへ発注を行う

一役務については、シルバー人材センター等との優先発注による競合をどのよう 

に棲み分けしていくか

（3）地方公共団体における「授産施設、作業所等の受注機会の増大」に対する意見• 

要望

•熊本県の仕事の発注（優先発注）への取組みを通じ、地方公共団体で「授産施設•作 

業所等の受注機会の増大」を図る茫めに必要なことは

一 「共同受注窓口」の組織とレて、受注を希望する全事業所を網羅した窓口を構 

築する必要（共同受注窓口の一本化）がある

- 上記窓口を設置する場合の財源（人件費）を確保する必要がある

-品質管理と納期は必須条件
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（4）「官公需等受注システム（仮称）」のあり方に対する意見■要望

•「官公需等受注システム」の基本的な仕組みに対する意見•要望

f 全県を対象とした「共同受注窓口」と障害福祉圏域を対象とし茫「〇〇圏域共 

同受注窓口の2階建ての仕組みが必要

••「物品等の購入者に対し必要な情報の提供を行う体制」に対する意見•要望

- 「共同受注窓口」にて提供できる品目、金額、納期などの情報をインターネッ 

卜で提供し、随時更新を行うシステムが必要である

•「共同受注窓口組織」に対芬る意見・要望

-（再掲）

（県出先機関ぬ市町村が発注する場合を想定した場合）全県を対象とした「共 

同受注窓口」と障害福祉保健圏域を対象とした「〇〇圏域共同受注窓口」の2 
階建ての仕組みが望ましい

また、小規模市町村においては、共同受注窓口を利用或ることなく、当該市®！ 

村に所在芬る施設との単独での契約が想定される

・その他、「官公需等受注システム」のあり方に対する意覓•要望

- 国の出先機関（労働局等）からの発注を進めるためにも、全県を対象とした「共 

同受注窓口」は必要
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参考1
随意契約による物品又は役務の調達契約に関する事務処理要領

［沿革］ 平成17年9月30日告示第1149号
平成18年12月1日告示第1203号 ・

平成19年3月7日告示第198号
平成20年2月29日告示第155号

（趣旨）

第］条 この要領は、地方自治法施行令（昭和2 2年政令第16号）第16 7条の2第1項第 

3号又は第4号の規定による物品を買い入れる契約又は役務の提供を受ける契約（以下「物 

品又は役務の調達契約」という。）において、障害者支援施設等、シルバー人材センター、 

母子福祉団体及び新商品販売者から物品又は役務の調達契約を締結する場合の事務につい 

て、熊本県会計規則（昭和6 0年熊本県規則第:！1号。第7条において「規則」という。） 

その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。］ 

¢1）障害者支援施設等 県内に住所を有する次に掲げる施設及び作業所をいう。

ア 障害者自立支援法（平成17年法律12 3号）第5条第12項に規定する障害者支援 

施設、同条第21項に規定する地域活動支援センター又は同条第1項に規定する障害福 

祉サービス事業 侗条6項に規定する生活介護、同条第14項に規定する就労移行支援 

又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。）を行う施設

ィ 小規模作業所（障害者基本法（昭和4 5年法律第8 4号）第2条に規定する障害者の 

地域における作業活動の場として同法第］5条第3項の規定により必要な費用の助成 

を受けている施設をいう。）

（2）シルバー人材センター・ 県内に住所を有する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 

（昭和4 6年法律第6 8号）第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合若し 

くは同条第2項に規定するシルバj人材センタjをいう。

（3 ）母子福祉団体 県内に住所を有する母子及び寡婦福祉法（昭和3 9年法律第12 9#） 
第6条第6項に規定する母子搐祉団体をいう。

（4）新商品販売者 熊本県新事業支援調達制度実施要綱により認定を受けた物品を販売す 

る者 "

（契約できる範囲等）

第3条 この要領による物品又は役務の調達契約が締結できる範囲は、次の各号に掲げられて 

いるものとする。 --

（1） 障害者支援施設等から物品を買い入れる場合及び役務の提供を受ける場合にあっては、 

別記第2号様式中製作する物品の欄に登録されている物品及び提供できる役務の欄に 

登録されている役務

（2） シルバー人材センターから役務の提供を受ける場合にあっては、・別記第3号様式中提 
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供できる役務の欄に登録されている役務で臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易 

な業務に係るもの

（3） 母子福祉団体から役務の提供を受ける場合にあっては、別記第4号樣式中提供できる

役務の欄に登録されている役務 ・

（4） 新商品販売者から物品を買い入れる場合にあっては、別記第5号様式中物品名の欄に 

登録されている物品

2 前項の規定より物品又は役務の調達契約の締結に当たっては、契約担当課は、予算の適正 

な執行に配慮するものとする。

（登録申請）

第4条 第2条各号に掲げる者で、熊本県との物品又は役務の調達契約を希望する者は、次の 

各号に定めるところにより、登録申請するものとする。

（1） 申請書 契約希望申請書（別記第1号様式）

（2） 申請書の提出時期 毎年2月1日から2月末日（県の休日を除く。）まで

（3） 申請書等の提出先 別表に掲げる所属

（名簿の作成等）

第5条 名簿作成担当課は、前条の規定により申請を行った者の名簿を次の各号に掲げるとこ 

ろにより作成するものとする。

（1） 名簿の種類は、次に掲げる《おりとする。

ア 障害者支援施設等名簿（別記第2号様式）

イ・シルバー人材センター名簿（別記第3号様式）

ウ 母子福祉団体名簿（別記第4号様式）

工 新商品販売者名簿（別記第5号様式）

（2） 名簿は、毎年3月:［日現在で作成するものとする。

（3） 名簿は、毎年3月2 0日までに管理調達課に提出するものとする。なお、当該名簿に 

変更があった場合は、その都度変更後の当該名簿を提出するものどする。

（4） 管理調達課は、名簿作成担当課から提出された名簿を県庁行政棟新館情報プラザ（以 

下「情報プラザ」という。）において閲覧方式により公表するものとする。

（変更等の届出）

第6条 登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約希望申請書内容変更届（別記第 

6号様式）により遅滞なく知事に届け出なければならない。

¢1）法人名、所在地、理事長名又は代表者名に変更があったとき。

（2）契約を希望する物品又は役務名に変更があったとき。

（公表）

第7条 規則第9 3条の2第］.項第1号に規定する契約の発注の見通しの公表は、次の各号に 

よるものとする。

（1）公表する事項

ア 調達する物品又は役務の名称、内容及び場所

イ調達する時期
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(2) 公表の時期

原則として毎年度2回、次に掲げる時期を目途として、その時点における年度末まで 

の契約の発注の見通しに関する事項を公表する。

ア 4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の 

成立の日)

イ10月1日

(3) 公表の方法等

ア 各契約担当課は、翌年度の契約の発注の見通しを毎年3月2 5日までに別記第7号様 

式により管理調達課に報告するものとする。

ィ 管理調達課は、別記第7号様式により、情報プラザにおいて閲覧方式により公表する。 

なお、地方出先機関において物品又は役務の調達契約を締結する場合は、当該地方出先

・ 機関の契約担当課において閱覽方式により公ゑする。

(4) -公表の対象

1件の予定価格が1〇万円を超える契約

(5) 公表の期間

公表の期間は、当該年度の3月31日までとする。

2 規則第9 3条の2第1項第2号の契約締結前の公表は、次の各号によるものとする。

(1) 公表する事項

ア 調達する物品又は役務の名称

・イ物品の数量又は役務の内容

ゥ物品の納入期限又は役務の提供の契約期間

ェ物品の納入場所又は役務の履行場所

オ見積書の提出期限

(2) 公表の時期

公表は、見積書提出期限の7日前までにしなければならない。ただし、やむを得ない 

事情があるときは、この限りでない。

(3) 公表の方法等

ア 各契約担当課は、別記第8号様式によりヽ本庁において物品又は役務の調達契約を行 

うものについては情報プラザにおいて、地方出先機関において物品又は役務の調達契約 

を行うものについては当該地方出先機関の契約担当課において閲覧方式により公表す 

る。

ィ公表の期間- . '

公表の期間は、当該年度及び翌年度とする。

3 規則第9 3条の2第1項第3号の契約締結後の公表は、次の各号によるものとする。，. 

(1)公表する事項

ア調達した物品又は役務の名称

ィ 調達した物品の数量又は役務の内容 -
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ゥ物品の納入期限又は役務の提供の契約期間

ェ物品の納入場所又は役務の履行場所

オ契約金額. -

力契約日

キ’契約の相手方

＞相手方とした理由

(2) 公表の時期 ,

公表は、契約締結後速やカゝに公表する。

(3) 公表の方法

契約担当課は、別記第9号様式により、本庁において物品又は役務の調達契約を行う 

ものについては情報プラザにおいて、地方出先機関において物品又は役務の調達契約を 

行うものについては当該地方出先機関の契約担当課において閲覧方式により公表する。

(4) 公表の期間

公表の期間は、当該年度及び翌年度とする。

(相手方の決定方法等)

第8条 契約の相手方の決定方法及び選定基準は次のとおりとする。

(1) 契約の相手方の決定方法

有効な見積書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込み 

をしたものとする。

(2) 契約の相手方の選定基準

第5条第1号に掲げる名簿に掲載されている者の中から選定する。

附則

1 この要領は、平成17年9月3 〇日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成17年 

10月21日力ゝら施行する。

2 平成17年度においては、第4条第2号中「每年2月1日から2月末日まで」とあるのは 

「平成「7年9月3 0日から10月11日まで」と、第5条第2号中「毎年3月1日現在」

とあるのは「平成17年1〇月1日」と、第5条第3号中「毎年3月2 〇日」とあるのは「平 

成17年10月17 H」と読み替えるものとずる。

附貝

この要領は、平成18年12月1日から施行する。

附則

1 この要領は、告示の日から施行する。

2 施行の日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの 

間は、第2条第1項第1し号ア中「行う施設」とあるのは、「行う施設、障害者自立支援法第 

5条第6項に規定する生活介護、同条第14項に規定する就労移行支援、同条第15項に規 

定する就労継続支援を行う事業所、同法附則第41条第:！.項、第4 8条若しくは第5 8条第 

1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第3 
5条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和2 4年法律第2 8 3号)第2 9条に規定 
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する身体障害者更生施設、同法第31条に規定する身体障害者授産施設（身体障害者福祉工 

場を含む。）、障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害 

者褐祉に関する法律（昭和2 5年法律第12 3号）第5 〇条の2第3項に規定する精神障害 

者授産施設、同条第5項に規定する精神障害者福祉工場、障害者自立支援法附則第5 2条の 

規定による改正前の知的障害者福祉法（昭和3 5年法律第3 7号）第21条の6に規定する 

知的障害者更生施設若しくは同法第21条の7に規定する知的障害者授産施設（知的障害者. 

福祉工場を含む。）」とする。

附則

この要領は、平成2 0年3月1日から施行する。
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参考2
「障がい者福祉施設製品等展示嘀談会」アンケート結果

H20.9.8 
障がい者支援総室

問1性別

男性 135 47.2%
女性 151 52.8%

問2年齢

1〇歳〜20歳未漓 1 0.3%
2〇歳〜30歳未満 37 12.9%
3〇歳〜4〇歳未満 76 26.6%
40歳~5〇歳未満 93 -32.5%
50歳〜60歳未満 62 21.7%
60歳〜70歳未満 13 4.6%
70歳以上 3 1.1%
未記入 1 0.3%

問3 （販売利益が利用者の給料となること）の認知

知っていた 207 72.4%
知らながった 77 26.9%
未記入 2 0.7%

問4今後の購入（利用）意志

今後、購入（利用）してみたい 192 67.1%
購入（利用）しない 〇 0.0%
わからない 89 31.1%
未記入 5 1.8%

問5「展示・商談会」への感想（複数選択）

障がい者への理解が深まった 115 40.2%
製品等への理解が渓まった 140 49.0%
人が集まる場所で開催したほうがいい 92 32.2%
もっと製品のPRをしたほうがいい 109 3&1%
もっと市場競争に勝てるような製品があればいい 34 11.9%
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※問5関連（自由回答）

・質の良い商品が多いですね。

・あまりに安価で申し訳ない気がしました。

-色々な考え（地球環境・フェアトレード等）を持って製品を販売しているころがわ 

カヽりました。

•初めて来ました。もっと周知して、多くの方に參加してもらったらいいと思いまし 

た。こういったことを発信"PRすべきだと感じました。

"もっと社会へのPRを広げてください。〇

・各施設の販売を通じて、交流の場や創意工夫の場になって、更に充実・発展で 

きることを望みます。

・障がい者の製品ということをPRしないほうが、自然な形で見たり、買ったりしゃ 
すいような気がしました。（一般の商品と何ら違いを感じなかった。）

・どれも心のこもった物ばかりですね。

・販売応対が洗練されているところもあり、商品説明がきちんとされ、感心しまし 

た。

・常設売店があると、私たち一般の者は買いやすいと思います。

・作品の量や丁寧さに感心しました。

・ショップマップがあればよいと思います。どこで販売しているか、もっとPRする 
ことが大事だと思います。

・初めてでかわいい製品があっていろいろ買いたくなりました。

*温かい製品の多さに感動しました。

■毎年楽しみにしています。地域ごと（ブロック合同）とか、県庁以外のところでも 

開催されたらいいと思います。

・県庁の売店横のコーナーで定期的（月に1回）出店されてはどうですか。

・軍手やトイレットペーパー等、地元の施設へ発注していますが、今回も新しい 

発見がありました。年々市場競争に勝つような素敵な製品が増えています。

•委託業者の選定の際、県庁（障がい者支援総室）からの方針が伝わるよう。何 

度でも制度の周知徹底があってもいいかなと思いました。

・実用的な物がもっとあるといいと思います。

・素敵な製品やお菓子等が多く、どれもほしくなりました。また開催してください。

-1日だけではなく、3日ぐらい開催したらどうでしょうふ。

・多くの作業所が-・堂に会するので毎年楽しみにしています。

・絵はがきの絵と保護者の添えられた言葉に感動しました。

・商品の種類の多さ、質の高さに驚きました。もっといろんな方々に知らせるべき 

ではないでしょうか。.
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障害者の就労支援施設等に対する官公需等の発注促進事例 

（東京都中野区経営室の事例）

I.中野区の授産施設・事業所等への仕事の発注（優先発注）の現状について

1. 優先発注の背景

平成2〇年2月14日政令第2 5号、「地方自治法施行令の一部を改正する政令」が公 

布され、3月1日から施行された。

改正令では、地方公共団体による契約の締結に関し、障害者支援施設等との随意契約 

の範囲の見直し（令第16フ条の2第1項第3号）、不正行為に対する入札参加停止期間 

の延長、総合評価一般競争入札の手続きの簡素化など、契約手続き面の改正が主な内容 

である。

特に、障害者支援施設等との随意契約については、平成18年に障害者自立支援法が 

施行され、障害者が地域で自立した生活を営むことができるよう、障害者の就労を積極 

的に推進してきたが、障害者支援施設等への業務発注が年々減少傾向にあることから、 

今般、施行令の改正が行われた。

中野区としても、こうした改正の趣旨を踏まえ、障害者支援施設等への物嘉買い入れ 

や業務発注について、以下の方針で取り扱うこととした。

2. 取組み方針

物品の買い入れ契約の拡充のほか、新たに役務の提供を受ける契約を加え、区内障害 

者支援施設等へ、可能な範囲で発注を行うこととする。

3. 対象となる障害者支援施設等

障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設（生活介 

護、就労移行支援、就労継続支援を行うもの）、小規模作業所（障害者基本法第2条、同 

法第15条第3項により必要な費用の助成を受けているもの）

※参考1の施設一覧参照

4. 具体的な発注内容 ........  参考1の施設の受注可能品目・業務参照

（1）買い入れ物品の例

石鹼、軍手、縫製品、のし袋セット、買い物袋、竹炭製品、手作りローソク、オリ 

ジナルタオル、麺類、椅子、花苗、カードケース等

¢2）役務の提供の例

クリーニング、公園や建物の清掃、縫製作業、包装・組み立て、袋詰、発送業務、
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受付業務(窓口、電話)等

5.契約手続き等

⑴各部発注案件

各部長に契約締結権限のある案件については、保健福祉部障害福祉分野の区内障害 

者.支援施設等の名簿及び取扱い業種目(参考1)を参照し、納期限についても施設側 

と十分協議した上で見積を徴取し、契約締結を行う。

その際、複数の障害者支援施設等に発注可能な業務等については、原則、価格競争 

を行い、契約先を決定することとした。

《発注から納品までのプロセス:部長契約》

発注内容決定事業者選定-見積書徴取・納期確認一発注一

納品一•險到T I支払|

(2)契約担当課に契約締結依頼を行う案件

契約担当課に契約の締結を依頼する案件については、契約を締結しようとする障害 

者支援施設等の選定理由を業者指定理由書または、製品指定理由書に記載し、関係書 

類に添付する。

なお、各部における障害者支援施設等の契約候補者選定にあたっては、各部発注案 

件の手続きを参照し、適切に対応することしている。

《発注から納品までのプロセス:契約担当課契約》

発注内容決定T 見積書徴取・納期確認 f 契約締結依頼 事業者選定

入札"見積合わせ 発注— 納品 検査 E3

6.中野区の「共同.受注窓口」

現在、「なかの障害者就労支援ネットワーク(事務局:中野区障害者福祉事業団)」に 

おいて、ひとつの施設では受注しきれない作業を共同で受注する取り組みが進められて 

おり、区としても以下に該当する作業の発注にあたっては、共同受注の仕組みを活用す 

ることとしている。

(1) 作業量が大量な業務

(2) 作業量は多くないが、納期に余裕のない業務

(3) 作業内容が、複数の授産施設・事業所で取り扱うことが可能な業務
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(4)その他、複数の授産施設・事業所で業務分担をすることにより、業務の効率化が図 

られる業務

《参考》

・官公庁共同受注対応:中野区障害者福祉事業団

参考2「中野区障害者事業団委託契約発注状況(平成2〇年度)」及び参考3『福

祉作業所等発注一覧(2〇年度)」、参考4「中野区障害者事業団事業概要」参照 

・民間企業共同受注対応:コロニー中野(共同受注事務局)

月間子ども雑誌の附録の袋詰め、ホテルのアメニティ用具の袋詰め

n.中野区の現状における仕事の発注(優先発注)の課題・問題点

1.発注者側の課題■問題点

(1) 高齢者(シルバー人材センター)等への発注との競合

地方自治法施行令第167条の二において、障害者支援施設等のほか、高年齢者等 

の雇用の安定等に関する法律に規定するシルバー人材センター、母子及び寡婦福祉法 

に規定する母子福祉団体も随意契約ができることになっている。

特に、シルバー人材センターについては、これまでも多くの発注実績があり、その 

業務の多くが障害者支援施設等に発注可能な業務でありことから、その対応に苦慮を 

している。

(2) 公平・適切な発注の仕組みの構築、発注調整窓口の確保

現在、障害者事業団や障害者支援事業所等への発注は、それぞれの部が個々に行っ 

ており、特定の事業所への発注の集中、時期の重なりなど、行政内部で発注調整を行 

う部門の必要性を認識している。

(3) 事業者の受注情報の把握

事業者の業務拡大や休止、新製品の開拓といった情報が所管部に伝わりにくい状況 

にあり、受注情報の把握が即座にできる仕組みの構築が必要である。

(4) 購入物品の品目拡充

障害者支援事業所等において製作される物品は、カードケースやキーホルダー、石 

鹼、木工品など、自治体が日常的に使用する物品とは異なり、行事の記念品や参加賞 

的な物品が多く、継続して購入するものではない。

積極的な製品開発や市場ニーズの把握を行っていただきたい。

(5) 民間事業者との関係

清掃などの委託業務まで優先発注を拡大することにより、一般民間事業者の受注機 

会を制限することになり、反発が予想される。
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2•受注側の課題・問題点

•(1)仕事を確保するための努力

区からの発注を待つ作業所が多く、積極的に営業活動を行い、受注機会を増進させ 

ようとする気運があまり感じられない。

受注コーディネーターなどを活用し、市場開拓やニーズの把握、新製品の開発など 

の営業努力を期待する。

(2) 製品管理体制の強化不良品、作業ミス、納期不履行への対応

作業所内における製品管理や進行調整機能が十分でない状況があり、受注拡大にあ 

たり、イ本制の強化が必要と考える。

(3) 施設間での作業分担の明確化

各種通知の封入作業、その後の各戸配付など、分割発注することにより業務の効率 

化が図れる業務について、施設間での作業分担、仕組みが明確でない。

(4) 業務の共同受注システムの拡充

現在、中野区には共同受注の仕組みはあるものの、事務局は仕事の振り分け、完了 

時の検査、区への代理請求、委託金の支払という業務が主力であり、各作業所の経営 

面までの指導•助言というコーディネートが十分に行われていない。

(5) その他

各作業所において、業務を受注する際に、輸送手段(物品の搬出、納品)を持って 

いる施設が少なく、受注先が制限されている。

HE.地方公共団体における「授産施設・作業所等の受注機会の増大」に対する意見・要望

1. 努力義務から自治体の責務へ

今回の「ハート購入法」は、平成13年の「グリーン購入法(環境省)」と同様に、国 

等の機関には購入が義務化されているが、地方自治休や民間企業は購入に努めるものと 

なっている。

しかしながら、「グリーン購入法」に関しては、ほとんどの自治体においてその取組み 

が行われているのが現状でありヽ実態は購入を義務化したと同様である。

今回の「ハート購入法」については、その目的が障害のある方が、地域で自立して、 

かつ、安心して暮らすために収入を得る機会を確保するもので、「障害者自立支援法」の 

制定趣旨からも、少なくても地方自治体おいては義務化するべきであると考える。

2. 共同受注システムの構築に関して

共同受注は、その事務局が単に一括で仕事を受注し、そして仕事の振り分け、完了時 

の検査、区への代理請求、委託金の支払という業務を担うだけではなく、各事業所間の 
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ネットワークの構築、市場や製品、委託業務の開拓などを行う仮称・受注コーディネー 

ターを配置し、 各事業所の経営力や業務執行体制の強化を図る必要があり、国や地方公 

共団体はそのための支援を行うべきであると考える。

3.自治体業務のワークシェアリングついて

平成19年5月に、「小さくて効率的な政府の実現に向けて」の実現のため、公共サー 

ビス効率化法 (市場化テスト法)が可決成立した。

いわゆる市場化テスト法の趣旨は、公的サービスを民間営利企業に委ねる「民間開放」 

の拡大を目指すものであり、公的サービスの実施を「民間が担うことができるものは民 

間にゆだねる」観点から見直すものであることを明らかにしている。

現在、多くの地方自治体においては、自治体業務を指定管理者や民間事業者に委ね、 

行政の効率化を進めている。

こうした考え方をさらに推進し、自治体の直営業務のうも、例えば文書の収受業務や 

庁舎案内業務、電話交換業務などを、自治体内の業務を障害者就労支援施設に開放し、 

自治体内の障害者の雇用を促進する施策の実現を要筆する。

nr.「官公需等受注システム(仮称)」のあり方に対する意見・要望

1. 「官公需等受注システム」の基本的な仕組み

官公需の受注を推進するためには、受注窓口の1本化、仕事の分配、品質や進行管理、 

検査、工賃等の公平な分配をトータル的に行う必要があり、システム化を図る必要があ 

ると考える。

なお、経営力が弱い作業所への技術支援、人材育成、経営指導に加え、市場開拓、物 

流の確保などの総合的なコーディネートが求められると考える。

そのため、国や地方公共団体は、システムの安定かつ公平な運用のため、人的・財政 

面での支援策の構築が不可欠であると考える。

2. 物品等の購入者に対して必要な情報の提供を行う体制

(1) 発注側 「

各自治体内部に、業務等の発注調整や共同受注窓口を担う組織との調整・連携を行 

う部門を設置し、関係先に発注に際しての必要な情報を提供する。

また、自治体は広報誌やホームページなどの広報媒体を活用し、宜治体内の産業団 

体や反間事業者に受注可能な製品•サービスの情報を発信する。

(2) 受注者側
共同受注窓口を担う組織が、事業者情報を収集し、自治体の調整窓口及び自治体内 

の各種産業団体に様々な情報提供媒体を活用し、受注情報を提供する。

-85-



3. 共同受注窓口組織
共同受注窓口を担う組織としては、現在、全国に展開しているシルバー人材センター 

的な組織（社団又は財団）を構築し、都道府県及び地方自治体単位で官公需、民需の受 

注を行えるようにすることが望ましい。

4. その他

官公需等受注システムの運用時期については、「ハート購入法」制定後に、共同受注を 

担える条件が整っている自治体をモデル指定し、その実績等を検証した上で、速やかに 

全国展開に踏み切ることが望ましい。
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地方自治法施行令第16フ条の2第1項第3号に係る区内障害者福祉施設一覧【購入可能な物品及び提供される役務】 |参考计

施設種別

血
施 設 名 電話番号 経 営生体名 電話番号

購入可能な物品 提供される役務
〒 施設所在地 FAX番号 〒 所 在 地 FAX番号

1

弥生福祉作業所 3384-2939 中野区殘所 33B9-1111 カードケース、乾燥こんにゃく、こ 
んにやく米、竹炭、トレー、ポチ 
袋、水生ボールペン

ポスティング、公園等の清掃、チラ 

シ•冊子の折り：丁合い、封入、封止 
め、あて名ラベル貼り、発送業務、 
新聞の折り、帯どめ、雑誌の付録組 
立て、小物の組立て

164-0013 中野区弥生町4-36-15 3384-2896 164-8501 中野区中野4-8-1

2

中野福祉作業所 3389-0421 中野区役所 3389-1111 カードケース、ぽち袋、祝儀袋、 
グリーティングカード（大•小•

公園•建物の清掃、包装•組立、袋 
詰め、ホチキス止め、帳合、シール 
貼り、封入発送作業165-0027 中野区野方1—35—8 3389-0422 164-8501 中野区中野4-8-1

厚）、乾燥糸こんにゃく、こんにゃ 
く米

精神障害者社会復帰センター 5380-0631 中野区役所 3389-1111
手作りロウソク、名刺、封筒、T

発送業務、袋詰め、公園の清掃、文 
書種分け•配達、不用文書シュレッ

164-0001 中野区中野5 — 68-7 5380-0633 164-8501 中野区中野4-8-1
シャップリント、絞り染め ダー •廃棄、オフセット印刷（ポス 

ター、チラシ、封筒、報告書）

中野区障害者福祉事業団 3388-2941 中野区障害者福祉事業団 3388-2941 公園•児童遊園清掃（除草、雨水桥 
清掃、砂飾等も含む）、建物清掃（屋

4

165-0026 中野区靳井2-8 -13 3388-2942 165-0026 中野区新井2-8-13 3388-2942

なし

外清掃含む）、発送業務（宛名シー 
ル貼り、 封入、 封緘、 折込含む） ,名 
刺点字刻印作業、声のテープ（視覚 
障害者用）発送整理、タオル折り2 
点、封入埶緘、箱詰め、ビニー•ル袋 
へのシール封入、値札付、シュレツ 
ダー業務、仕分け業務

5

第一杉の子作業所 3364-5381 社会福祉法人あいいく会 3371-5231
なし

クリーニング、公園・建物の清掃、袋 

詰め、シュレッダーかけ、発送業務 
（シール又はラベル貼り）

W4-0001 中野区中野1-6-12 3364-5381 164-0001 中野区中野］-6 — 12 3371-5231

6

第二杉の子作業所 3373-1236 社会福祉法人あいいく会 3371-5231 カード（紙すきハガキ、手作りカー 
ド）、布製品（ふきん、手提げ袋

封入、シール貼り、はさみ达み；.折 
り、袋詰め、ホチキス止め、箱組立 
て、フック付け、清掃業務、タオル 
（たたみノシ付け、袋入れ、辑詰、包 
装など）164-0023 中野区弥生町2-5-11 3373-1236 164-0001 中野区中野1—6 — 12 3371-5231

等）ゝ木丄品（コースターゝキーホ 
ルダー）、その他（ストラップ等）-



地方自治法施行令第167条の2第］項第3号に係る区内障害者福祉施設一覧【購入可能な物品及び提供される役務］

施設種別

No,
施 設 名 電話番号 経 営主体名 電話番号

購入可能な物品 提供される役務
施設所在地 FAX番号 所、在 地 FAX番号

7

第三杉の子作業所 3336-6294 社会福祉法人あいいく会 3371-5231
縫製品（雑巾、ふきん、ナイロン

公園•建物の清掃、縫製作業,包 
装、組立、袋詰め、ポスティング、発 
送業務（封入、シール貼り等）165-0034 中野区大和町3-18-2 3336-G294 164-0001 中野区中野1-6-12 3371-5231

たわし、布そうり〉

8

第四杉の子作業所 3385-8565 社会福祉法人あいいく会 3371-5231
縫製品（ぞうきん、刺し子）、石け

公園・建物清掃、包装、組立、袋詰 
め、縫製作業、発送業務（シールラ

165-0025 中野区沼袋3 — 8—8 3385-8565 164-0001 中野区中野1-6-12 3371-5231
ん（固務、粉末） ベル貼り、スタンプ押し等）、封入、 

ポスティング、シュレッダー

9

第五杉の子作業所 5385-0751 社会福祉法人あいいく会 3371-5231
お茶、竹布製品、ボディクレイ製 公園•建物の清掃、包装、組立、袋

164-0012 中野区本町5-17-13
石川ビル1階 5385-0751 164-0001 中野区中野1—6 —12 3371^5231

品・アレッポの石鹼 詰め、発送業務

10

東部福祉作業センター, 3366-2940 中野区肢体不自由児者父母の会 3381-9732
手織り製品（マフラー・ランチョン 
マット、バッグ、ペンケース、マツ 

卜、ポシェット、リュック、ベスト、ス 
リッパ、さき織り製品、その他注 
文に応じて作成）

包装、袋詰め、発送作業、ポスティ 
ング、ファイルの整理、簡単な文書, 
はがき作成、名刺作成

164-0011 中野区43央2-22-10 3366-2940 164-0014 中野区南台3-41 3381-9732

コロニー中野 3953-3541 東京コロニー 3952-6166
◎一般印刷 、
ページ物（報告書ゝ帳票、ポス 
ター、DMやチラシ、封筒等

11
165-0023 中野区江原町2-6-1 3565-0471 165-0023 中野区江原町2-6-7 3952-6664

なし

◎情報処理業務
システム開発、データ入力、・ホーム 
ページ作成
◎その柚

封入封緘、DM発送、組立、袋詰め 
等系作業

12

ふらっとなかの 6805-6580 社会福祉法人愛成会 3387-0082
パン、豆腐、花苗（将来的に）

清掃、包装、組立、袋詰め、発送

164-0012 中野区本015"4〇一14 6805-6581 164-0001 中野区中野5—26 —18 3387-0820
等



地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に係る区内障害者福祉施設一覧【購入可能な物品及び提供される役務】 参考ゝ

施設種別

血
施 設 名 電話番号 経営主体名 電話番号

購入可能な物品 提供される役務
施設所在地 FAX番号 所 在 地 FAX番号

13

あとりえふあんとむ '3360-3517 あとりえふあんとむ運営委員会 3360-3517 革細工（しおり、サイフ、キーホル 
ダー、名刺入れ等）
ネーム入り、日付入りも可能

封入、組立等、清掃業務（高齢者デ 
イ清掃、公園清掃）、ポスティング 
くクロネコメール便、社協通信ポス・ 
ティング）164-0003 中野区東中野4一2 — 2篠 

木ビル2F 3360-3587 164-0003 中野区東中野4-2-2
篠木ビル2F 3360-3587

14

カサデオリーバ 5340-8888 NPO法人カサデオリーバ 5340-8888
クッキ—、千羽鶴

組立作業（箱、携帯ストラップ等）、 
封入作業（チラシ）、折り作第（ビ 
ニール袋、チラシ）164-0012 中野区本町3—;35—9 5340-8888 164-0012 中野区本町3-35-9 5340-8888

15

すばる作業所 3339-3811 すばる運営委員会 3339-3811

なし
郵便物の封入発送作業、梱包■袋づ 
め等軽作業全般、公園•建物等清掃 
全般165-0027 中野区野方6—51—8ク 

リーンパレス1F 3339-3811 165-0027
中野区野方6-51-8ク 
リ-・ンパレス1Fすばる作 
業所内

3339-3811

16

すばる工房 3339-6541 すばる運営委員会 3339-3811

和紙の小物
公園清掃、建物清掃、包装、組立、 
袋詰め、発送業務

165^0027 中野区野方6—8—7 3339-6541 165-0027
中野区野方6 — 51—8ク 
リーンパレス1Fすばる作 

業所内

3339-3811



・中野区障害者福祉事業団への委託業務一覧（平成2 0年度） 参考2

〇

ご・汽プ;沅「二維誓匕:「、".…「1 契約氐::ジ丁; 所属ぢ:二ミ -:滾組額で疲期期・ 終期- 屮再委託事潔:孤数,
夯翌が嫌”

公園等清掃除草委託（その3）（単価契約） 200S/4/1 都市整備部公園・道路分野 1&084, 923 2008/4/1 2009/3/31 民間作業所8所 
区立作業所1所

障害者福祉会館等毎日清掃業務委託 200S/4/1 保健福祉部障害福祉分野障害者福祉会館 7.973.721 2008/4/1 2009/3/31 知的障害者団休・!所

声のなかの区報•声の教育だよりなかの作成業 
務委託（単価契約）

2008/4/1 保健福祉部障窖福祉分野 2,174,183 2008/4/1 2009/3/31 聴覚障害者福祉協会

弥生福祉作業所日常清掃業務委託 2008/4/1 保健福祉部障害福祉分野弥生福祉作業所 3, 528, 000 2008/4/1 2009/3/31 知的障害者団体1所

職員研修センター清掃及び管理業務委託（単価 
契約）

2008/4/1 経営室人事分野 1,251 r 327 2008/4/1 2009/3/31 民間作業所1所

児童遊園・館庭清掃除草業務委託（単価契約） 2008/4/1 子ども家庭部地域子ども家庭支援センター 3t 004.121 2008/4/1 2009/3/31 民間作業所5所 
精神障害者社会復帰C

車いすガイドヘルプサービス事業委託（単価契 
約）

2008/4/1 保健福祉部障害福祉分野 2, 469, 594 2008/4/1 2009/3/31 事業団直営

声のなかの区議会だより作成業務委託 2008/4/4 区議会事務局 308, 529 〇 2009/3/31 聴覚障害者福祉協会

2 〇 0 8年度中野区社会活動センター管理運営 
委託

2008/4/1 保健福祉部障害福祉分野 5, 955, 675 .2008/4/1 2009/3/31 事業団直営
（障害者独自雇用）

平成19年度分特別区民税•都民税減額申告書 
封入委託（単価契約）

2008/6/3 管理会計室税務分野 183 2008/6/20 2008/6/30 事業団直営
（就業前訓練に活用）

合 計 44, 828,256



区から福祉作業所等へ発注している仕事一覽（平成20年度）
参考3

※ 契約担当に契約締結依頼のあったもの（平成20（2008）年4月1日〜平成20（2008）年8月31日 契約分）

契約件名 契約金額（円） 契約相手方

清掃事務所 保護具（保護靴）の購入（単価契約） 1,309,875

社会福祉法人東京コロニー

清掃事務所保護手袋の購入 1,834,896

中野区精神障害者社会復帰センター事業委託’ 36,651,000

福祉タクシー利用券（20年度後期分）の印刷 851,130

障害者の就労のためのIT講習会実施委託 6,407,087

区民健診受診票等封入作業委託（単価契約） 2,643,050 すばる作業所

特別区民税・都民税通知書類のカッティング・ブッキング及び封入封かん作業委託 3,990,000 社会福祉法人武蔵野

合 計 53,687,038



怫瞬犠删:工:ffl） 111
丄設立目的

中野区瘴害者福祉事業団は、障害者の自立と福祉の向上贮 

寄与することを目的は区内に住所を有する障害者等た対し就業 
の援助と福祉ザービスの提供なてに関する事業を実施している。 

事業団は中野区の支援を受け昭和6 2年2片に設立した。

す蘇及

事業団は、議赠行機関としての理事会（14名）、監査機関として監事（2名）、諮問機関として 

評議員会（14^）及び事務局により構成され運営を行っている。
宝た、事業団を財政的に支援していただく「賛助会員」と行事などr協力いただく『協力員jの制 

度があり、事業団の運営を支えていただぬている。

組織体系
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r登録障精（個人・施設団体）1障害者・障害者団体

勺「・就労支援

•仕事の旨配発注

.作業製品の販就援

•福祉サービス提候 

・交流•ぶれあい事業

.
疔 

一

-
-

F
%

I
務園
・就業を希望する障害者への援助、相談、助言等 

・肉間福趾作設への仕事の魁.分配等の支援 

•障害者の社会活動のための福祉サービスの提供等 

•障害者の社会参加を促進する事業 など

区

・財政的な援助

■tt事の発注

TT
賛蚯員 協力員

・財政的な舷 •行事なと 

お手伝い

3・登錄障害者（団体〉

区内た住所を有する働く意欲のある障害者及が区内た主な作業 ；®設等を有し蓿動してぬる障書者団 

体が登録することができる。登録者たは事業団が就労のための様々な支援を行い、登録団体に対しては 

事業団が主忙受注し走仕事の分配などを行っている。

〇 登録者（団挥）数:個人3 55名、団体• 2堆団体 （平成20年3月31日現在） 

し事業の概要と実績

※那は平成!■ 9年度実績
⑴就業を希望する障害者への支援に関する事業（雇用促進事業）

就業を希望する障害者からの就業相饑対応及び就労の準備のための就業薪訓篠就職準備フェア 

などの支援ととも亡、実際の就労に向けて職場開拓、職場実習支援、定着・生活支援などをジョブ 

寸ーチが中心となり行ってぬる。就労超は、身体障害、知的障害、繪神障害、発達障害、難病な 

ど様々な障窖のある方を対象に行うている。

本事業は主に区かちの委託、補助たより行っている。

平成19耶度は、事業匾の支援等!こより3 9名の方が就職した.

また、平成2 〇年3月末の実就孵数は13 9名となっている。

① 障害養の就業相談

相談件数］6 3 9件（電話、来所相談）

② 就業前訓練

従来、就臃灌備訓練として行ってきていたが、平成2 0年4月に改めて就業前訓純（室）を整 
佛するととも血 訓做指導員を配置し、就労よ向けて'通所訓練生（就黔支擾対象者）の狀憊や作
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槩能力の把握、また社会性を身任村けるための日常的な基廳訓練など逆充実し、実施している。 

訓練生数:延12 7名’（特別支援学校聲からの実習生受入:20名）

③ 知的障害者のための就職準備フェア

ハローワ-クや新宿区、杉並区の就労支援機関と共同し、毎年、中野区勤労福祉会館住執ゝて 

開催しており、乎成:L©年度で?1回目の開催となる。

〇事前オリエンテ-ション

（就職を目指す取組みや心搆えなどの説明会）

麹障害者、保護者及び関係耆等:8 6名
〇職場実習相談会他業担当者と職場実習のための面接）

参加企業:5社、参加障害者:19名
④ 職場奚曾趣や就労側のための定着•生蓿支援など

〇 職場笑習超等回数:3 6 &回
〇 職場訪問件数:4 5].件
〇 職場内支援件数:2 2 4件
〇定着.生活支援

支超醱者数:12 2名、支灘件数:2, 2 31件
〇.たまり場利用者数:延2 6 5名（定着支援の一環としての就職者の交流の場）

⑤ その他

〇 就労支援ネットワークの運営（2 4機関、施設・団体）※次頁参照

〇 区役所庁舎内就畀体験実習:：L 5容. -

〇 ジョブサポーター養成硏修（3回關催） 延参加者软:9 2名

身体・知曲障窖者

x なか、の就労支緩ネットワーク
' ハローワリ

舷センター
< 他の就労支葩関
ヽ— レ

辭機能對定評¢0
ケースワーカー 

スマイル復帰センター

・インテーク 
・趣苛圍の作成

援
助
針
画
会
誰

更
植

*+ ・支損tm作成s協力 
心1・粽能力腕 アゼスメント

も・鯛融睹の備
:・当就設制用署の堪合の同??瞬]镭 

Z ・施設でのリカバリー例樹緞 実翟 
ノ

ハローワーク

・アセスメント

面
按
・
讎
録

・翩昨フェア 
・翩開柘
・晦縉先の紹介

定
簷
・
生

活

養

・山 む釁备

冲 T j*"%

X その他の ・** ・支援舸S作庶への临力
も 社会資源 ? •瞻離腕力等のアセスメント
***»,„„ ..*••* ・潤礪生時の肋f

•当^smii用者の場舍の同怖閒尊

删籍霍回復者

鋼整会離
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【なかの障書者就労支援ネットワークの遐営】

平成I i年4号肥区內障害者聞係施設と就労た関して連携を図るために字ットワークを発足した。

2 4の機関、施設等で構成し、運営会議や共囲受注部会\・.雇用•就労部会などを設置し、「職業 
訓練」『就職後のフォロー」『離職者支援」哄同受注」『利用者の社食適応番力」「職員の交流:研. 

修」「求瞬,雇用主双方の面接会などの実施」「施設・事業所連絡調整］「日常生活支劉 等につ 

いて、連携を図り、障害者の就労支援の推進に取組んでいる。

① 摩害者餾団体•（福祉作藥施設等）に対する社事の分配,提供

〇 区立公園等（4 9か所1の清掃•除草呛障害者福祉冬聲尊（6か所）の建物内・外の清掃な 

どの代事を事業団が区から一括受養し、福祉作業施設等吃分配,提供している。

〇 「声のなかの区報・教育だより」「青もなかの区議会だより」 

宦のなめせす」滾のし滸り」の録音テープ作成業務を事業団が 

区炉ら受注し、視當障害者団体に提供じてい获

② 福祉売店の運営 ・

福祉作業施設等の作業製品の販売を各刼設等から覺託し、中野区役所
本疔舎I階艺 福征売店」を設严販売している他、權々な行專等の機会だも亂 

販売してレゝるQ

また、乎成2 〇年7月から授産施設で製造したパンの贩売を開始した。

〇主な販勰目

織物、小物、雜貨品、カードケース、木工品、和卿品、ジュエリーなど 

副売店の職員は障害者を採用している。

（3） への福曲ービス

① 車いすガイ科ヘルプサービス派遣事業

区登録の車いす利用の肢体不自由者を対象に、ガイド

ヘルパーの派遣を行って讥る。（区受託事業）

〇車いすガイドヘルプ利用登録者数:51名 ^

車かすガイドヘルプ利用回数:546®
〇 車いずガイドヘルパー登録者数:15 5名
〇 車いすガイドへルパ'"講習会を実施し、ガイドへルパ'-の蹇成を奠施

受亭猪:：L1名（内10名希
② 視覚障害静動介護人養成陳京都指定）

中野障害者務護センターの地域生活支援事業の視覚障害者務動介護人の養成旄会を事業団 

が東京都かち指定を受甘実施している■ 

〇 受講者:.9名（資格耽得•契約者:9名）

③ 視覚障害者のための情報提供サービス

「なかの区報」など行政広報紙の鍾音テープを視覚障害者た配布している。

なお、録音テープの作成業務は事業団が区から受注している 

〇発行回験及びテープ作成数

「声のなかの区報■教育だより」:2 4回、3, 2 7 8术
声のなかの区議会だより」:5回、4 6 2本
「貢のないせすj :1I回、19 5¢
「声のし;おり」:1回，8 0本
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④ 中途視覚障害者セミナー

新たな取組みとして、中途障害者、また家族の方が様々な社会資源を活用して、地擁会に参 

加できるような生活を送れるよう、福祉删の提供と就労を考えるためのセミナーを開催する。

平成2 Q年度は,中途視覚障害者セミナーを開催する。（区受託事業）

⑷障害者の嚴や交流、社会参加を雄促跻'る事業

① 障害者社会活動センター蓮営

障害者の自主的な活勤を援助するための障害者社会活動センター（中翳区社会嚮祉会館（スマ 

イルなかの内））の運営を区から受託し、多目的室、会議室、・和室等の施擁供を行っている。 

〇登録団捧数:E2団岸
〇 利用件数・人数・: 4, 3 8 8#. 3 5, 5 0 8人

※活動センター管理業務の職員は障害者を採用•している。

② 障害者団捧の研修轉に対する活動助成轉ひ'?ス派遣事業〉

障害者やその親族の団体、社会福祉隣設等が実施する研修、訓練などの活動でパスを利用する 

場合はバスを派遣する『パス派遣辣」を実施してい即｛区補助事業） 

〇登録団捧:17団体 

〇 利用団体、派助ス台数:"団体、19台
③ 障害者の妬・社会参加を促進する事業

〇納涼のっどい

障害のある人ない人の交流を促進し、啓発を図るための

納涼翕:踊りを実施してぬる。平成19年度は第;！.曲目となる。

（平成19年？月18日｛水）、中野駅前北口広場において開催）

参加者数:約7 7 〇名
〇ユニークダンスを楽しむ区民の集いf隔年実施）

障害のある人ない人がともにダンスを通じ、相互理解を深め合うことを目的た実施している。 

（平成19年12月1日（土）、中野翊労福祉会館 大体育室はおいて開催）

来場者数:3I4名
〇区民ふれあめの集は〔隔年実施）

障害のある人ない人の交流を促進し、啓発を図るため、障害者の方々の蔻能音凛等の舞台発 

表の集いを開催している.

④ 障害者のための技能講習会

主た視覚障窖者団体が開催する川柳等の講習会の講師派道等を趣している。（区受託肄） 

〇開催回数等

川柳（药回）、排句（5回）、民謡（8回）、三味線（8回）、欝!（2回）

受講者数:各回2 0塔程度

⑸広報活動や懈提供忙かかわる事業

障害者の就労や社会参加の促進に関する各蠶情報の提供や 

事業団活動のPRを行ってはも

〇 『ホームペ・'-ジの運用」

ち^ア齐レス h仇D：//wwff. n-nikon迂g. ojtf

〇 『事業団だより」の発行:年2回発行
〇 『なかの区報」等への揭載（随時） など
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「施設外就労」への支援策

!ゝ施設外就労加算（20年度湛金事業-21年度:報酬による対応）

施設外（企業内等）の現場での作業•訓練が、利用者の就労移行や工賃（賃金）の引き上げを図る1 

ために有効であることから、報酬により評価。（平成21年4月〜）

対象事業:就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型

【企業A】 

利用者6人:職員1人

（実施例）

.【就労継続支援B型】 

定員30人 

利用者:30人:職員:5人

」施設外での作業し— 

r ⑵名）

・ 施設外就労による利用定員の取扱い

本休施設の定員の7割まで施設外就労の利用者 
とすることが可能（定員の7割が上限）

※職員配置も増員した利用者数に準じる
（例）30人定員の場合
最大で51人（30人+21人）までの利用が可能となるー_必

【企業B】 

利用者6人:職員1人

»【企業C】

利用者3人:職員1人

【企業。】

利用者6人:職員1人

了"施昨WKペ
し戶議綢延汀展 

二】卡日痕述〇。単位「喰 

工上:こ:礁W6i麻】れ

ユニ》ト単位で実施* 1.パ
.Iユニット依利用者,3久以三;： 

•・ユニットミと低職員を配置”"1 
「（本休处職:員:配置ito - ；•：;

2施設外就労等による一般就労移行助成事業（障害者自立支援対策臨時特例交付金（基金事業）） 

施設外就労•施設外支援によって一般就労した実績に応じて助成。

対象事業:就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
補助単価:就労した利用者・I人あたり1〇万円（1回限り）（平成20年度~23年度）
_ _________ ___ — — — — — — — —— — —— —— — — —— — — — il———— — — — —1————— — — 1 = 1——— — M ■■ ■ V ■■■ ■ ■■ ■ ■__■ ■・ヱ■ ■ UM M ■■■ V ■ V ■ W.H ■ ■. ■ vA V. ■• ・・・・▲ ・ JI 4 ・・



（関連資料6）

平成19年度工賃（賃金）公表状況

事業所（施設）ごとに公表している都道府県一覧

都道府県 工賃を公表しているHPアドレス

北海道 http://www.prefhokkaido.lgjp/hf7shf/ko-chin.htm ,

秋田県：
http://www.pref.akita.lgjp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1236215276219&S 
iteID=0

茨城県
http://www.pr 巳 f.ibarskijp/bukyoku/hok 巳 n/shofuku/kikaku/syuLirciu/koLiGhin/igkouchirijisweki 
/19kouchin.htm

栃木県 http://www.pref.tochigijp/shogai/ssgr/sitei.htm

千葉県 http:// www.prefchiba」&jp/wyozoku/c_syoufiiku/ syurouYkouhyou.htm

東京都 http://www.fukushihoken,metro.tokyojp/shougai/shogai/shiryo/index.html

補奈川県 http://www,prefkanagawajp/osirase/syogaiftjkusi/suisin/koutin/koutin.html

富山県 http://www.pref*toyamajp/cnis_sec/1209/ki00007304.html ■

福井県 http://www.pref.fukui.lgjp/doc/shougai/tingin.html -

山梨県 http://www.pref.yamanashijp/shogai-fks/51586777241.html

長野県 http://www.pref.naganojp/syakai/fukusi/shienhou/6getugakukouchin/getugakukouchin.htm

岐阜県 http://www.pefgifid gjp/pref/s 11226/kouchinup/

静岡県 http://www.pref shizuoka jp/kousei/ko-310/shougaipln/pfan/joho.htm .

大阪府 http://www.pref osaka Jp/shogaifijkushi/syurouZjusan/index-3.html

奈良県 http://www.pref narajp/dd_aspx_menuid-2913,htm

和歌山県 http://www.pref.wakayama.lgjp/prefg/04040〇/

鳥取県 http://www.pref.tottori.lgjp/dd.aspx?menuid=96956

島根県 http://www.shimane.lgjp/life/fukushi/syougai/ichiran/sisetuitiran/kouchin.html

岡山県 http ://www.pref;okayamajp/soshiki/detaiLhtmJ?lif_id=15576

広島県 http://www.pref.hiroshima.lgjp/page/1216796497955/index.html

山口県 http://www.pref.yamaguchi.Igjp/cms/a141OOZjiritsu0O/3iritsuO14.html

徳島県 http://www.preftokushimajp/Generaladmin.nsi7VVMV/b031k0080

'香川県 http://www.prefkagawajp/shogaihukushi/fukushijoho-hp/ ■

愛媛県 http://www.pref ehime jp/h2070〇/1188889_1958.html

高知県 http://www.pref kochijp/^shouga i/osirase/H 20getugakukoutin nkou hyou.htm

佐賀県 http://pref.saga」gjp/w 巳 b/_21524.html

長哺県 http://www,pref.nagasakijp/syogai/koutin/koutin.html

熊本県 http://www2.prefkumamotojp/health/syougaihofoku/content/defaultasp

大分県 http://www.pref oitajp/12500/jiritsu/kouhyou/kochinl 8.html

宮崎県 http://www.pref.miyazaki.lgjp/contents/org/fukushi/ shogai/kouchinjisseki/page00037.html
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（関連資料7）

障害者就菓・生活支援センタ——覧（計206センター）

（平成20年42月現在）

都道［府県 センター名, ，■」 '・J蠢質痣人 「便
号" 

郵
鬣

センター祈在地（詳細）" 電焉番壽

北海道 札幌障がい者就業•生活支援センター たすく （社福）愛和福社会
060
0307

札幌市北区北7条西—18丸増 
ビル301号室

011-728
2000

小樽後志地域障害者就業・生活支援センター ひ 
ろば

（社福）後志報恩会
047
0024 小樽市花04-14-3 0134-31

3636

函館障害者就業•生活支援センター すてつぷ （社福）侑愛会
041
0802 函館市石川町41-3 0133-34

7177
くしろ•ねむる障害者就業・生活支援センター 
ぶれん ｛社福）釧路のぞみ協会

085
0006 釧路市双葉町17番18号 0154-65

6500

十勝地域障害香就業・生活支援センターだいち （社福）慧誠会
080
0016 帯広市西6条南6-3 0155-24

8989

空知障害者就業・生活支援センター ひびき （社福）北海道光生会
072
0017 美唄市東6条南1丁目5-1 0126-66

1071
オホーツク障がい者就業•生活支援センターあお 
ぞち

（社福）川東の里
090
0040 北見市大通西2-1 0157-69

0088

青森県 津軽障害者就業・生活支援センター （社福）七峰会
036
1321 弘前市大字熊島宇亀田184~1 0172-82

4524

青森藤チャレンジド就業・生活支援センター （社福）藤聖母園
03〇- 
0841 青森市奥野2-25-9 017-722

3013

障害者就業•生活支援センター みなと （医）清照会・
031
0041 ハ戸市廿三日町18番地 0178-44

0201

障害者就業•生活支援センター 月見野 （医｝犍誠強
038
2816

っがる市森田町森田月見野474
2

0173-26
4242

岩手県 胆江障害者就第・生活支擾センター （社福）愛護僉・
023
0824 奥州市水沢区泉町9T 0197-51

6306

宮古地区チセレンジド就業•生活支援センター （社福）若竹会
027
0073 宮古市緑ケ丘2番3号 0193-71

1245

盛岡広域障害者就業・生活支援センター （社福）千晶会
020
0015

盛岡市本町通3-19-1岩手県
福扯総合相談センター 2F

019-605
8822 .

一関広域障害者就業・生活支援センター （社福）平成会
029
0131 一関市狐禅寺字石の瀬6卜3 0191-34

9100

久慈地区チャレンジド就業■生活支援センター （社福）修倫会
028
0061 久藤市中央4丁目34番 0194-66

8585
岩手中部障がい者就業•生活支援センター （し 
ごとネットさくら）

（社福）岩手県社会福祉事業団
024
0092

北上审新穀町1丁目4番1号ツイン花ー 
ルプラザ西館2階市民交壷プラザ内

0197-63
5791

宮城県* 石巻地域就業•生活支援センター （社福）石巻祥心会
986
0816 石巻市蛇田字小斎24-1 0225-95

6424
県北地域福祉サービスセンター 障害者就業•生 
活支援センター しink （社福）宮城県社会福祉協議会

989
6162

大崎市古川駅前大通1-5-18ふ
るさとプラザ2階

0229-21
0266

県南障害者就第•生活支援センター「コノコノ」 （社福）白石陽光園
989
0225 白石市東町・"22・33 0224-26

1152

障害者就業■生活支援センター わ~く （社福）宮城県社会福祉協議会
989
2432 岩沼市中央2-5-26 0223-25

4580

秋田県 秋田県南障害者就業•生活支援センター （社福）慈泉会
019
1402 仙北郡美fflIEri?申字下村55-2 0187-84-

3809
ウHルビューいずみ障害者就業・生活支援セン 
夕— （社福）いずみ会

010
0817 秋田市泉菅野2-17-27 018-896

7088

山形県
置賜障害者就業・生活支援センター サポートセ 
ンターおきたま

（社福｝山形県社会福祉事業団
993
0016 長井市台町4 一 24 023B-88-

5357
村山障害者就萋•生活支援センター ジョブサ 
ポートぱる （社福）山形県社会福祉事業団

990
0861 山形市江俣!-9-26 023-682-

021〇・

庄内障害者就業・生活支援センター サポートセ 
ンターかでる （社福）山形県社会福祉事業団

994
0875 酒田市東町1-20-9 0234-24

1236

福島県 いわき障害者就業・生活支援センター （社福）いねき福音協会
970
8026 いわき市平字堂7前2 0246-24

1588

県中地域障害者就業•生活支援センタニ （社福）ほっと福祉記念会
963
8303 郡山市横塚3-4-21 024-941

0570

会津障害者就業・生活支援セリター （社福）若樹会
965
0062

会津若松市神指町大字北四合
字伊丹堂86T

0242-25
2242
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都道府県 ” 吨丄名 ヽ -"J運営法人ゝ 、 郵便
, セJタ厂所在地（詳細厂〔1 いヽ 广r -

電話番号
マむ

相双障害者就業•生活支援センター （社福）福島県福祉事業協会
976
0021

南相馬市原町区金沢宇割田228 
原町学園アフターケアセンター内

0244-22
2471

茨城県 水戸地区障害者就業・生活支援センター （社福）水戸市社会福祉事業団
311
4141 水戸市赤塚1Tミオスビル2階 029-309

6630

慶育会 障害者就業■生活支援センター なかま （社福）慶肓会
308
0811 筑西市茂田1740 0296-22

5532

障害者就業•生活支援センターかい （社福）白銀会
315
0005 石岡市鹿の子4T 452 0299-22

3215 .

障害者就業・生活支援センター がすみ （社）茨城県雇用開発協会
300
0053 土浦市，真鍋新町1T4 029-827

1104
かしま障害者就業•生活支援センターまつぼっ 
くり

（社福）鹿島育成園
314
0032 鹿嶋市宮下2-1-24 0299-82

6464

栃木県
とちぎ障害者就業・生活支援センター 
「めーぷる」

（社福）せせらぎ会
321
0201 下都賀郡壬生町大宇安塚2032 0232-86

8917

両毛圏域障害者就業•生活支援センター （社福）足利むつみ会
326
0032

足利市真砂町1T
拥木県安足健康福祉センター内

0284-44
2268

県北圏域障害者就業•生活支援センター ふれあ 
い （社福）ともぎ健康福祉協会

329
1312 さくら市按野1270 028-G81- 

6633
県東•央圏域障害者就業・生活支援センター 
「チャレンジセンター」 （社福）こぶしの会

321
4305 真岡市荒W111-1 ' 0285-85

8451

群馬県’ 群馬西部地区障害者就業•生活支援センター （社福）はるな郷
370
3106 高崎市箕郷町東明屋676 027-371

8666
障害者就業•生活支援センター 障害者支援セン 
ターわーくさぽーと

（社福）杜の舎
373
0842 太田市細谷町1714-2 0276-32

0400
障害者就業•生活支援センター 障害者支援セン 
ターみずさわ （社福）薫英会

370
3606 北群馬郡吉岡町上野田3480 0279-54

6542
障害者就棄•生活支援センター ワークセンター 

まえばし
（社福）すてつぷ

371
0017

則橋市S吉町A17-1〇剧橋市総 
合福祉会卸階

027-231
7345

埼玉県 障害者就業•生活支援センター ZAC （NPO）東松山障害者就労支援 
センター

355
0013 東松山市小松原BT17-19 0493-24“

5658

障害者就業・生活支援センターこだま （社福）美里会
367
0101 児玉郡美里町矢字小茂田756- 3 0495-76

0055

埼葛北障害者就案・生活支援センター （社福）啓和会
346
00H

久害市青毛？53-1ふれあいセン 
ター久喜内

0480-21
3400

秩父障がい者就業•生活支援センターキャップ （社福）清心会
368
0051

秩父市中村町3-12-23（秩父市 
ふれあいセンター内）

0494-22
2870

障害者就業•生活支援センタl CSA （社福）あげお福扯会
362
0075 上尾市柏座1-1-15プラザ館5階 048-767

8991

障害者就業•生活支援センター 遊谷 （社福）熊谷確福祉会
360
0041

熊谷市宮町2-65熊谷市立障害 
福祉会館2喈

048-599
1755

千葉県 障害者就業•生活支援センター あかね園 （社福）あ◎るの会
275
0024 習志野市茜浜3-4-5 £)47-452- 

2715
障害者就業・生活支援センター千葉障害者キャ 
リアセンター

（NPO）ワークス未来千葉
261
0002 千葉市美浜区新港43番地 043-204

2385

障害者就業・生活支援センター ビック「ハート （社福）実のリの会
277
0005 柏市柏1-1-11ファミリ柏3F 04-7168

3003

東総障害者就業•生活支援センター” （社福）ロザリオの聖母会
289
2513 旭市野中3825 0479-60

0211
障害者就業・生活支援センターふる里学舎地域 
生活支援センター

（社福）佑啓会
290
0265 市原市今S1110-1 0436-36

7611
障害者就業•生活支援センター就職するなら明 
朗塾

（社福）光明会
285
0026 佐倉市鏑木仲田町9-3 043^235- 

7350

東京都
障害者就業・生活支援センター ワーキング・卜 

ライ
1社福）ジェイ•エイチ・シイ扳橋 174

0072 板橋区南常盤台2-1-7 03-5986
7551

障害者就業•生活支援センター アイ-キャリア
（NPO）障害者支援情報セン 
ター

158
0091

世田谷区中HT2-21-12なかまち 
忖POセンター306号

03-3705
5803

障害者就業•生活支援センター オープナー （社福）多摩棕擱亭協会
186
0003 国立市富士見台!-17-4 042-577

0079

障害者就業・生活支援センター WEL' S TOKYO (NPO)WEL'S 新木場 101
0054

千代田区神田錦町3-21ちょだ 
プラットフォームスクエア1036

03-5281
2345

障害者就業•生活支援センター TALANT （NPO）わかくさ福社会
192
0081

ハ王子市横山町25-9ッカキスク 
エア3階

042-648
327B
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•壽嘉;:.
神奈川県 障害者支援センター ぽけっと （社福）よるべ会

250
0851

小田原市曽比!7S6-1オークブ 
ラザ"

0465-39
2007

よこすか障害者就業•生活支援センター
（社福）横須賀市社会福祉事業 
囱

238
0041 横須賀市本町2T 046-820

1933
障害者就業•生活支援センター サンシティひら 
っが

f社福）進和学園
254
0041 平塚市浅間町2-20 0463-37

1622

新潟県 障害者就業■生活支援センター こしじ （社福）中越福祉会
949
5406 長岡市浦4712-1- 0258-92

5163

障害者就業■生活支援センター ハート （社福）県央福祉会
955
0845 三条市西本成寺1T8-8 0256-35

6692

障害者就業•生活支援センターアシスト （社福）のぞみの家福祉会
957
0053 新発田市中央町3-1-1 0254-23

1937

障害者就業•生活支援セジター さくら （社福）きくら園
942
0004 上越市西本町—8T 025-545

2365

障害者就業•生活支援センター らいふあっぷ （社福）更生慈仁会
950
2076 新潟市西区上新栄町3-20-18 025-250

0210

富山県 富山障害者就業•生活支援センター （社福）セーナー苑
939
2298 富山市坂本3110 076-467

5093

高岡障書者就業・生活支援センター （社福）たがおが万葉福祉会
933
0935

高岡市博労本町斗T高岡市ふ
れあい福祉センター 2階

0766-26
4566

新川障害者就業•生活支援センター （社福）新川むつみ園・
939
0633 下新川郡入善町浦山新2208 0765-78

1131
砺波障害者就業・生活支援センター 
障がい者サポートセンター きらり

（社福）渓明会
939
1374 砺波市山王町1-2 4号室 0763-33

1552

石川県 金沢障害者就業•生活支援センター （社福）金沢市社会福祉協議会
920
0564

金沢市高岡町?-25金汎市松ヶ 
枝福祉館内

076-231
3571

こまつ障害者就業・生活支援センター （社福）こまつ育成会
923
0942 小松市桜木町96-2 0761-21

8553

福井県
福井障害者就業•生活支援センター ふっとわー 
く

（社福）福井県福祉事業団
910
3623 有井市島寺町67-30 0776-98

3747

嶺南障害者就業•生活支援センター ひびき （社福）敦賀市社会福祉事業団
914
0135 敦賀市長谷47-21 0770-20

1236

山梨県 障害者就業•生活支援センター 陽だまり （社福）八ヶ岳名水会
403
0025 北杜市農坂町長坂下条1368-1 0551-32

0035

すみよし障がい者就業•生活支援センター （財）拄吉病院
400
0851 甲府市住吉4 丁目“-5 055-221

2133

長野県
上小地域障害者就業・生活支援センター S H A 
KE （社福）かりがね福祉会

386
0012

上田市中央3-5-1上田市ふれ
あいセンター 2階

0268-27
2039

松本圏域障害者就業•生活支援センター あるぷ （社福）安曇野福祉協会
399
8205 安曇野市豊科4156-1 ' 0263-73

4664

長皤圏域障害者就業・生活支援センター らイズ' （社福）ともいき会
380
0835

長野市大字南長!?新田町1485-
!もんせんプラザ4階

026-214
3737

飯伊圏域障害者就業•生活支援センター ほっと 
すまいる

（NPO）飯伊圏域障害者総合支 
援センター

395
0024 飯田市東栄雖3108—1 0265-24

3182

障窖者就業•生活支援センター 佐久 ｛社福）佐久コスモス福祉会
385
0051 佐久市中込3100-3 0267-64

6644
上伊那圏域障害者就業•生活支援センター きら 
りあ

（社福）伊那市社会福祉協議会
396
0021 伊那市伊那1499-7 0265-74

5627

北信圏域障害者就業・主活支援センター （社福）咼水福祉会
389
2254 飯山市南町19-8 0269-62-

1344

岐阜県 岐阜障害者就業・生活支援センター （社福）岐阜市社会福祉事第団 500
8876

岐阜市日ノ出町2-5-2ハヤシビ
ル2F *

058-266
4757

山ゆり障害者就業・生活支援センター （社福）飛驛慈光会. 506
0054

高山市岡本町!-100-5玉井ビル
1F

0577-32
6280

ひまわりの丘障害者就業•生活支援センター ｛社福）岐阜県福祉事業団
501
3938 関市桐ヶ丘3丁目2番地 0575-24

5830

西濃障がい者就業•生活支援センター （社福）あゆみの家
503
2123 不破郡垂并町栗原2066-2 0584-22

5861

静岡県
静岡中東遠障害者就業•生活支援センター ラッ 
ク

（社福）明和会
437
0062 袋井市泉町2-10-13 0538-43

0826

障害者就業h生;舌支援センター だんだん 低）至空会
433
8101 浜松市北区三幸町201-4 053-420

0802
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障害者就業•生活支援センター ひまわり （社福）あしたか太陽の丘
410
0312 沼津市原!418-48 055-968

1120

富士障害者就業•生活支援センター チャレンジ （社福）誠悟会 ，
417
0801 富士市大渕2075-3 0545-35

1148

障害者就業・生活支援センター ぱれっと （社福）ハルモニア
426
0066 藤枝市青葉町2-11-1 054-637

2111

障害者就業•生活支援センター さっき （社福）明光会
421
1211 静岡市葵区慈悲尾む〇

054-277-
3019

愛知県 豊橋障害者就業'生活支援センター （社福）岩崎学園
440
0022

豊橋市岩崎町字利兵72-2岩崎 
通勤寮内'

0532-69
1321

知多地域障害者就業-生活支援センター ワーク （社福）愛光園
470
2102 知多郡東浦町緒川学寿久茂129 0562-34

6669

なごや障害者就業・生活支援センター （社福）共生福祉会
453
0012

名古屋市申村区井深町15-17
泉第一ビル2階

052-459
1918

西三河障害者就業•生活支援センター r輪輪」 （社福）愛恵協会
444
3511 岡崎市舞木町字山中町121 0564-27

8511
尾張北部障害者就業•生活支援センター「よう 
わ』

（社福）#楽福祉会
487
0031 春日井市廻間町字補屋洞703-1 0568-88

5115
尾張西制障害者就業・生活支援センター 「す 
ろ""ぷ」

（社福）樫の木福祉会
494
0012 一宮市明地字上平35T 0586-66

6822 -

三重県! 期日市障害者就業・生活支援センターー
（社福）㈣日市市社会福祉協議 
会

510
0085 四日市市諏訪阳2-2 Q593-54-

2550

伊勢志摩障害者就業•生活支援センター ブレス （社福）三重済美学院
516
0077 伊勢市宮町1-5-20 0596-20

6525

鈴鹿電山障害者就業•如活支援センター あい （社福）和順会
513
0801

鈴鹿市神戸1-18-18鈴鹿市役所
西館2階

059-381
1035

伊賀圏域障がい者就業・生活支援ゼンター ジョ 
ラサポートハオ （社福）名張育成会

518
0603 名張市西原HT2625 0595-65

7710

障害者就業•生活支援センター そういん （医）北勢会
511
0061 桑名市寿BT1-11 0594-27

7188
松阪・多気地域障がい者就業・生潜支援センター 
マーペ ル （社福）敬真福祉会

515
0812

松坂市船江町価2-3松坂ショッ 
ピングセンター『マーム」1階

059B-50-
5569

滋賀県 障害者雇用•生活支援センター（甲賀） （社福）しがらき会
523
0012 甲賀市水口町暁3-44 0748-63

5830

湖東地域障害者就業・生活支援センター （社福）ひかり福祉会
522
0088

彦抿市銀座町6T0平和堂彦根 
銀座店3階

D749-21-
2245

おおつ障害者就業•生活支援センター
（NPO）おおつ『障害者の生活 
と労働」協議会

520
0044 大津市京町3-5-12森田ビル1F 077-522

5142

湖西地域障害者就業•生活支援センター （社福）ゆたか会
520
1632 高島市今津町桜町2-3-11 0740-22

3876

湖南地域障害者就業•生活支援センター
（財）滋賀県障害者雇用支援セ 
ンター

524
0037

守山市梅田町2-1-217（セル 
パ守山内）

077-583
5979

東近江圏域障害者就業•生活支援センター （社）わたむきの里福祉会
523
0891

近江八幡市鷹飼町571平和堂近 
江ハ幡店5F

0748-36
7999

京都府 京都障害者就業•生活支援センター （社福）京都障害児福祉協会
603
8234

京都市北区紫野下若草町论番 
地京都市若草寮2F.

075-417
1233

障害者就業•生活支援センターはぴねす （社福）南山城学園
611
0033 宇治市大久保町北ノ山仙-10 0774-41

2661

障害者就業•生活支援センターわがば ｛社福）みずなぎ学園
625
0014 舞鶴市字鹿原772-1 0773-65

2071

障害者就業•生活支援センター「あん」 （社福｝京帝ライフサポート協会
619
0204 木津川市山城町上狛前畑12-8 0774-86

5056

なんたん障害者就業・生活支援センター （社福）松花苑
G21-
0018 亀岡市大井町小金岐北浦］6 0771-24

2131

大阪府 大阪市障害者就業•生活支援センター
（社福）大阪市障害者福祉•ス
ポーッ協会

547
0026 大阪市平舁区喜連西4-7-19 06-4302

8977

北河内東障害者就業・生活支援センター （社福）大阪知的障害者育成会
574
0036

大東市末広RT15-6支援セン 
ターさくら内

072-871
0047

南河内南障害者就業・生活支援センター
（社福）大阪府障害者福祉事業 
団

586
0024 河内長野市西之山町2-21 0721-53

6093
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すいた障害者就業・生活支援电ンター （社福）ぷくぷく福祉会
564
0031 吹田市元町1415丸ニビル1階 06-6317

3749

高槻市障害者就業•生活支援センター （社福）花の会
569— 
0071

高槻市城北町!-7-16リーペン
城北2F

072-662
4510

ハ尾■柏原障害者就集・生酒支援センター （社福）信貴福祉会
581- 
0853 ハ尾市楽音寺1-84 072-94〇- 

1215

とよなが障害者・就業•生活支援センター
（NPO）豊中市障害者就労雇用 
支援もター

561
0872

豊中市寺内!-1-10 ローズコミュ 
二ティ-篠瑜1F

06-4866
7100

東大阪市障害者就叢•生活支援センター
（社福）東大阪市社会福祉事業 
団

577
0054 東大阪市高井田元HT1-2-13 06-6789

0374

南河内北障害者就案・生活支援センター （社福）ふたかみ福社会
583
0856

羽曳野市白鳥3-143セシル古市
103

072-957
7021

枚方市障害者就業・生活支援センター （社福）であい共生舎
573
8666

枚方市大垣内町2T - 20枚方市 
役所別館1階

090-2004
2188

寝屋川市障害者就業・生活支援センター （社福）光輝会
572
0332 寝屋川市本町1-2 072-B22- 

0502

泉州中障害者就業•生活支撮センター （NPO）あいむ
597
0072 貝塚市畠中!-3-10 072-422

3322

茨木・摂津障害者就業・生活支援センター （社福）摂津市社会福祉事業団
566
0062

摂津市鳥飼上5-2-8ふれあいの 
里内

072-653
1212

北河内西障害者就業•生活支援センター （社福）明日葉
571
0057 門真市元町20-26 06-6900

3988

泉州北障害者就業•生活支援センター
（NPO）チヤレンジド・ネットいず 
み

594
0032 和泉市池田下町!341-12 0725-26

0222

泉州南障害者就業•生活支援センター
（NPO〉障害者自立支援センター 
ほっぷ•

598
0062

泉佐野市下瓦^222-1
泉佐野人擢文代センター 2階

072-463
7867

豊能北障害者就業-生活支援センター （財）箕面市障害者事業団
562- 
0015

箕面市稲1丁目11番2号 
ふれあい就労支援センター 3階

072-723 
8801

堺市障害者就業・生活支援センター
（NPO）堺市障害者就労促進協 
会

590
0141 堺市南区桃山台1一23 —1 072-292

1820

兵庫県 加古川障害者就業•生活支援センター （社福〉加古川はぐるま植祉会
675
0002 加古川市山手1-11-10 0794-38

8728

神戸障害者就業・生活支援センター （社福）神戸聖隸福祉事業団
652- 
0397 神戸市兵庫区駅南通5-1-1 078-672

6480

西播磨障害者就業■生活支援センター （社福）兵庫県社会福祉事業団 678
0252 赤穗市大津1327赤穂精華園内 0791-43

2091

淡路障害者就業•生活支援センター （社福）兵庫県社会福祉事業団
656
1331 洲本市五色町都志大日707 0799-33

1192

姫路障害者就業•生活支援センター
（財）姫路市障害者職黛自立セ 
ンター

670
0074 姫路市御立西5-6-26 0792-91

6504

奈良県 なら障害者就業•生活支援センターコンパス （社福）寧楽ゆいの会
630
8115

奈良市大宮町3-5-35アクティブ
宝泉ビル5階

0742-32
5512

なら東和障害者就豁生活支援センターたいよう （社福）大和会
633
0091

桜井市桜井232ヤガビル3階 
302号室

0744-43
4404

なら西和障害者就業・生活支援センターライク （社福）ちいろば会
636
0802 生駒郡三御阿三室1丁目13-32 . 0745-51

2001

和歌山県 紀南障害者就業・生活支摄センター （社福）やおき福祉会
646
0061 田辺市上の山2-23-52 0739-26

8830

障害者就業・生活支援センター つれもて （社福）一麦会’
640
8123 和歌山市三沢W3-40 073-427

8149
紀中障害者就業•生活支援センター わーくねっ 
と

（社福）太陽福祉会
644
0011 御坊市湯川BT財部726-9 . 0738-23

1955
東牟婁圏域障害者就業•生活支援センター あー 
も

（社福）和歌山県福祉事業団
647
0041 新宮市野田1-8 0735-21

7113

伊都障がい者就業-生活支援センター （社福）荀憩会
648
0074 橋本市野5T 0736-32

8246

鳥取県 障害者就業・生活支援センターしゅーと （NPO）すてつぷ
683
0064

米子市道笑BT2-126桑本ビル1 
階

0859-37
2140

障害者就業・生活支援センター しらはま f社福）鳥取県厚生事業団
689
0201 鳥取市伏野2259-17 ■ 0857-59

6060

障害者就業■生活支提センター くらよし （社福）鳥取県厚生事業団
682
0806 倉吉市昭和町1丁目156 0858-23

8448
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 センター所在地（詳糾 ,w

島根県 島根西部障害者就業・生活支援センター レント （社福）いわみ福祉会,
697
0027 浜田市殿町

0855-22
4141

障害者就業•生活支援センターリーフ （社福）親和会
699
0822 出雲市神西沖町2476-1 0853-43

0189

松江障害者就業•生活支援センター ぷらす （社福）桑友
690
0063 松辽市寺町89 0852-60

1870
益田圏域障害者就業•生治支援センターポ 
ケットプラザ

（社福）精望の里福祉会
698
0003 益田市乙吉町・f110-1 0856-23

7218

雲南障害者就業•生活支援センター アーチ （社福）雲南広域福祉会
690
2405 雲南市三刀屋町古城45—6 0854-45

3150

岡山県 岡山障害者就業•生活支援センター （社福）旭川荘
703
8555 岡山市祇園地先

086-275
5697

倉敷障害者就業・生适支援センター （社福）倉敷市総合福社事業団
710
0834

倉敷市笹沖店〇 くらしき健廣福 
祉プラサ

086-434
9886

津山障害者就業・生活支援センター （社福）津山社会福祉事業会
708
0841 津山市川崎帖54 0868-21

8830

広島県 みどりの町障害者就業•生活支援センター （社福）みどりの町
729
1322 三原市大和BT箱川14702 0847-34

1375

東部地域障害者就業•生活支援センター （社福）静和会
726
0012 府中市中須町!550-1 0847-4G-

2636

広島中央障害者就業•生活支援センター ・ （社福）つつじ
739
0133 東広島市八本松町米満461 082-497

0701

広島障害者就業・生活支援センター （社）広島県手をつなぐ育成会
733
0004 広島市西区打越町!7-27 082-537

1132

山口県 光栄会 障害者就業•生活支援センター （社福）光栄会
755
0072 宇部市中村3T2-52 0836-36

7571

なごみの里 障害者就業•生活支援センター （社福）下関市民生事集助成会
759
6602 下関市大字蒲生翳字横田250 083-262

2116

鳴滝園障害者就業■生活支援センター デパール （社福）ほおの木会
753
0212 山口市下小靖字大道22877 083-902

7117

徳島県 障害者就業・生活支援センター『わーくわく」 （社福）愛育会
771
0214

板野郡松茂町満穗字満穂開拓
50-5

088-699
7523

障害者就業・生活支援センター「奢藏山荘』 （社福）池田博愛会
778
0020 三好市池田BT州津井関1121-1 0083-72

2444

障害者就業・生活支援センター 「よりそい」 （社福）柏濤会
779
2303

海部郡美液町北河内字本村
344-1

0884-77
0434

香川県 障害者就業•生活支援センター 共生 （社福）惠愛福祉事業団
769
2702 東が那わ市松原!331-5 0879-24

3701

障害者就業・生活支援センター オリーブ （社福）あゆみの会
761
8058 高松市勅使町398-18 087-869

4649

障害者就業•生'活支援センター くばら （医）三愛会
763
0073 丸亀市柞原町189T 0877-64

6010

障害者就業•生活支援センターつばさ （社福）三豊広域福祉会
768
0014 観音寺市流岡町？50-1 0875-23

2070

愛媛県 えひめ障害耆就業・生活支援センター ｛社福!愛媛県社会福祉事業団
790
0843 松山市道後町2-12T1' 039-917

8516

障害者就業・生活支援センターあみ （社福）来島会
794
0028 今治市北宝来町2-2-12 089B-34-

8811

高知県 障害者就業■生活支援センターラポー/レ
（社福）高知県知的障寒者育咸; 787

0010 四万十市古津賀1409 GBB0-34-
6673

高知障害者就業•生活支援センターシャイン （社福）太陽福祉会
780
0935 高知帀旭町2-2卜6 088-822

7119

障害者就業■生活支援センターゆうあい ｛社福）高知県知的障害者育成 783
0005 南国市大埔乙2305 088-854

9111

福岡県 北九州障害者就業•生活支援センター
（社福）北九州市手をつなぐ育 
成会

804
0067

北九州市戸媼区汐井町17ウェ 
ルとばた2F

093-871
0030

障害者就業•生活支援センター「デュナミス」 （社福）上横山保育会
834
0115

ハ女郡広川町大字新代わ10グ 
ランセラーカ階A号室

0943-32
4477

福岡県央障言者就業•生活支援センター （社福）鞍手ゆたか福祉会
822
0024 直方市須崎町16-19 0949-22-

3645

障害者就業•生活支擾センター野の花 （社福）睁の花学園
810
0044 福岡市中央区六本松1-2-22 092-713

0050
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障害者就業■生活支援センターじゃんぷ （社福）豊德会
825
0004 田川市大字夏吉4205-3 0947-23

1150

佐賀県 たちばな会 障害者就業・生活支援センター （社福）たちばな会
849
1422 媚野市塩田町大字谷所甲1388 0954-66

9053

障害者就業•生活支援センター もしもしネット （社福）若楠
841
0005 鳥栖市弥生が丘二丁目134番地 0942-87

8976

障害者就業•生活支援センター きぼう （社福｝あやめ会
847
0033 唐津市久里2073-2 0955-78

1020

長!®県 長崎障害者就叢•生活支援センター （社福）南高愛隣会
854
0024

諫早市上町口 -5 （わl くがんまち 
内）

0957-35
4887

長崎県北地域障害者就業-生活支援センター （社福）民生会
857
0322 北松浦郡佐々町松瀬免109-2 0956-62

3844

障害者就業・生活支援センターながさき （社福）ゆうわ会
850
0876 長崎市賑町5番29号 095-832

2080

熊本県 熊本障害者就業・生活支援センター
（社）熊本県高齢・障害者雇用 
支援協会

860
0844

熊本市水道町8-6朝日生命熊 
本ビル3階

096-320
8001

熊本県南部障害者就業・生活支援センター「結」 （社福）慶信会
866
0876

ハ代市田中西ST15-15ナイスビ 
ルB号室

0965-35
3313

熊本県北部障害者就業•生酒支援センター がま 
だす

（社福）菊愛会
861
1306 菊池市大淋寺288-1 0968-25

1899
熊本県有明障害者就業•生活支援センター きず 
な

（医）信和会
865
0064 玉名市中4 6-4 0968-71

0071

大分県 障害者就業・生活支援センター大分プラザ （社福）博礎会
870
0029

大分市高砂町2-50オアシスひ 
ろば213階

097-514
3300

障害者就業•生活支援センター サポートネット 
击まい2 （社福）大分県社会福祉事業団

879
0471 宇佐市大字四日市!574-1 0978-32

1154

障害者就業・生活支援センタ.一はきの （社福）大分県社会福祉事業団
877
0012 日田市淡窓1-68-3 0973-24

2451

豊肥地区就業■生活支援センター つばさ （社福）紫雲会
879
7111 豊後大野市三重町赤嶺1927-1 0974-22

0313

宮.!崎県 みやざき障害者就業;生活支援センター （社福）宮崎県社会福祉事業団
880
0930

宮崎市花山手東3-25-2宮崎市
総合福祉保健センター内

09&5-63-
1337

のべ希か障害者就業・生活支援センター （社福）高和会
882-
033G 延岡市恒富町4166 0982-20

5283

こばやし障害者就業・生活支援センター （社福）燦燦会
886
0008

小昧市本町32 0984-22
2539

鹿児島県 かごしま障害者就業;生活支援センター （社福）鹿児島県社会福祉事業 
団

899
2503 日置市伊集院町妙円寺1-1-1 099-272

5756

おおすみ障害者就業」生活支援センター （社福）天上会
893
0006

鹿屋市向江町29番2号 
鹿屋市社会福祉会館内

0994-35
0811

沖縄県
障害者就業・生活支援センター ティーダ&チム 
チム

（社福）名護学院
905
0006 名護市字宇茂佐943 09B0-54-

8181

中部地区障害者就業•生活支援センター （社福）新栄会
904
0033 沖縄市山里2-1-1 098-931

1716

南部地区障害者就篥•生活支援センター しご 
と•せいかつ支援センター群星（むりぶし）

（社福）伊集の木会
920
0061

那覇市字古島12Tビュアパレ 
ス黒潮309

098-941
5008
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垂舉入所遴ぬ趣嗾生活歎函^^行に睡奏遹〇溉1E应屣滚綴ま:必!1

1入所者の推移

<H19.10.1現在〉

入所者数「132,966人
<H20.10.1現在〉

□仃99人］

A0.9%(A1,16? 人)

:〇対象施設 :
;(1)身体障害者療護施設 !
；(2)身体障害者入所授産癒設 :
:(3)知的障害者入所更生施設 : 
:(4)知的障害者入所授産施設 ; 
:(5)精神障害者入所授産施設 ! 
:(6)身体障害者入所更生施設 1 
:(7)精神障害者生活訓練施設 :
■ (8)障害者支援施設 !

2施設退所後の居住の場の状況

(1)退所者の居住の場の内訳

地域生活移行
他入所施設 

(障害)

他入所施設 

(老人)

地域移行型 

ホー厶
病院 その他

計|

▲4,754人 ▲ 1,164 人 ▲350人 ▲42人 A1.45?人 A 1,568人 A9,335人•
(50.9%) (12.5%) (3.7%) (0.4%) (15.6%) (16.8%) 8,168 A

新規入所者

(2)地域生活への移行状況 
<H19.10.1^H20.10.1>

地域生活へ移行した者 二臥章铁空爲 X6%(H19.10.1入所者数をベースとして地域生活へ移行した割合)
I ヽ'. ，ゝ ・■' '' "■ :ヽ _ - -r' ■' ■ :r * 1

〈地域生活へ移行した者の住まいの場の内訳〉

共同生活介護 共同生活援助 福祉ホーム 通勤寮(旧法) 一般住宅(①) 公営住宅(②) 家庭復帰除◎ その他

1,557X(32.8%) 595人(12.5%) 107 人(2.3%) 43 人(0.9%) 734X(15.4%) 97人(2.0%) 1,525人(32.1 %) 96 人(2.0%)

(

隘

ISM

輩 8
)



施設入所者の地域生活への移行に関する状況について②

3地域生活八移行した者の日中活動の状況

〈地域生活へ移行した者の日中活動の内訳〉

生活介護
自立訓練 

（機能訓練厂

自立訓練 

〔生活訓練）
就労移行支援

就労継続支援 

A型
就労継続支撮

B型
旧休系施設

（授産）

旧体系施設 

（授産以外）

581人 33人 128人 267入 38人 641人 397人 316人
(12.2%) (0.7%) (2.7%) (5.6%) (0.8%) (13.5%) (8.4%) (6.6%)

地域活動支援 

センター
一般就労 能力開発校

能力開発校 

以外の学校

精神科 

ディケア等
その他の活動 未定 不明

144人 567人 15人 36人 438人 356人 400人 397人
(3.0%) (11.9%) (0.3%) (0.8%) (9.2%) (7.5%) (8.4%) (8.4%)

4施設入所前の居住の場の状況

（1）新規入所者の入所前の内訳

地域生活
他入所施設 

（障害）

他入所施設. 

（老人）

地域移行型 

ホーム
病院 その他 計

3,149 人(38.6%) 1,596人〔19.5%) 69 人(0.8%) 12 人(0.1%) 2,852A (34.9%) 490人(6.0%) 8,168 人

（2）地域生活の内訳

共同生活介護 共同生活援助 福祉ホーム 通勤寮（旧法） 一般住宅（①） 公営住宅（②） 家辰®@を赊く） そめ他

159 人(5.0%) '94人(3.0%) 12 人(0.4%) 22 人(0.7%) 563(17.9%) 43 人(1.4%) 2,133(67.7%) 123 人(3.9%)



【参考(前回調査:〜H19.10.1)】

1入所者の推移

入所者数

A0.3%(A389人)

:〇対象施設
I (1)身休障害者療護施設
I (2)身体障害者入所授産施設
；(3)知的障害者入所更生施設
:(4)知的障害者入所授産施設
；(5)精神障實者入所授産施設
■ (6)身体障害者入所更生施設
:(7)精神障害者生活訓練施設
! (8)障害者支援施設
!※点)及び(7)は、地域生活移行者と 
■して障害福祉計画に計上した場合。

(H17.10.!現在〉 (H19.10.1現在〉

畑紺阪 玉38掐2®沢

—
1
0
8
—

2施設退所後の居住の場の状況

(1)退所者の居住の場の内訳

地域生活移行
他入所施設

(障害)

他入所施設 

(老人)

地域移行型
病院 その他 計

A9,344人
(49.3%)

▲2,967人
(15.7%)

▲662人
(3.5%)

▲90人
(0.5%)

▲2,474人
(13.1%)

A3,408人 

(18.0%) A18,945人

新規入所者

18,556人

(2)地域生活への移行状況
〈H仃.10.1—H19.10.1〉

地域生活へ移行した者 幽•连迖/玄O%(H17.10.1A所者数をベースとして地域生活へ移行した割合)

〈地域生活へ移行した者の住まいの場の内訳〉

共同生活介護 共同生活援助 福祉ホーム 通勤寮(旧法) 一般住宅 公営住宅 自宅(家庭復帰) その他

2270人(24.3%) 1661人(17.8%) 195 人(2.1%) "2 人(1.2%) 1072^(11.5%) 190 人(2.0%) 3642人(39.0%) 202人(2.2%)



[ グル—ノホ—ム・ク"尸ホ——厶の体験入居 P

1
7

0
9

—

連続3Q日以内がつ年50日以内

通常の単価を算定

※入院時支援加算等については、施設入所者が体験する場合、入院中は施設側 
が支援を行うため、グループホーム等では加算を算定しない。

※経過的居宅介護利用型共同生活介護事業所等については、 
個別]支援計画の作成義務がないため、体験の対象外。

1【加算】

!〇福祉専門職員配置等加算

!〇夜間支援体制加算・夜間防災体制加算

;〇重度障害者支援加算

!〇日中支援加算

;〇医療連携体制加算

■〇地域生活移行個別支援特別加算等

(

醞M
M

鞏 9
)

；・ケアホーム675単位〜324単位（障害程度区分別）； 

；■グループホー;ム287単位 :

!※世話人の配置数に関わらず一定の単価。 !

※入院-外泊時加算又は

帰宅時支援加算等を算定



稱t绘支援奎必要とする矯正施辭を退所じだ障害者の地域移行に©いて

基
金
事
業

※地域生活定着支援センター 

等からの受入依頼を受け、受 

入調整を行った場合に基金及 

び報酬で評価

(

醞W
M

進
〇)



宿泊型自宣訓練"ジ 御）

※移行の例であり、他にも様々な移行形態がありうる。



サービス利用!+画作成費の支給対象の例示（平成21年4月〜）

I1.障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者。 ; 

:2.単身世帯の者等、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うことが困難である者。; 

!3.重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けることができる者。 |

1.障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者

障害者支援施設 

共同生活介護（援助） 

精神科病院 也g

（1）住環境の変化

地
域
生
活
へ
の
移
行

早 （2）生活環境の変!t
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家
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の
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化

(

濫
湛
洲
輩
お)

利用者のライフステージの変化により、一定期間集中的な支援が必要である者ラ
イ
フ
ス
テ
—
ジ
の
変
化



2.単身世帯の者等、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うことが困難である者

単身者

家族が障害“疾病 

家族が要介護扶務

家族による放置、無理解、無関心

ゝ

3.重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けることができる者

重度障害者等包括支援の対象者

・か;• • m・ハフ・空が2：：'；=•_? ；• -• - - - ■
- - •: •叮；-• *m：卫類也型よ ゝ 癒^ 定

孺管切険佯5人工呼吸器!こ=1湖吸管理を行ってし话 
说.F - '.'. 1 ^

•筋ジストBイコ・脊槪傷

-fALS ■遷雖鳶®〇1等「

样營町^mg頰翳啲!®諮、一 " .H龜“ "・重症4$^傅疇 / "等

ゝ^^分昭^!^購^  ̂腮魏段fz＞资轍齿 壬嗨": ち強團卿”'“等

银7ご卡刊鬲部画 

厂縮就/け開魯ド 

も・* , ” （■・穿rレ

^1!

罰 

※畫度障害者等包括支援の 妥 

給決宦を巽けてい:る者は対象外

口匸I i~iグループホームに居住

居住開始
平成21年4月 

対象者拡大

:―で汀1宾w汁レエ:；;疥匸［

i 码一打諭嘉む耶亦罰打 

.1旱・ .目填正面/,I

伽"厂二「廿一匚r园イ和 

ハf« ・ゴ壬:九丁ねr r屯し』泸J / ,討

生
活
の
安
定

※グループホームに居住したことによる

住環境の変化の他、居住中に起こった変 

化（就職等）も対象となる。



「サービス管理責任者」の経過措置

実務経験

障害者の直接支援"相談支援などの 

業務（5〜10年）。

※法施行前からグループホーム、ケアホーム、 
児童デイサービスを実施していた事業荀ま、・

【その他の経過措置】

|定員9人以下のグループホーム等はサービス管理責任者の配置が不要］①----------------------------------------------------------------
I法施行前からの児童デイサービスはサービス骨理責任者の配置が不要|②----------------------------------------------------------------

樂蘿;㈱濤澀耀礬貓
ふ•曲ふ述劭恵需恳朋 曲自萇 沼壶!说冷・一星は

18.10 21.3



平成②1年度国庫負担基準の設定水準

〇 平成21年度の国庫負担基準の設定に当たっては、平成19年度実績を踏まえ、全国の9割程度の市町村の 

支給実績をカバーできるように水準を設定。

（国庫負担基準の一人当たりの水準:平成18年度 9 5, 0 0 0円 f 平成21年度 1 0 5, 0 0 0円）

H1920%
H16

15%

巧
10%

5%

この水準を基に 

基準額を設定

市町村実績 
H19

6. 9万円

僚巻L”
!国庫負担基準!
■ H18設定当時［
! 9. 5万円 .H 强

自治体の分布

自治体一人当たりの支給水準

制度施行前（平成17 
年度）の市町村への 
補助額を保障

人 -

※市町村実績H16年は、H16年10月の実績による。（移動支援を除く） 
※市町村実績H19年は、H19年度の実續による。



6

平成21年度の 庫負担基準（案）

居宅介護対象者

区分1 2,290単位
区分2 2,910単位
区分3 4,310単位
区分4 8,110単位
区分5 12,940単位
区分6 18,680単位

”障害児 7,280単位

重度訪問介護対象者

区分3探 15,220単位
区分4 19,020単位
区分5 23,850単位・
区分6 29,590単位

行動援護対象者

区分3 10,780単位
区分4 14,580単位
区分5 19,410単位
区分6 25,150単位
障害児 13,750単位

護保険対象者］6,470単位］

.二重度障害者等.
包括支援対象者______

区分6 ［ 45百00単位］

※区分3は経過規定

［＞護保険対象者I10,910単位|

,_______________ ,_:_____________ , I
I介護保険対象者「26,820単位| I

重度障害者等包括支援対象者で、【 

居宅介護、行動援護又は重度訪問i 
介護を利用する者 !

■I 区分6 1 44,650単血.| i
［ 

丨介護保険対象者］25,970単位］|
I

介護保険対象者•12,310単位.

居宅介護対象者 重度訪問介護対象者

2,370単位 区分3:※ 18-020.W
酸2 .3；Q50単位

区分4 22,540単位:
医汾3 4,500単位

区分5 ；28,270単位:区分4 -ゝ8,440単位:

层分5 ,13,500単位 ・区分6 40,030W
区分6 19,450単位 お反令 创士終褐ヨ并
障害児 7,590単位

行動援護対象者
重度障害者等 
包括支援対象者

区分3 : 1,250S 位; •—区分◎"•ご 単位:

1区分4 沿5仲単位i
区分5 20-180 単位:: 介護保険対象者:⑶;760単位;

ニ区分6 ' ：26,2'10 単位.

障窖児 14,310単位 重度障害者等包括支援対象者で、 
居宅介護、行動援護又は重度訪問 
介護を利用する者

.介護保険対象耆. ..6,750単位: 区分6 58,040< 位:

（注｝各区分の国庫負担基準額（一人当たり月額）は、表の「単位数」に級地区分ごとに設定する「1単位当たり 
単価」及び「各市町村の給付率」を乗じた額とする。 ヽ

.介護保険対象者 29,350単位'



国庫負担基準に係る運用等について

濟潑
, dQ忖!・碎7展震□

マ

区分が1つ上がった時の平均間差8. 5万円

醪平均間理度亍

韓績^^^邂鰹や 

輙陰显の割合がツ 

S®!倍勲昨tw畔歸

（計算例）
A市の訪問系サービス利用者数:1,000人

うち、重度訪問介護利用者数:12〇人（1,000人の10%に当たる10〇人以上に該当） 
補助対象人数
120人一100A = 20人
補助額

20A x 8. 5万円 x 12月 X1/2 = 2 200千円

重度訪問介護の国庫負担基準（平成21年度）

区分4 区分5 区分6
23万円 28万円 40万円

(

醞
崗»

蓝1
5
)



4ぎ障害者宜立■支援対策臨時特例交在釜iwよる特别対策事業r重度訪問介護馨の利用促進に係る带師村支援事: 
ね*彙忡も丽販支援し;ハ宀「 「 " ” ^ し…、ド;

し:茨は鞫げる要代を満たす市町村”（特別区を含み、指定都市及び中核市を除く）に対し、国庫負担基準を超過するj 
痣圏舉嘗辑察軌蹄:呻り咛点t…用皿レヽ諾ゴ 

リtdb国庫貨担基準妙区紛辭艇適用氐も*なおtヾ国庫負担基準を超過する市,町村［ ヽ , ’,曲」

ゝ坪②y都道府「県斓生活支據事集T >Jg障害者に探も市町村特:別支・爰事業问対象外の市麻村及が対象ほるら 
防狷が益お超過額诡る祇畸¢融域举话支援拿業の補助荊橡市町村にあつまは"地域生活克械事業臨よみ補,® 
燐漏繚邂鹼邂段診幣:翳辭翻呉峯わた匸,オエ，;丐…出自如;球裁 

駅懸蟹亦总|芮汽;は證芯巒％礬骞七 2沁ちシ/曾飕鑒爲囂!

厘I;為当該年度に抑4■る国屋議担基準の超過額s範囲内で、嘟道府県が必要と認める額を劇成額と铁るも巧、罠 

2 /・ただじ、坎に掲げ祎に知いては;次に掲げる金額め範囲内で都道府県,が必要ど認める額を助诫額曲甥: 

［字"陋r人口?3〇巧人以上の市-,匸レゝ ^ ^ 「一，わ;

こ:ヽ 人肖該年度の黒庫負担基準額に50%を乗じた額」と「当該年度の国庫負担基準超適額」を比較して、4厂 
,なの沁翩潭い方◎籲,マナ":ペロ;「…ゝヽ， ~ 「ニニヽー:13 
； ②・火口 ・10^iX以上30万人未満の市 ゝ 匚 “ ・ ゝ・ ・ゝ ヽ；；人 "
厂当骸字度の国庫負担基準額已〇〇%を麋じた額」と「当該年度の国庫負'担基準趙過額诰此鼓®て〇 / 

能諾&㈱沁陣嗨?4よ鳥いm「ニハ」コ;；ぶuおに」理昭 

:滋・重度訪問介護利用者ゐ割合が!Q直を超える市町村にあ7ては;地域生活支援事業の掃助対彖帘町松 

;』:でなることから花施域生活汝援事業による補助を匾先適困する。 二,”…1・い爲/m 為
ゝ存必；语 匕・"曹;申 化・「茫，わ7 曲辽于界：“れ 「心 いし …心卧”ナ曲7Cミ膚塔細鞭辭

2鐸毬察縫施勒亀平成勺釦垃）昭平成23笙度;ご.：/ 上 血歎は溥住?



指定行動援護事業所におけるサービス提供責任者の資格要件に 

かかる経過措置の延長について

〇サービス提供責任者

•嘖竊

・介護福祉士
・介護職員基礎研修修了者
・ヘルパー1級
"ヘルパー 2級+3年以上の 
実務経験
・行動援護従業者養成研修 
修了者

兔へルパ・-2級における実務経験（3年以上）のうちの知的又は需 
神障害に関する実務経験を含めて差し支えない。

+

〇ヘルパー

1資格

・介護福祉士
・介護職員基礎研修修了者
-ヘルパー1級
・ヘルパー2喩
・行動援護従業者養成研修 
修了者

+

レ係_丨『"二い川」小|”声;和1
ナ戸! 一”

,マ簿貫・；爾し;习

知的又は精神障害に 
関する実務経験

2年

鳥」•：ハ 7 ' .- -T - ■ ■- ■ -•・ 一;
'- -：:..-•ヽ… 

行:動播講従業者養成研屆40時間ト
, .” . ■- .-•■■宀.・「・ • .，い '1 - - ■- ■ ■ . - ■_ t 

キ：

.・知的又は精神障害に関す盖実務経験丄
•「「コ年：1 ;

・※報酬30%減算2 •：

7
・引善籬窸;T当面の間」の措置 
境H疔—

ヽ::•-：.'：［.2 :匚

(

隘
屈»

輩
ー6)



（関連資料1刀
平成21年度障害児施設措置費の保護単価（案）

（1）事務費
般事務費'（単位:円〉

施設種別 定員 ［級地 2級地 3級地 4級地 5級地 &級地 7級地 8級地 9級地 10級地 11載地 その他

知的障害児施設 30 22〇. 930 216,880 213,870 212. 750 211,580 210,050 208,500 206,960 205.420 203,880 200, 320 196丽
第二種自閉症児施設 40 222,520 218.280 215,120 213, 880 212,650 211,100 209,540 207.960 206,660 205^70 201.930 197,100
知的障害児通園施設 30 133.290 130, 690 12B, 760 123,010 127,250 126,260 125.240 124,220 123,190 122,180 120,170 117J10
盲児施設 30 202,090 19B( 410 195 670 194.630 193.590 192,180 190,770 189,360 187.960 186.550 163,750 179.540
ろうあ児施設 30 201,150 IS7,410 194* 630 193,580 192,540 191,150 189( 730 18歇 320 186.940 185,530 182,720 1 了& 530
難聴幼児通園施設 30 199,640 195* 780 192,920 191,790 190,640 189,120 187,600 186,110 184,570 183.050 180,060 175,520
肢悴!不自由児療護施設 50 239,660 235,050 231,630 230,310 228,980 227,26D 225,540 223,730 222,090 22〇. 320 216. 830 211.640

②加算費等の単価 （単位:円）

施設種別 定員 加算費の区分

第一種自閉症児施設 40 保育士等加算費 72.190
肢休不自由児施設 50 保育士等加算費 27,120
肢体不自由児通園施設 — 通園指導費 49,100

④看護師配置加算の単価 '（単位:何）

③心理療法担当職員1配置加算の単価 （単位:円）

施設種別 定員 〔級地 2級地 3級地 斗級地 导級地 6級地 7級地 呂級地 g級地 10級地 ロ報地 その他.

知的障害児施設 3D 12J50 11,880 11.700 11.610 11,520 11,430 11,340 11,240 1TJ50 11.060 10, 880 10,610
第二種言閉症児施設 40 9.110 8r 770 8,700 8.640 fl, 570 fl, 500 & 430 -8,360 8,300 3,160 7,960
盲児施設 30 12,150 11,880 11,700 11,610 11.520 11.430 11,340 11,24D 11J50 11.060 10, 3S0 10,610
ろうあ児施設 30 12,150 11,8fiO 11.700 11,610 11,520 11,430 11,340 11,240 11J5O 11,060 10, 880 10,610
肢体平自由児療護施設 50 7,290 7,130 7.020 6.960 6,910 6,850 6,800 6.750 6, 590 6.640 6,530 6,360

（2）事業費

施設種別 定員 1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 &級地 フ級地 8級地 9級地 10級地 11級地 その他

知的障害児施設 30 15.630 15r 240 14,980 14, 840 14, 710 14,580 14,450 14,320 14,190 14,060 13, SOO 13.410
第二種自閉症児施設 40 11,720 11,430 11,230 11J30 11,030 10,940 10r 840 10. 740 10, G40 10, 550 他350 10.060
盲児施設 30 15.630 15, 240 14,9B0 14, 840 14,710 14,5B0 14,450 14, 320 14,190 14.060 13t 800 13.410
ろうあ児施設 30 15,630 15,240 14,980 14, 840 14,710 14,5BO 14r 450 14,320 14,190 14,060 13t 800 13.410
肢休不自由児療證施設 50 9, 370 9J40 8,980 8,910 8, B30 8.750 8,670 8,590 8,510 8.440 8t 280 B. 040

①一般生活費 .（単位:円）

施設檀別 単価

知的障害児施設 .47. 340
第二種自閉症児施設 47* 340
知的障書児通園施設 14. 570
盲児施設 47. 340
ろうあ児施設 47.340
難聴幼児通園施竄 14.570
肢熔不自由児療護施設 47,340 -

②重度加算費 一 ¢単位:円〉

施 設 種 別 2 5%加算分 3 〇彩加算分

知的障害児施證 • 47,120 56.540
第一種自閉症児施設 47.120 56. 540
第二種自閉症児施設 47,120 55.540
盲児施設 44, 370 ' 53.830
ろうあ児施設 40；970 49,150
肢体不自由児施設 -'' 56,540
肢体不自由児療護施設 - 56. 540

③重症児指導費 ― （単位:円）

施設種別 単価

重症心身暉害児施設 234.240

-12〇-



〇!i!签懿緘體縊專灌議歸瞬漏留平成申嘶児如号厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長、児童

改 正 後 現 行
児家第5 0号 児家第5 0号
平成11年8月30日 平成11年8月30日

【一部改正］平成14牟10月15日 雇児福発第101500!号 
【一部改正】平成年 月 日雇児福発第 号

【一部改正】平成14年10月15日 雇児福発第1015001号

都道府県? 都道府県?
各指定都市 卜民生主管部（局）長殿 各指定都市 > 民生主管部（局）長殿

中核市J 中核市丿

厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長 厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長
児童家庭局家庭福祉課長 ・ 児童家庭局家庭福祉課長
児童 家庭 局 保育 課長 児童家庭局保育課長

里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて ■里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて

（略） 児童福祉行政及び障害福祉行政の推進については、かねてより特段の御配
慮を煩わせているところであるが、今般、標記について、別紙のとおり取り 
扱うこととしたので、十分御留意の上、遺憾のないようにされたい。

別紙 別紙

1（略） 1 里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合の取扱いについて 
ア取扱い

里親の就労等により里親に委託されている児童の保育に欠けることと
なった場合において、当該児童の最善の利益の観点から、当該里親への 
委託を継続することが適切と認められる場合には、当該児童につき里親 
に委託されていることが、保育所に入所することを妨げないものとする。 
児童を既に就労している里親に委託することが、当該児童の最善の利 

益に適うと認められる場合についても、同様の取り扱いであること。
本取扱いを行うに際しては、児童相談所と市町村の間で十分に連携を 

図り、当該児童について最善の措置を採ること。
ィ費用の支弁
①里親に対する支弁

里親委託に係る措置費の支弁については、『児童福祉法による児童入 
所施設措置費等国庫負担金について」（平成11年4月30日厚生省発児第 86号厚生事務次官通知。（以下「児童入所施設措置費筹交付要綱］とい 
う。）及び「「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金にっ



改 正 後

2 里親及び小規模住居型児童養育事業を行玄者（以下「ファミリーホーム」. 
という“）に条託されている児童が障害児通圃施設又は児童ディサービスE 
通う塲合の取扱いについて

児童が里親又はファミリーホームに委託されており、当該児童が身体 
等に障害を有している場合に、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、 
肢体不自由児通園施設（以下「障害児通園施設」という。）又は児童デ不 
サービスにおいて専門的な療育・訓練を受けることが必要と認められる 
場合は、里親については「里親制度の運営について」（平成14年9月5日 
雇児発第朋05002号厚生労働省雇用均等•児童家庭局長通知）第4の1の
（1）のキにより、通所施設の指導訓練を受けさせることができること 
とされているところであるが、その取扱いについては下記に留意すると 
ともにファミリホ「厶についても同樣の取扱いとされたい。

① 本取扱いを行うに際しては、児童相談所において十分検討の上、运
た、児童デイサービスについては児童楫談所と市町村の間で十分に運 
携を図り;当該児童に插いて最售ゐ措置を採るこお。 ~

② 既に身体等に障害を有しており、障害児通園施設や児童ディサ匚ビ
スに通っている児童が里親又はファミリーホームへ委託される場合に 
ついても、同様の取扱いで ー

. 現 ,.行・ —
いて」通知の施行について」（平成・11年4月30日児堯第^6号厚生省'児・ 
童家庭局長通知。以下「児童入所施設措置費等施行通知」という。） 
により、月額を支弁する。

②保育所に対する支弁
保育所蓮営費の支弁については、「児童福祉法による保育所運営費国 

庫負担金について」（昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務 
次官通知。以下「保育所運営費交付要綱』という。）及び「「児童福祉 
法による保育所運営費国庫負担金について」通知の施行について」（昭 
和51年4月16日厚生看発妃篇59号の5厚虽省児童家庭局長通知。以下 

「保育所運営費施行通知」という。）で定める保育単価により、月額を 
支弁する。

ゥ費用の徴収
① 里親委託に係る費用徴収

里親委託に係る措置費の国庫精算上の費用徴収については、児童入 
所施設措置費等交付要綱の第5に定める「児童入所施設徴収金基準額 
表」により、月額を徴収する。 ・

② 保育所入所に係る費用徵収
徵収を免除する。

2里親に委託されている児童が障害児通園施設へ通所する場合の取扱いに 
ついて

ア取扱い 、
児童が里親に委託されており、当該児童が身体等に障害を有している 

場合に、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設又は肢体不自由児通園 
施設（以下「障害児通園施設」という。）において專門的な療育•訓練を 
受けることが必要と認められる場合は、「里親制度の運営について」（平 
成14年9月5日雇児発第0905002号厚生労働省雇用均等•児童家庭局長通 
知ア倉4の!.の（1）のキにより、通所施設の指導訓練を受けさせるこ 
とができることとされているところであるが、その取扱いについては、 
下記に雷意されたい。

① 障害児通園施設の日々の通所人員は認可定員を超えないものとする。・
② 本取扱いを行うに際しては、児童相談所において十分検討の上「当 
該児童において最善の措置を採ること。

③ 既に身体等に障害を有しており、障害児通園施設笆通所している児 
童が里親へ委託される場合についても、同様の取扱いであること。



・改 正 後 現 行
ィ費用の支弁（支給）
① 里親及びファミリーホームに対する支弁

里親及びファミリjホーム委託に係る措置費の支弁については、児 
童入所施設措置費等交付要綱及び児童入所施設措置費等施行通知によ 
り日額非专令击み

② の1障害児通園掘設に対する支弁
飞害児通園施設措置費の支弁については、措置の扱いとなることか

ィ費用の支弁
① 里親に対する支弁

里親委託に係る措置費の支弁については、児童入所麵設措置費等交 
.付要綱及び児童入所施設措置費等施行通知により月額を支弁する。

② 障害児通園施設に対する支弁
・障害児通園施設措置費の支弁については、「障害児施設措置費国庫負

ら「障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金につ■いて■厂・（平成頁年12 担金及び知的障害者施設措置費国庫負担金について」（平成10年7月3
月18日厚生労働省発障第1218002号厚生労働事務次官通知。以下1障害 
児施設措置費交イ寸要綱丨ていう;K及びF强害児施設措置費 備付費

F日厚生省障第223号厚生事務次官通知。以下〔障害児施設措置費交付 
妻綱」という。）及び”障害児施設措置費国庫負担金及び知的障害者

等）国庫負担金について」の通知の施行について」｛平成19年12月18日 施設措置費国庫負担金について」の通知の施行について」（平成10年7
障発第1218001号障害保健福祉部長通知。以下「障害児施設措置費施行 
逋知」と応・う。）で定める保護単価により、事務費については月額を支 
弁し、事業費については次の算式により日割りで支弁する。

その月の支弁額
= 月額保護単価-その月の開園日数Xその月の通園した日数 

.（注）10円未満の端数は切り捨てる。また、「開園日数」とは、B 
曜日、国民の祝日及び休日を除いた日数をいう。

②の2児童デイサービスに係る費用の支給
童デイサービスに係る費用については、措置の扱いとなることか

月31日障第446号障害保健福祉部長通知。以下丨障害児施設書置費施行 
通知」という。）で定める保護単価によりヽ事務費については月額を支 
弁し、事業費については次の算式により日割りで支弁する。

その月の支弁額
= 月額保護単価一その月の開園日数Xその月の通園した日数 

'（注）10円未満の端数は切り捨てる。また、「開園日数］とは、日 
曜日、国民の祝日及び休日を除いた日数をいう。

ら丨やむを得ない自由による措置を行った場合の単価等の取扱いにつ
いて」（平成18年11月17日障僵癖!il7002号障害福祉課長通知）に基
づき、i障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該
当障害福祉サービスに要する費用ゐ嶺ゐ算定に関する基準」（平成18年
厚生労働塔、告示第523号）に準じて算定した額とする。

ゥ費用の徵収
① 里親及びファミリーホーム委託に係る費用徵収

里親及びファミリーホーム委託に係る措置費の国庫精算上の費用徴 
収については、児童入所腿設措置費等交付要綱の第5に定める「児童 
入所施設徴収金基準額表」により、月額を徽収する。

② 障害児通園肠設及び児童デ、イサービスに係る費用徴収 
徴収を免除する。

ゥ費用の徴収
① 里親委託に係る費用徴収-

里親委託に係る措置費の国庫精算上の費用徴収については、児童入 
所施設措置費等交付要綱の第5に定める「児童入所施設徴収金基準額 
表」により、月額を繳収する。

② 障害児通園施設通所に係る費用徵収
徵収を免除する。



改 正 後 現 行
3母子生活支援施設入所児童が障害児通園施設又は児童デイサービスに通 
う塲合の取扱いについて

T取扱い
児童が母子生活支援施設に入所しており、当該児童が身体等に障害を 

有している場合に、障害児通園施設又は児童デイサービスにおいて専門 
的な療育•訓練を受けることが必要と認められる場合は、当該児童にっ 
き、母子生活支援施設に入所していることが、障害児通園施設又は児童 
デイサービスに通うことを妨げないものとする”なお、その取扱いにつ 
いては、下記に留意されたい。

① 本取扱いを行うに際しては、児童相談所と福祉事務所又は市町村の 
間で十分連携を図り、当該児童において最善の措置を採ること。

② 旣に身体等に障害を有しており、障害児通園施設又は児童ディサー 
ビスに通っている児童が母子生活支援施設へ入所する場合についても、 
同様の取扱いであること。

ィ費用の支弁（支給）
① 母子生活支援施設に対する支弁•

母子生活支援施設措置費の支弁については、児童入所施設措置費等 
交付要綱及び児童入所施設措置費等施行通知により月額を支弁する。

② のi障害児通園施設に対する費用の支給
飞害児通園施設に係る給付費については、契約による利用となるこ

3母子生活支援施設入所児童が障害児通園施設へ通所する場合の取扱いに 
ついて 
ア政扱い

児童が母孑生活支援施設に入所しており、当該児童が身体等に障害を 
有している場合に、障害児通園施設において専門的な療育・訓練を受け 
ることが必要と認められる場合は、当該児童につき、母子生活支援施設 
に入所していることが、障害児通園施設に通所することを妨げないもの 
とする。なお、その取扱いについては、下記に禹意されたい。

① 障害児通園施設の日々の通所人員は認可定員を超えないものとする。
② 本取扱いを行うに際しては、児童相談所と福祉事務所の間で十分連 
携を図り、当該児童において最善の措置を採ること。

③ 既に身体等に障害を有しており、障害児通園施設に通所している児 
童が母子生活支援施設へ入崩する塲合についても、同様の取扱いであ 

ること。
ィ費用の支弁
① 母子生活支援施設に対する支弁

・ 母子生活支援施設措置費の支弁については、児童入所施設措置費等
交付要綱及び児童入所施設措置費等施行通知により月額を支弁する。

② 障害児通園施設に対する支弁
障害児通園施設措置費の支弃については、障害児施設措置費交付要

とから、1児童福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に 綱及び障害児施設措匿費施行绪知で定める保護単価により、事務費に

関する基準」別表の障害児施設給付費単位数表により算定する単位数 ついては月額を支弁し、事業費については次の算式により日動で支
に丨厚生労働大臣が定める一単位の単価」を乗じて得た額とする。

②の2児童デイサービスに係る費用の支給
童デイサービスに係■る費用については、契約による利用となるこ

弁する。
その月の支弁額
=月額保護単価*その月の開園日数Xその月の通園した日数 

（注）10円未満の端数は切り捨てる。また、丨開園日数」とは、日
曜.日、国民の祝日及び休日を除いた日数をいう。・

とから、1障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準
該当障害福祉サービスだ宴する餐用ゐ額の算定に関する基準」別表の

介護給付費等単位数表により算定する単位数に1厚生労働大臣が定め
る一単位の単価」を乗じて得た額とする。



改 正 後 現 行
ゥ費用の徴収
① 母子生活支援施設入所に係る費用徴収

母子生活支援施設措置費の国庫精算上の費用徴収については、児童 
入所施設措置費等交付要綱の第5に定める「児童入所施設徴収金基準 
額表」により月額を徴収する。

② の1障害児通園施設に係る費用負担
ー障害児通園施設の利用に係る費用負担については、通常の契約利用 
と同様に原則児童福祉法第24条の2及び第24条の20に基づき指定施設

ゥ費用の徴収
① 母子生活支援施設入所に係る費用徴収

母子生活支援施設措置費の国庫精算上の費用徴収については、児童
,入所施設措置費等交付要綱の第5に定める「児童入所施設徴収金基準 
額表」により月額を徴収する。

② 障害児通園施設通所に係る費用徴収
障害児通園施設措置費の国庫精算王の費用徴収については、障害児 

施設措置費交付要綱の5の・（百Tで定込る表〒丁障害児施設徴収金基
支援に要した養用の額等〇&託、龛ざれた額を障害児通園施設等に 準額表（扶養義務者用）」を基に、次の算式により日割りで繳収する。
支払うこと。 その月の徴収額- '

= 徴収金基準額—その月の開園日数Xその月の通園した日数 
（注）10円未満の端数は切り捨てる。また、「開園日数」とは、日

②の2児童デイサービスに係る費用負担
童デイサービスの利用に係る費用負担については、通常の契約利

曜日、国民の祝日及び休日を除いだ百數をいう。

用と同様に原則障害者自立支援法第29条に基づき指定障害福祉サニビヽ
ス等に要した費用の額等に応じ、算定された額を児童ディサービ玉事
業者に支払うこと。

4 その他
里親及びブアミリーホームに委託されている児童又は母子生活支援施設 

に入所している児童が、・情緒障害児短期治療施設又ほ児童自立支援施設へ 
通所する場合の替用の支弁及び徴収については次のとおりとする。

ヽ

4 その他
里親に委託されている児童及び母子生活支援施設に入所している児童が、 

情緒障害児短期治療施設又ば児童自立支援施設へ通所する場合の費用の支 
弁及び徴収については、児童入所施設措置費等交付要綱の第7に定めると

ア費用の支弁
里親、フアミリーホーム、母子生活支援施設、情緒障害児短期治療施

ころによること。

設通所部及び児童自立支援施設通所部措置費の支弁については、児童入
所施設措置費等交付要綱及び児童入所施設措置費等施行通知により月額

を支弁する。
ィ費用の徴収 .. ..
①一"里親芨びファミリーホーム委託又は母子生活支援施設入所に係る費

用徴収
及びファミリーホーム委託に係る措置費又は母子生活支援施設

措置費の国庫精算上の費用徴収については、児童入所施設措置費等交
付要綱の第5に定める丨児童入所施設徵収金基準額表」により、月額
を徴収ずる

② 情緒障害児短期治療施設通所部又は児童自立支援施設通所部に係る

費用徴収
徴収を免除する。



（関連資料19）

地域新エネルギー等導入促進対策費補助金の概要

資源エネルギー庁新エネルギー対策課

1. 制度の概要

新エネルギー等の導入促進において、地方公共団体等や非営利民間団体が行う地域 

における先進的な取組みに対し、導入事業費の一部を補助する。また、地方公共団体と 

民間事業者が連携して行う新エネルギー等導入事業（太陽光発電に限る。）に対して、社 

会システム枠として当該導入事業費の一部を補助する。

（注1）導入事業の実施に先立ち新エネルギー等設備の設置による環境負荷削減効果（CO2排出削減 
量等）についての定量的目標を設定するとともに、新エネルギー等の普及啓発事業等を行うことが 
必要。

2. 補助対象事業者
（1） ■般枠

地方公共団体、地方公共団体の出資に係る法人（地方公共団体の出資比率が50% 
以上の場合に限る。）及び非営利民間団体（法人格を有す為ものに限る。）

（2） 社会システム枠

地方公共団体及び民間事業者

（注2）社会システム枠は、民間事業者が行う地方公共団体の政策に位置づけられた取組みであって、 
当該事業への地方公共団体による財政的関与（補助金の交付、地方税の減免等）等があることが 
必要。

3. 補助率1/2以内

4. 予算額 平成21年度予定額:62. 6億円

5. 実施スキーム［民間団体等（交付機関）は未定。］

|国］-（補助）—|民間団体等| -（補助）施方麻団体、非営利民間団体

6. 補助対象設備（口内は、基本規碟等要件）

太陽光発電［太陽電池出力10kW以上］、風力発電!;発電出力500kW以上（非営利民間団体:規 

模要件なし）］、太陽熱利用［集熱面積100nf以上（非営利民間団体:規模要件なし）1、バイオマス 

発電［バイオマス依存率60%以上）、バイオマス熱利用［バイオマス依存率60聪以上］、バイオマ 

ス燃料製造、雪氷熱利用、温度差エネルギー［熱供給能力6. 28GJノh（非営利民間団体:規 

模要件なし）］、水力発電［1千kw以下］、地熱発電［バイナリーサイクル発電方式に限る］、天然ガ 

スコージェネレーション［発電出力1OkW以上（非営利民間団体:規模要件なし）］、燃料電池［発電 

出力50kW以上（菲営利民間団体:規模要件なし）］

7. 公募期間 平成21年4月頃（一ヶ月間程度）

8. 本制度へのお問い合わせ先

経済産業省資源エネルギー庁

省エネルギー ・新エネルギー部新エネルギー対策課 

地域新エネルギー等導入促進事業担当:滝沢、漆畑

TEL : 03-3501-4031 .

-126-1



指定小規模多機能型居宅介護事業所における ,1
障害児(者)の受入事業について !

……里购一……--------- ---- :--- -------------------------------------- ヽ

近隣において、障害者自立支援法に基づく指定生活介護又は指定自立訓練(機能訓練・生活訓練) 
を利用することが困難な障害者及び障害者自立支援法に基づく指定児童デイサービスを利用すること 
が困難な障害児が、介護保険法による指定小規模多機能型居宅介護のうち通いサービス又は宿泊 
サービスを利用することを可能とすることにより、当該障害児(者)の身近な場所におけるサービス利用 
を可能とすること。
------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------ノ

対象者

(T)指定生活介護等又は指定児童デイサービスの対象要件を満たしており、かつ、宿泊サービスを 
利用するに当たっては指定短期入所の対象要件を満たしていること。

(2) 身近な場所で、指定生活介護等を利用することが困難な障害者又は指定児童デイサービスを 

利用することが困難な障害児であること。
(3) 障害者については、介護保険給付の対象とならない65歳未満のものであること。

(

醞
漓»

誥2
〇
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実施方法」------------------------------------------------------- :------ :----- ヽ

T〇身近な場所で指定生活介護等を利用することが困難な障害者が介護保険法に基づく指定小規ヽ 

模多機能型居宅介護事業所を利用する場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所におい 
て提供される通いサービスを障害者自立支援法に基づく基準該当生活介護又は基準該当自立訓練 
（機能訓I練・生活訓練）とみなすものとすることにより実施する。

〇指定児童デイサービスを利用することが困難な障害児が介護保険法に基づく指定小規模多機能 
型居宅介護事業所を利用する場合は、当該小規模多機能型居宅介護事業所において提供される 
通いサービスを障害者自立支援法に基づく基準該当児童デイサービスとみなすものとすることに. 
より実施する。

〇当該通いサービスを利用するために、当該小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた障 
害児（者）が当該小規模多機能型居宅介護事業所において提供される宿泊サービスを利用する場 

\合は、当該宿泊サービスを障害者自立支援法に基づく指定短期入所とみなすことにより実施する。丿

条件 3-------- :-------------------:--------------------- --------------一
尸指定小規模多機能型居宅介護の

・利用者のサービス提供に影響を及ぼさない範囲で、障害児（者）が利用すること
・登録定員が25人（通い15人、宿泊9人）を超えないこと
・居間、食堂、宿泊室等の面積など基準を満たしていること
-利用者数と障害児（者）の利用者の合算数で必要な職員数を確保すること
・指定小規模多機能型居宅介護事業者が障害児関係施設等から技術的支援を受けること 
\:':

認定件数

い件（平成
k

ヽ

2亍年3月1日現在）
丿



くその他資料〉



（参考資料）

介護事業者への労働基準関係法令の周知徹底等について

厚生労働省労働基準局

1介護労働者の労働条件の確保

〇 介護労働者に係る労働時間、割増賃金、最低賃金等の労働基準関係法令の 

遵守については、特に、訪問介護労働者に係る移動時間の取扱い等に関し平 

成16年に労働基準局がら発出された「訪問介護労働者の法定労働条件の確 

保について」の通達を中心として、これまでもその周知徹底をお願いしてき 

たところです。

〇 しかしながら、全国の労働蔓準監督機関において、平成19年に介護事業 

者を含む社会福祉施設3, 〇 ？ 5事業場に対して監督指導を実施したところ、 

このうも2,3 0 7事業場において何らかの労働基準関係法令違反が認めら 

れ、違反率は？ 5. 〇% （全業種の違反率6 7. 9%）でした。特に労働時 

間、割増賃金、就業規則に関する違反率が高く、依然として労働基準関係法 

令の遵守について問題がある事業者が多くみられます。

,〇法定労働条件の確保は、安定的な事業運営や人材確保の観点からも重要な 

課題です。

・障害保健福祉事業を所管される都道府県等におかれましても、改めて法定 

労働条件の確保について、周知徹底をお願いします。

〇周知徹底に際し、各都道府県等で開催する事業者等に対する説明会等にお 

いて、都道府県労働局に働きかけ労慟局の担当官がら労働基準関係法令の遵 

守のための説明を行う時間等を設けること等により効率よく周知を図るこ 

とも有効ですので、積極的な取組をお願いします。 •

なお、法令遵守に係る説明等の協力については、都道府県労働局にもすで 

に指示しているところです。

〇 また、今後、都道府県労働局から、労働基準関係法令の内容に係るパンフ 

レット等の資料について、適宜情報提供がなされる予定ですので、これも活 

用し、事業者における法定労働条件の確保についての周知徹底をお願いしま 

す。 ^

2障害者である労働者の労働条件の確保

〇 都道府県等において、障害者である労働者に関しその労働条件の履行確保 

上の問題がある事案を把握された場合には、労働基準監督署等に適宜の方法 

により速やかに情報提拱くださいますよう、お願いします。
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「労慟契約の期間」に関する事項については、

① 労働契約の期間の定めの有無
② 期間の定めのある労働契約の場合はその期間册
を、明確に定めること。

※ 期間の定めのある労働製約（「有期労働契約」ともいいます。）を締結すみ場合は、「有期労愉契 

約の締結、更新及びに関する遽準」（平赋15年厚生労働电告示第35?号）の定あるところに 

より舒ってください。

〇「有期労働契約の締結、更新及び麗止めに関する基準」とは

有期労働契約については、契約更新の繰り返しにより、一定期間届用を継稔したにも 

かかわらず、突然、契約更新をせずに期聞満了をもって退職させるなどの、いわゆる 

「雇止め」をめぐるトラプルが大きな問題となって、ゝます。審基準はこのようなトラブ 

ルの防止を図るために使用者力疇ずるべき措櫃について定めたものですa

の明示方法

① 就粟の場所及び從事すべき業務

② 労働日（休ヨ以蚪の日）並びにそ 

の始業及び終業の時刻

③ 休憩時間
< ノ

なお、労働条件明示のためのモデル様式として、労働条件通知書?^パンフレット 

13頁に示されておりますので、卷考にしてください。

2



興

労働時間く休憩時間を瞧く.)

ザニビス饕了時刻釵1

空き時間

.計二

ースでは:Aさん毛での介
休餌時間を除いたものが労働時間となUます. 

做時間-------

®ゲエス词电でゆー …Mbさ亦あ濒I翩如可さ舟宅でめ介翻化ス孵時間が卵 

哺間となります.移動時iaは白さん宅への移動に要した痔間でお队 それ以外りrsき時間Jについては そ专時間には爭務に 
脏すみ必宴がなく、制B者に自由和帝刑隊障されている喝リ\州«時間として取り扱う必真はありません3きん宅での介護サ- 
ビス 終了時刻和らヨさん宅での介掘サービス開始時期までの時間すべてを労働時間として取り扱う必宴はありません.}.

射備時聞

"ヨc

惑供•賠聞のみ协蛍跡間となり事す.



rQ!訪問介謹の業務に従事した時間に対して支払う賃金鶴と、移動時間に対し宅支払う賃金額j 
は、異なってもよいですか。

A!訪間介謹の業務に直接從事す冷時間と、モれ以外の樂務に従事する時間の賃金水準につい 
ては、最低賃金額を下回らない範囲であれば、労使の話し合いによって決定することは差し| 

支えありません(通運紀の2の(4 )のイ).

Q2%社A慕業場では、過去3ヶ月間にわたり移動時間を把握した桔果、特别の事情那ない限り、 

1回きたりの移動時間が捋分を上回らないことが判明しました*そしで、A事彙場に执ヽては・ 

移動時間を祁分と定め、移動1回当たり巧分に扌目当する賃金を支払うこととし「5分を超えた 
場合には、超過した時間分の賃金を追加して支払うことを檢肘していますが、可能ですか"

A2鶴勒時間を含め労働時間を適切に管理することは使用者の責務であり、移動Iこ要した時閭を 
確開し、記録する必要があります。移動に係る賃金は、このようにして把握した労備時間に基 

づき算定するの护基本となyます.
ご賞間のように、事務処理の商秦化のため務動に係る箕金を定額制とすることは、真労働時 

間に基づき支払うべき賃金协定額を超える曙合に超過分を支払うのであれば、労働者仁不利益 

とはなりませんので、可能と考えられます。この埸合、雇入通知誉や就業規則でモの旨を明示 

する必要邙あります。なお、定額制をとりいれでも舞働時間の把握は必要であるとともに、超 
過分を支払わないことは賃金の一部不払となることに留意してください。
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離額遂咖較方法

年次有給休暇の付与について

-------------------- 片6か月経過|

※「継続勤務」とは在JS期間を盍味し、継続勤務かどうかについては、勤務停擁に即し実質的 

に判断すべきものです。

・麵蠱龜遮蠟於劉赌に対する年次有給休暇の付与日数（比例付与）

所定労慟日数护少ない訪問介護労働者に対して付母される年次有給休暇日数は、次頁のと 

おり、原則として基準日において予定されている今後L年間の所定労働日数に原じた日数で 

す0

6



なお、于定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して 

所定労働日数を算出す思こととして差し支えありません。したがって、この場合には、雇入 

れの日から起翼して6か月経過後に付与される年次有給休暇の日数について、過去6・か月の 

労働日数の実精を2倍したものを「1年間の所定労働日数」・とみなして判断して差し支えあ 

りません。 ^

〇年次有給休暇の比例付与日数

§
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4
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一3
旦

就業規則の作成及ぴ周知について

短時問労働者である訪間介誣労册者についても' 就業規則の作成要件である「常時W人以 

上の労働巻」に含まれます。

また、就業規則については、常時事第場内の各作篥場ごとに掲示し、又は備え忖ける尊の 

方法により労锄者に周知す為必要があります。なお、事雖場等に赴く機会の少ない訪問介讒 

労働者に対する周知については、書面を交付することによゐ方法を講ずることが望ましいで 

しよう©
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〇短時間労働者とは

「短時聞労働者」とは1週間の所定労働時間が同一の事翁場に雇用される通常の労锄 

者の;I週間の所定労働時間に比し短い労働者のことをいいます（短時間労働着の雇用管 

理の改善等に関すな法很第2盘）〇

なお、前問介靈寧業においては、個々の利用者からの訪問介誰の申込に応じ、民適I 
j又は日の所定労働時間が月ごと等の勤務表により非定型的に聘定される訪間介護労働者 \ 

1がいますが、亠鮭的に所定労働時間が通常の労働者に比し短いため、その多くは短時間! 

!労働者ヒ考えられます。 ・

帶

寶

鳌

專

蠱

書

專

・

舊

第
 

昨

梢

働

者

名

簿

题

賃

金

台

帳

・ 

^

^

■3
巽e

為

繇

篇

壽

發

■■■■:
、多

〇記載事項

労働者の氐名.蘆入ねの年月日、 

退職の年月日及びその事由等

〇記戯事項

労働者の氏名、賃金計算期間、

労働日数、労働時間数' 時間外 

労働時間数、基本給,手当その 

地賃金の種類ごとにその額等

安全衛生の確保について
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労働者に対して、雇入れ時及び作集内容変更時の安全衛生教育を実加しなければなりませ 

ん。
將に、訪問介護労働者に対する安全衛生教育の実施に当見っては、訪問介護関係第務の実 

息を踏まえて、腰痛をはじめとした当該業務に関連して発生すゐおそれのある疾病の原因及 

び予防、交通災害の防止に関する項目等を盛り込むよう配意すること力理ましいでしょう。

・交通労働災害防止のためのガイドライン（平成20年4同3日付け基発第04030S号）

・職場に描ける腰痛予防対策指針（平成6年9月6日付け基発第54了号）

「常時使用する労働者」に対して、雇入れ時及び:1年以内ごとに;1回（深義叢等の特定菓 

務に常時従事する労働者については6か月以内ごとに1回）、定期に健康診断を実施しなけ 

ればなりません。

なお、犍康診断の実放は法で定められたものである以上、その宪旋に要した費用を野働者 

に負担させることはできませんぬ

労働安全衛生法の定めるところにより、下欄のとおり事栗場規模に応じて衛生管理者、衛 

生推進者、産業医を選任するとともに、衛生委員会を設置し、労働者の健康障害の防止に関 

する対策を検討するなど安全衛生管理体制!を確立しなければなりません。

〇衛生管理者等の選任・設置が必要な事篥場の規摸（「訪閒介腰事業（日本

療準岌篥分類854切」

衛生管理者の選任 労働者数50人以上の事集場.

衙生推進者の選任 労働者数10人或上如人以下の事漿場

産業医の選任 労働者数50人以上り事業場・

衛生瞬養の昨 労働耆数50大以工の事集場…. 、」

疑 上欄で示した労僦者敷は、常時便用する労働者数でおり、箱七期などにおいて麻時に雇 

い入れる并働者は含みません护、短時間労働者であ。ても常時使用する场含には、労働者 

数に含みます。
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〇短時間労働者は健康診断を実厢しなければならないか。

「短時間労働者」であっても、①期間の定めのない労働契約により使用されるものI 
（期間の定めのあ為労働契釣により使用され為ものであって、当該契約期間がI年以上］ 

であるもの並びに契約の更新により1年以上使用され畐こと护予定されている者及び当i 
|該輕約の更新により］・年は上引き続き使用されている者を含む。｝であaて、②モの者! 

!の1週間の労働時間数が当該事業場に希いて同蓮の票務に從事する通常の碧働着の;L週j 
:間の所定労働時間数の4分の3以上であゐものは労慟安全術生哉に定める健康診断を実 3 

施しなければなりませんa !
なお、所定労働時間数が4分の3未満であっても、訪問介護另锄者の清標の保持及び］ 

健康状態について必要な管理を行う観点からも健康診断を実施することが望ましいでし 

よう。 1

労働保険の手続について

労働尿険とは労働者災害補償保険（一般に「労災保険」といいます。）と雇用保険の総称 

です。訪問介讒労働者を含め労働若を一人でも雇っていれば、その事業場は労働倨険の適用 

事簾場となりますので、労働保険料を耕付する必要がありますJ
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